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追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）

投資信託説明書（交付目論見書）
2008 .5

本 書 は 金 融 商 品 取 引 法（ 昭 和 2 3 年 法 律 第 2 5 号 ）第 1 3 条 の 規 定 に 基 づ く 目 論 見 書 で す 。

愛称：



１． 本書により行うDWS世界新興国株式ファンド（愛称：りそな　BRICsプラス）
（以下「ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、金
融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を
平成20年5月16日に関東財務局長に提出しており、平成20年5月17日にそ
の効力が発生しております。

２． 当該有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信
託説明書（請求目論見書）は、投資家から販売会社にご請求いただければ当該
販売会社を通じて交付いたします。なお、請求を行った場合には、その旨をご
自身で記録しておくようにしてください。

３． 当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きの
ほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資
家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されている
ものではありません。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、
組入株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を
含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり
ます。また、為替の変動により損失を被ることがあります。

発 行 者 名 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長　関崎　司
本店の所在の場所 東京都千代田区永田町二丁目11番１号

山王パークタワー

有価証券届出書の写し
を縦覧に供する場所 該当事項はありません。



下記の事項は、当ファンドをお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認い
ただきたい重要な事項としてお知らせするものです。 
お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分に
お読みください。 

記

■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落
や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落
し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは主に外国の株式を実質的な投
資対象としますので、為替の変動により損失を被ることがあります。 
したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額
の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リ
スク」、「信用リスク」などがあります。 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢リスクと留意点｣をご覧ください。

■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料 
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15％（税抜3.0％）以内で販売会社が定
める率を乗じて得た額とします。 
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 
◆換金（解約）手数料 
当ファンドには、換金（解約）手数料はありません。 
◆信託財産留保額 
ありません。 
◆信託報酬 
ファンドの純資産総額に年率1.974％（税抜1.88％）を乗じて得た額とします。 
◆その他の費用 
・ 信託事務の処理に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷
費用等を含みます。）

・有価証券売買時の売買委託手数料 
・資産を外国で保管する場合の費用 等 
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 
なお、当該費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される
期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの取得・保有・換金に係
る費用や税金等」をご覧ください。

以上
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1Deutsche Asset Management

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

1 

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

詳しくは

P７
をご参照ください。

詳しくは

P10
をご参照ください。

詳しくは

P８
をご参照ください。

フ
ァ
ン
ド
名

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
フ
ァ
ン
ド

（
愛
称
：
り
そ
な 

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
プ
ラ
ス
）

基
本
的
性
格

追
加
型
株
式
投
資
信
託
／
国
際
株
式
型
（
一
般
型
）

運
用
の
基
本
方
針

信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
い
ま
す
。

主
な
投
資
対
象

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
「
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
」
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。）
を
通
じ
て
、
主
に
ブ

ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
、（
香
港
を
含
む
。）
な
ど
新
興
国
の
企
業
の
株
式
お
よ
び
預
託
証
書
等
（
以
下
「
株
式
等
」

と
い
い
ま
す
。）
に
投
資
し
ま
す
。

主
な
投
資
制
限

●
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
、
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

●
外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
、
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

主
な
投
資
リ
ス
ク

●
株
価
変
動
リ
ス
ク　

●
為
替
変
動
リ
ス
ク　

●
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク　

●
信
用
リ
ス
ク　

●
流
動
性
リ
ス
ク　

等

詳
し
く
は
、
後
述
の
「
リ
ス
ク
と
留
意
点
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　

信
託
期
間

信
託
設
定
日
（
平
成
19
年
１
月
31
日
）
か
ら
無
期
限
と
し
ま
す
。

決
算
日

毎
年
2
回
、
原
則
と
し
て
毎
年
2
月
18
日
と
8
月
18
日
と
し
ま
す
。

当
該
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
を
決
算
日
と
し
ま
す
。

収
益
分
配

毎
決
算
時
に
、
原
則
と
し
て
収
益
分
配
方
針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
に
て
お
支
払
い
い
た
し
ま
す
。

※
分
配
対
象
額
が
少
額
の
場
合
に
は
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ご
購
入
・
ご
換
金
の

お
申
込
み

原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
に
申
込
み
の
受
付
け
が
行
わ
れ
、
か
つ
販
売
会
社
所
定
の
手
続
き
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日

の
申
込
受
付
分
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の

銀
行
の
休
業
日
に
は
、
受
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

申
込
取
扱
場
所
・

払
込
取
扱
場
所

原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
本
・
支
店
、
営
業
所
等
に
お
い
て
申
込
み
の
取
扱
い
を
行
い
ま
す
。
払
込
み
は
原
則
と
し
て
、
申
込

み
の
取
扱
い
を
行
っ
た
販
売
会
社
に
お
い
て
取
扱
い
ま
す
。



2 りそな BRICsプラス～DWS世界新興国株式ファンド～

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

詳しくは

P17
をご参照ください。

委託会社の照会先（基準価額、販売会社等について）

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
・ホームページアドレス　http://www.damj.co.jp/
・フリーダイヤル　　　　0120－442－785（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

詳しくは

P12
をご参照ください。

詳しくは

P16
をご参照ください。

詳しくは

P14
をご参照ください。

申
込
価
額

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

申
込
単
位

販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。

申
込
手
数
料

取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
3
・
1
5
％
（
税
抜
3
・
0
％
）
を
上
限
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る
手
数
料

率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

申
込
代
金
の
支
払
日

原
則
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る
日
ま
で
に
、
販
売
会
社
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
と
し
ま
す
。

換
金
（
解
約
）
価
額

換
金
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

換
金
（
解
約
）
単
位

販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。

信
託
財
産
留
保
額

あ
り
ま
せ
ん
。

換
金
代
金
の
支
払
日

原
則
と
し
て
換
金
請
求
受
付
日
か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
に
お
い
て
お
支
払
い
い
た
し
ま
す
。

信
託
報
酬

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
対
し
年
率
1
・
9
7
4
％
（
税
抜
1
・
8
8
％
）

こ
の
他
に
、
純
資
産
総
額
に
対
し
年
率
0
・
1
0
％
を
上
限
と
し
て
諸
費
用
等
（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の
報

酬
、
印
刷
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）
が
信
託
財
産
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
信
託
財
産
に
お
け
る
組
入
有
価
証
券
の
売
買

委
託
手
数
料
、
資
産
を
外
国
で
保
管
す
る
場
合
の
費
用
等
に
つ
い
て
も
、
別
途
信
託
財
産
が
負
担
し
ま
す
。

課
税
関
係

収
益
分
配
時
の
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
換
金
時
お
よ
び
償
還
時
の
個
別
元
本
超
過
額
に
対
し
て
個
人
の
受
益
者
の
場
合
は
10
％

（
所
得
税
7
％
、
地
方
税
3
％
）、
法
人
の
受
益
者
の
場
合
は
7
％
（
所
得
税
の
み
）
の
税
率
※

に
よ
る
課
税
が
行
わ
れ
ま
す
。

※ 

税
率
は
、
平
成
21
年
4
月
1
日
か
ら
は
、
個
人
の
受
益
者
の
場
合
は
20
％
（
所
得
税
15
％
、
地
方
税
5
％
）、
法
人
の
受
益
者
の
場
合
は
15
％
（
所
得

税
の
み
）
と
な
る
予
定
で
す
。

＊
税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
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◆外貨建資産
ファンドに組入れている海外の企業が発行す
る株式や債券などを合計した資産を外貨建資
産といいます。

◆為替ヘッジ
為替変動に係るリスクを回避するために、通
貨の先物取引やオプション取引を利用して、
将来のある時点に事前に決められた一定の交
換レートで外貨を売り、円を買う取引を行う
ことなどをいいます。

◆マザーファンド
投資家が取得するファンドを「ベビーファン
ド」といい、複数のベビーファンドの資金を
まとめて運用するためのファンドを「マザー
ファンド」といいます。

2 

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

 

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、

高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
、

ロ
シ
ア
、イ
ン
ド
、中
国（
香
港
を
含
む
。）な
ど

新
興
国
※

の
企
業
の
株
式
等
に
投
資
し
ま
す
。

 

主
に
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃｓ
（
ブ
ラ
ジ
ル
、ロ
シ
ア
、イ
ン
ド
、
中
国
）と
、

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃｓ
に
続
く
高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
新

興
国
”プ
ラ
ス“
の
企
業
の
株
式
等
に
投
資
し
ま
す
。

 

”プ
ラ
ス“
に
つ
い
て
は
、
投
資
対
象
国
を
限
定
し
ま
せ

ん
。

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃｓ
を
中
心
に
”プ
ラ
ス“
に
も
投
資
す
る
こ
と
で
分

散
を
図
る
と
と
も
に
、
新
興
国
の
高
い
経
済
成
長
を
捉
え
、

中
長
期
的
に
高
い
リ
タ
ー
ン
を
追
求
す
る
運
用
を
目
指
し

ま
す
。

な
お
、
新
興
国
で
主
た
る
企
業
活
動
を
展
開
す
る
先
進
国

の
企
業
の
株
式
等
や
先
進
国
の
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い

る
新
興
国
の
企
業
の
株
式
等
に
投
資
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

※
新
興
国
と
は
：

投
資
対
象
国
と
な
る
新
興
国
は
、
投
資
を
行
う
時
点
で
、
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ

Ｆ
）、
世
界
銀
行
、
国
際
金
融
公
社
（
Ｉ
Ｆ
Ｃ
）
等
が
先
進
国
に
定
め
て
い
な
い
す

べ
て
の
国
と
し
ま
す
。
な
お
、
投
資
対
象
国
と
な
る
新
興
国
の
定
義
は
、
Ｄ
Ｗ
Ｓ

の
判
断
に
よ
り
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

Ｄ
Ｗ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
後
記
「
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
概
要
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

1 フ
ァ
ン
ド
の
特
色

フ
ァ
ン
ド
の
特
色

《BRICs》と《プラス》の経済成長

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

■ 2050年の経済規模  上位10カ国予想
（単位：兆ドル）

中国

米国

インド

日本
ブラジル

ロシア
英国

ドイツ
フランス
イタリア

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

出所：米ゴールドマン・サックス証券
「Dreaming with BRICs: The path to 2050」
2003年発表
※ 2006年上位10カ国は、米国、日本、ドイ
ツ、中国、英国、フランス、イタリア、
スペイン、カナダ、インド。ブラジルは
11位、ロシアは13位。

　出所：世界銀行、2007年7月現在

■ 経済成長率（実質GDP）予想値

0 2 4 6 8

新興国

先進国

■ 2009年（予）
■ 2008年（予）
■ 2007年（推）
■ 2006年（推）

0 2 4 6 10 12（％）8

■ 2008年（予）
■ 2007年（推）
■ 2006年*米国

ユーロ圏 日米欧

BRICs

日本

中国
インド
ロシア
ブラジル

10（％）

出所：国際通貨基金（IMF）「世界経済予測 2008
年4月版（World Economic Outlook、April 2008）」
2006年、2007年は推計値。
※ 先進国、新興国の分類は国際通貨基金（IMF）
によるものです。

出所：国際通貨基金（IMF）「世界経済
予測 2008年4月版（World Economic 
Outlook、April 2008）」
*2006年は中国のみ推計値。2007年
は推計値。
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◆ファンド
多数の投資家から集めた資金をひとまとめに
して専門家が運用し、その成果を投資家に還
元する仕組みのことをいいます。一般的には、
投資信託のことを指します。

用語解説

実質ＧＤＰ成長率：2006年6.7％、2007年（推）7.0％、2008年（予）6.5％

実質ＧＤＰ成長率：2006年7.7％、2007年（推）7.8％、
2008年（予）7.0％

国別・地域別実質ＧＤＰ成長率の出所：国際通貨基金（ＩＭＦ） 「世界経済予測　2007年10月版（World Economic Outlook, October 2007）」 
※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。

ＢＲＩＣｓ

プラス地域

ロシア

実質ＧＤＰ成長率：2006年11.1％、
2007年（推）11.5％、2008年（予）10.0％

ＢＲＩＣｓ 中国

実質ＧＤＰ成長率：2006年9.7％、2007年
（推）8.9％、2008年（予）8.4％

ＢＲＩＣｓ インド

実質ＧＤＰ成長率：2006年3.7％、2007年
（推）4.4％、2008年（予）4.0％

ＢＲＩＣｓ ブラジル

CIS
（独立国家共同体、ロシアを除く旧ソ連加盟国）

2008年3月末時点で投資している国：なし
今後投資する可能性のある国：カザフスタン、ウクライナ、
グルジア等

実質ＧＤＰ成長率：2006年6.3％、2007年（推）5.8％、
2008年（予）5.2％

プラス地域 欧州新興国

2008年3月末時点で投資している国：なし
今後投資する可能性のある国：ポーランド、ハンガリー、
チェコ、トルコ等

実質ＧＤＰ成長率：2006年5.5％、2007年（推）5.0％、
2008年（予）4.3％

プラス地域 中南米・カリブ諸国

2008年3月末時点で投資している国：メキシコ、パナマ、
チリ、アルゼンチン
今後投資する可能性のある国：コロンビア、ペルー等

実質ＧＤＰ成長率：2006年5.6％、
2007年（推）5.9％、2008年（予）5.9％

プラス地域 中東

2008年3月末時点で投資している国：
イスラエル
今後投資する可能性のある国：イラン、
ヨルダン、エジプト等

実質ＧＤＰ成長率：2006年5.6％、
2007年（推）5.7％、2008年（予）6.5％

プラス地域 アフリカ

2008年3月末時点で投資している国：
南アフリカ
今後投資する可能性のある国：
モロッコ、ナイジェリア等

実質ＧＤＰ成長率（ＡＳＥＡＮ四カ国：インドネシア、
マレーシア、フィリピン、タイ）：2006年5.4％、
2007年（推）5.6％、2008年（予）5.6％

プラス地域 アジア

2008年3月末時点で投資している国・地域：韓国、
台湾、マレーシア、インドネシア、カンボジア
今後投資する可能性のある国：フィリピン、タイ、
ベトナム等

《プラス》の定義：ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）以外で投資対象国となる新興国《プラス》は、投資を行う時点で、国際通貨基金（ＩＭＦ）、
世界銀行、国際金融公社（ＩＦＣ）等が先進国に定めていない全ての国のうち、ＤＷＳがＢＲＩＣｓに続く高い経済成長が期待されていると判断する国とし
ます。なお、投資対象国となる新興国《プラス》の定義はＤＷＳの判断により変更される場合があります。

上記定義により、ＮＥＸＴ11（ゴールドマン・サックス）やＶＩＳＴＡ（ＢＲＩＣｓ経済研究所）など、ポストＢＲＩＣｓ、ネクストＢＲＩＣｓとして成長が期待される国・地域もす
べて投資対象に含みます。
以下はマザーファンドがすでに投資している国・地域および今後投資する可能性のある国・地域の例をご参考までに表示したものです。これらは当資料作成
時点のものであり、今後予告なく変更する場合があります。また、将来における当該国・地域の組入れを保証もしくは示唆するものではありません。実際に投
資する国・地域や企業、組入比率などは、ＤＷＳが決定いたします。

と 　　　   投資対象国・地域の例ＢＲＩＣｓ プラス
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◆預託証書
ある国の発行会社の株式を海外でも流通させ
るために、その会社の株式を銀行などに預託
し、その代替として海外で発行される証券の
ことをいいます。預託証書（DR）は、株式
と同様に証券取引所などで取引され、流通さ
れる市場や形態によって多様です。

 

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
運
用
指
図
に
関

す
る
権
限
を
、
D
W
S
に
委
託
し
ま
す
。

Ｄ
Ｗ
Ｓ
は
、
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー

プ
の
欧
州
・
ア
ジ
ア
に
お
け
る
リ
テ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
担
う
ド
イ

ツ
最
大
の
投
資
信
託
会
社
グ
ル
ー
プ
で
す
。
そ
の
運
用
資
産
残
高

は
、
ド
イ
ツ
首
位
を
誇
り
ま
す
。（
後
記
「
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
概
要
」
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。）

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
委
託
会
社
が
、
Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
一
員
で
あ
る
デ
ィ
ー
・
ダ

ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・

ハ
ー
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
委
託
を
行
う
国
内
公
募
投
資
信

託
で
す
。

2

3
■ 

Ｄ
Ｗ
Ｓ
（
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
）
と
は
、‘
有

価
証
券
の
専
門
家
’
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語D

ie 
W
ertpapier S

pezialisten

を
略
し
た
も
の
で
す
。

〈 

Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
強
み 

〉

■ 

欧
州
は
も
と
よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
調
査
拠
点
を
も
っ

て
い
ま
す
。

■ 

投
資
対
象
国
の
言
語
、
制
度
、
文
化
、
習
慣
な
ど
に
精

通
し
た
専
門
家
集
団
に
よ
る
運
用

■ 

地
域
に
根
差
し
た
調
査
体
制
の
優
位
性
を
活
か
し
た
高

い
銘
柄
発
掘
能
力

■ 

運
用
成
果
向
上
に
不
可
欠
な
、
各
拠
点
間
の
良
好
な
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
と
緊
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

 
実
質
外
貨
建
資
産
※

に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
為
替
ヘッ
ジ
を
行
い
ま
せ
ん
。

※ 

「
実
質
外
貨
建
資
産
」
と
は
、
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン

ド
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
う
ち
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
（
フ
ァ
ン
ド

に
属
す
る
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
純
資
産
総
額
に
占

め
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）
と
の
合

計
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。

Ｄ
Ｗ
Ｓ
の
概
要

◆
設　
　
　
　
　

立
：　

1
9
5
6
年 
（
昭
和
31
年
）

◆
資　
　

本　
　

金
：　

1
・
1
5
億
ユ
ー
ロ

◆
従　

業　

員
※
１

：　

 

ド
イ
ツ
国
内 

約
9
0
0
人

グ
ロ
ー
バ
ル
※
5 

約
1
，8
0
0
人

◆
運
用
フ
ァ
ン
ド
数
※
２

：　

 

ド
イ
ツ
国
内 

4
1
5
本

グ
ロ
ー
バ
ル
※
5 

約
1
，0
0
0
本

◆
運
用
資
産
残
高
※
３

：　

 

ド
イ
ツ
国
内 

約
1
，4
2
3
億
ユ
ー
ロ

グ
ロ
ー
バ
ル
※
5 

約
2
，6
7
0
億
ユ
ー
ロ

◆
市
場
シ
ェ
ア
※
４

：　

2
1
・
9
％
（
ド
イ
ツ
最
大
シ
ェ
ア
）

※
1 

2
0
0
7
年
3
月
末
現
在

※
2  

ド
イ
ツ
国
内
は
2
0
0
7
年
11
月
末
現
在
、
グ
ロ
ー
バ
ル
は
2
0
0
6
年
12
月

末
現
在

※
3  

ド
イ
ツ
国
内
は
2
0
0
7
年
11
月
末
現
在
、
グ
ロ
ー
バ
ル
は
2
0
0
7
年
6
月

末
現
在

※
4  

外
国
籍
フ
ァ
ン
ド
を
含
む
資
産
運
用
残
高
ベ
ー
ス
、
2
0
0
7
年
11
月
末
現
在
、

出
所
：
ド
イ
ツ
投
資
信
託
協
会
（
B
V
I
）

※
5 

ド
イ
ツ
国
内
を
含
む

・ 

前
記
設
立
、
資
本
金
は
D
W
S
の
中
核
会
社
で
あ
るD

W
S
 Investm

ent 
G
m
bH

に
関
す
る
も
の
で
す
。

・ 

D
W
S
は
、
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
欧
州
・
ア
ジ

ア
に
お
け
る
リ
テ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
担
う
投
資
信
託
会
社
グ
ル
ー
プ
で
す
。
デ
ィ

ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ

ー
は
、
D
W
S
の
一
員
で
す
。

DWS
21.9%

UNION
14.8%

DEKA
19.9%

AGI
11.2%

その他
24.3%

Cominvest
4.3%

Pioneer
3.6%

・外国籍ファンドを含む資産運用残高ベース
2007年11月末現在　出所: ドイツ投資信託協会（BVI）

グローバル・
マーケッツ

グローバル・
バンキング

プライベート・
ウェルス・
マネジメント

個人顧客およ
び中堅企業
向けビジネス

※ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ

2008年3月末現在

■ドイツの投資信託運用会社
－運用資産残高でDWSが首位－

資産
運用※

ＤＷＳ
（欧州・アジア）

ドイチェ・アセット・
マネジメント

ＤＷＳスカダー
（米国）

法人・機関投資家
向けビジネス 個人・資産運用ビジネス

ドイツ銀行グループ
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆ボトムアップ・アプローチ
個別銘柄に対する調査・分析に基づいて投資
銘柄を選別する運用手法を言います。

◆トップダウン・アプローチ
経済情勢や産業動向などマクロ的な投資環境
の予測・分析などにより、投資の資産配分や
業種別配分を決定する運用手法です。

● 

フ
ァ
ン
ド
の
名
称

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
フ
ァ
ン
ド

（
愛
称
：
り
そ
な　

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
プ
ラ
ス
）

（
以
下
「
フ
ァ
ン
ド
」
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

● 
フ
ァ
ン
ド
の
目
的

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以

下
「
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
」
と
い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。）
へ
の
投
資

を
通
じ
て
、
高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ

シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
（
香
港
を
含
み
ま
す
。）
な
ど
新
興
国
の
企

業
の
株
式
等
に
投
資
を
行
い
、
信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を

目
指
し
て
運
用
を
行
い
ま
す
。

● 

信
託
金
限
度
額

2
，0
0
0
億
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
委
託
会
社
は
、
受
託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
当
該
限
度

額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

基
本
的
性
格

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
追
加
型
株
式
投
資
信
託
・
国
際
株
式
型
（
一
般

型
）※
に
属
し
ま
す
。

※　 

「
国
際
株
式
型
（
一
般
型
）」
と
は
、
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
が
定
め
る
商
品
の
分
類

方
法
に
お
い
て
、「
約
款
上
の
株
式
組
入
限
度
70
％
以
上
の
フ
ァ
ン
ド
で
、
主
と
し
て

外
国
株
式
に
投
資
す
る
も
の
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
フ
ァ
ン
ド
を
い
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
名
称
・
目
的
・
基
本
的
性
格

フ
ァ
ン
ド
の
名
称
・
目
的
・
基
本
的
性
格

ポートフォリオ構築 企業の質と成長性に
注目した銘柄選択

企業訪問
バリュエーション

トップダウン・アプローチ

マクロ分析
セクター・アロケーション

ボトムアップ・アプローチ

具
体
的
な
運
用
プ
ロ
セ
ス

具
体
的
な
運
用
プ
ロ
セ
ス

 

株
式
へ
の
投
資
に
あ
た
っ
て
は
、
収
益
性
・
成
長
性
な
ど
を
総
合
的

に
勘
案
し
て
選
択
し
た
銘
柄
に
投
資
し
ま
す
。

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
国
別
配
分
の
決
定
お
よ
び
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
個
別
銘
柄
の
選
択
を
行
い
、
ポ

ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
構
築
し
ま
す
。

（
注
１
）
運
用
プ
ロ
セ
ス
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
も
の
で
す
。

（
注
２
）
前
記
は
、
本
書
作
成
時
点
の
も
の
で
あ
り
、
今
後
変
更
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※ 

市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
前
記
の
よ
う
な
運
用
が
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
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フ
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ン
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の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆信託財産
ファンドにおいて運用される株式や債券など
の有価証券や現金などの財産をいいます。信
託財産は、受託会社により保管・管理されて
います。

◆ポートフォリオ
ファンド等の運用資産全体や、株・債券等の
有価証券の銘柄群などを指します。

◆信託約款
信託約款において、ファンド毎の運営・管理
上の基本となる運用方針や仕組みなどが定め
られています。信託約款は、「投資信託及び
投資法人に関する法律」に基づいて作成さ
れ、その内容については、あらかじめ監督官
庁に届出が行われます。委託会社と受託会社
は、この信託約款に基づいて信託契約を締結
し、ファンドの運営・管理を行います。

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、

高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、

中
国
（
香
港
を
含
み
ま
す
。）
な
ど
新
興
国
の
企
業
の
株
式
等
に
投
資

を
行
い
ま
す
。

※　
詳
し
く
は
「
信
託
約
款
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

〈
信
託
約
款
で
定
め
る
主
な
投
資
制
限
〉

① 

株
式
へ
の
投
資
制
限

　

株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
※

に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

※　 

実
質
投
資
割
合
と
は
、
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
当
該
資
産
と
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る

当
該
資
産
の
う
ち
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
（
フ
ァ
ン
ド
に
属
す
る
マ
ザ
ー

フ
ァ
ン
ド
の
時
価
総
額
に
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当

該
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）
と
の
合
計
額
の
信
託

財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
割
合
を
い
い
ま
す
。(

以
下
同
じ
。）

② 

外
貨
建
資
産
へ
の
投
資
制
限

　

外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

③ 

投
資
信
託
証
券
へ
の
投
資
制
限

　

 

投
資
信
託
証
券
（
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。）
へ

の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
5
％
以
下
と

し
ま
す
。

④ 

同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限

ａ
． 

同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

ｂ
． 

同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ
の

実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と

し
ま
す
。

⑤ 
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限

　

 
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち

会
社
法
第
2
3
6
条
第
１
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権

付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約

権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
明
確

に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法
第
3
4
1
条

ノ
3
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8
号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権

付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま

す
。）
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％

以
下
と
し
ま
す
。

主
な
投
資
対
象

主
な
投
資
対
象

主
な
投
資
制
限

主
な
投
資
制
限
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆自動けいぞく投資
収益分配時に、分配金から税金を差し引いた
金額を無手数料で同一ファンドに自動的に再
投資することをいいます。

◆純資産総額
ファンドに組入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得
られる配当金や利息などの収入を加えた資産
の総額から、ファンドの運用に必要な費用な
どを差し引いた金額のことです。

毎
決
算
時（
原
則
と
し
て
毎
年
2
月
18
日
お
よ
び
8
月
18
日
。
た
だ
し
、

同
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）
に
、
原
則
と
し
て
以
下
の
方

針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

 

ａ
． 

分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
経
費
控
除
後
の
繰
越
分
を
含
め
た
配

当
等
収
益
と
売
買
益
（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）
等
の
全
額
と
し

ま
す
。

ｂ
． 

収
益
分
配
金
額
は
、
委
託
会
社
が
基
準
価
額
水
準
、
市
況
動
向

等
を
勘
案
し
て
決
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少
額

の
場
合
に
は
、
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ｃ
． 

留
保
益
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託
会

社
の
判
断
に
基
づ
き
、
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま
す
。

分
配
方
針

分
配
方
針

（
注
） 

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
「
投
資
制
限
」
に
つ
い
て
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
と
実
質
的
に
同
一

で
す
。

※　
詳
し
く
は
「
信
託
約
款
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

〈
法
令
で
定
め
る
投
資
制
限
〉

① 

同
一
法
人
の
発
行
す
る
株
式
へ
の
投
資
制
限
（
投
資
信
託
及
び
投

資
法
人
に
関
す
る
法
律（
以
下「
投
信
法
」と
い
い
ま
す
。）第
9
条
）

　
 

委
託
会
社
は
、
同
一
の
法
人
の
発
行
す
る
株
式
に
つ
い
て
、
次
の

ａ
．
の
数
が
ｂ
．
の
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該

株
式
を
信
託
財
産
で
取
得
す
る
こ
と
を
受
託
会
社
に
指
図
し
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

 

ａ
． 
委
託
会
社
が
運
用
の
指
図
を
行
う
す
べ
て
の
フ
ァ
ン
ド
で
保
有

す
る
当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数

 

ｂ
． 

当
該
株
式
に
係
る
議
決
権
の
総
数
に
1
0
0
分
の
50
の
率
を
乗

じ
て
得
た
数

② 

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
投
資
制
限
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に

関
す
る
内
閣
府
令
第
1
3
0
条
第
1
項
第
8
号
）

　

 

委
託
会
社
は
、
信
託
財
産
に
関
し
、
金
利
、
通
貨
の
価
格
、
金
融

商
品
市
場
に
お
け
る
相
場
そ
の
他
の
指
標
に
係
る
変
動
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
発
生
し
得
る
危
険
に
対
応
す
る
額
と
し
て
あ
ら
か
じ

め
委
託
会
社
が
定
め
た
合
理
的
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
が
当

該
信
託
財
産
の
純
資
産
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
新
株
予
約
権
証
券
ま
た
は
オ
プ
シ
ョ
ン
を

表
示
す
る
証
券
も
し
く
は
証
書
に
係
る
取
引
お
よ
び
選
択
権
付
債

券
売
買
を
含
み
ま
す
。）
を
行
い
、
ま
た
は
継
続
す
る
こ
と
を
受
託

会
社
に
指
図
し
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
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み
・
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等
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◆リスク
投資の世界では、予想されるリターン（収
益）のブレ（変動）の大きさのことをいいま
す。「リスクが高い」ということは、当初に
期待した通りのリターン（収益）にならない
可能性が高いということです。期待に反して
大きな損失を被る可能性もあります。リスク
とリターンは一般的に比例の関係にあり、高
いリターン（収益）が期待できる商品はリス
ク（変動性）も高くなります。

◆基準価額
純資産総額をその日の受益権の口数で割った
ものです。ただし、便宜上１万口単位に換算
した価額で表示することがあります。

◆受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益
者は保有口数に応じて収益分配金や償還金に
対する請求権、換金請求権などの権利を有し
ています。

3 

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド
情
報
の
入
手
方
法

①
基
準
価
額
お
よ
び
換
金
（
解
約
）
価
額

　

原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
お
い
て
日
々
算
出
さ
れ
ま
す
。

ａ
．
委
託
会
社

　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.dam

j.co.jp/

　

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　

0
1
2
0
ー
4
4
2
ー
7
8
5

　
　
（
受
付
時
間
：
営
業
日
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
）

ｂ
．
販
売
会
社

　

・ 

販
売
会
社
の
本
支
店
の
窓
口
で
問
合
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｃ
．
日
本
経
済
新
聞

　

・ 

原
則
と
し
て
、
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）
の
「
オ
ー
プ
ン
基
準

価
格
」
欄
に
、「
B
R
I
C
」
と
し
て
、
前
日
付
の
基
準
価
額
が

掲
載
さ
れ
ま
す
。

②
受
益
者
へ
の
定
期
報
告

　

 

委
託
会
社
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
の
末

日
毎
お
よ
び
信
託
終
了
時
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証
券

の
内
容
お
よ
び
有
価
証
券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
「
運
用

報
告
書
」
を
作
成
し
、
こ
れ
を
販
売
会
社
を
通
じ
て
当
該
信
託
財

産
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

③
受
益
者
へ
の
お
知
ら
せ

　

 

信
託
約
款
の
変
更
時
等
、
委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公

告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆円安
日本円と外国通貨とを交換する比率（＝為替
レート）は常に変化するものです。日本円の
価値が外国通貨より低くなることを円安とい
います。たとえば昨日１ドル115円で、今
日１ドル117円に変化するような状況のこ
とです。

◆債務不履行
一般に公社債などの発行者が事前に約束され
た利払いが遅延したり、元本の償還が不能に
なることをいいます。

券
市
場
が
混
乱
し
、
証
券
価
格
が
大
き
く
変
動
す
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
エ
マ
ー
ジ
ン
グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
新
興
国
市
場
）

に
は
、
一
般
に
先
進
諸
国
の
証
券
市
場
に
比
べ
、
市
場
規
模
、
証

券
取
引
量
が
小
さ
く
、
法
制
度
（
証
券
市
場
の
法
制
度
、
政
府
の

規
制
、
税
制
、
外
国
へ
の
送
金
規
制
等
）
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク

チ
ャ
ー
が
未
発
達
で
あ
り
、
低
い
流
動
性
、
高
い
価
格
変
動
性
、

な
ら
び
に
決
済
の
低
い
効
率
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
企
業

情
報
の
開
示
等
の
基
準
が
先
進
諸
国
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
投
資

判
断
に
際
し
て
正
確
な
情
報
を
十
分
確
保
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
エ
マ
ー
ジ
ン
グ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
先
進
諸

国
の
証
券
市
場
に
比
べ
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク
が
高
く
な
り
、
こ
れ

に
よ
り
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

④
信
用
リ
ス
ク

投
資
し
た
株
式
に
つ
い
て
、
発
行
者
の
経
営
・
財
務
状
況
の
変
化

お
よ
び
そ
れ
ら
に
関
す
る
外
部
評
価
の
変
化
を
含
む
信
用
状
況
等

の
悪
化
は
価
格
下
落
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
フ
ァ

ン
ド
の
基
準
価
額
が
下
落
し
、
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑤
流
動
性
リ
ス
ク

急
激
か
つ
多
量
の
売
買
に
よ
り
市
場
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
場

合
、
ま
た
は
市
場
を
取
り
巻
く
外
部
環
境
に
急
激
な
変
化
が
あ
り
、

市
場
規
模
の
縮
小
や
市
場
の
混
乱
が
生
じ
た
場
合
等
に
は
、
機
動

的
に
有
価
証
券
等
を
売
買
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
当
該
有
価
証
券
等
の
価
格
の
下
落
に
よ
り
、
フ

ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

⑥
フ
ァ
ン
ド
の
資
金
流
出
入
に
伴
う
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
の
追
加
設
定
（
フ
ァ
ン
ド
へ
の
資
金
流
入
）
お
よ
び

一
部
解
約
（
フ
ァ
ン
ド
か
ら
の
資
金
流
出
）
に
よ
る
資
金
の
流
出

入
に
伴
い
、
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
大

量
の
追
加
設
定
が
あ
っ
た
場
合
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
お
い
て
も

原
則
と
し
て
迅
速
に
有
価
証
券
の
組
入
れ
を
行
い
ま
す
が
、
買
付

け
予
定
銘
柄
に
よ
っ
て
は
流
動
性
な
ど
の
観
点
か
ら
買
付
け
終
了

ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
同
様
に
大
量
の
解
約

4 

リ
ス
ク
と
留
意
点

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、
株
式
な
ど

の
値
動
き
の
あ
る
証
券
（
外
貨
建
資
産
に
は
、
こ
の
他
に
為
替
変
動
リ

ス
ク
も
あ
り
ま
す
。）
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
基
準
価
額
は
変
動
し
ま

す
。し
た
が
っ
て
、
元
金
が
保
証
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

当
フ
ァ
ン
ド
に
生
じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、
す
べ
て
受
益
者
に
帰
属

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
当
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
は
、
主
に
以
下
の

リ
ス
ク
に
よ
り
変
動
し
、
損
失
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

①
株
価
変
動
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
は
主
に
株
式
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
フ
ァ
ン
ド
の
基

準
価
額
は
組
入
れ
て
い
る
株
式
の
価
格
変
動
の
影
響
を
受
け
ま
す
。

株
式
の
価
格
は
政
治
経
済
情
勢
、
発
行
企
業
の
業
績
、
市
場
の
需

給
等
を
反
映
し
て
変
動
し
、
短
期
的
ま
た
は
長
期
的
に
大
き
く
下

落
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
株
式
の
発
行
者
に
経
営
不
振

も
し
く
は
債
務
不
履
行
等
が
生
じ
た
場
合
、
ま
た
は
そ
れ
ら
が
予

想
さ
れ
る
局
面
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
株
式
の
価
格
は
大
き

く
下
落
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
価
格
が
ゼ
ロ
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。）。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が

影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
為
替
変
動
リ
ス
ク

当
フ
ァ
ン
ド
は
主
に
外
国
の
株
式
に
投
資
し
ま
す
の
で
、
フ
ァ
ン

ド
の
基
準
価
額
は
、
当
該
株
式
の
通
貨
と
日
本
円
と
の
間
の
為
替

変
動
の
影
響
を
受
け
ま
す
。
為
替
変
動
リ
ス
ク
と
は
、
外
国
為
替

相
場
の
変
動
に
よ
り
外
貨
建
資
産
の
価
格
が
変
動
す
る
リ
ス
ク
を

い
い
ま
す
。
外
貨
建
資
産
の
価
格
は
、
通
常
、
当
該
外
国
通
貨
に

対
し
円
安
に
な
れ
ば
上
昇
し
ま
す
が
、
円
高
に
な
れ
ば
下
落
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
外
貨
建
資
産
の
価
格
が
下
落
し
た
場
合
に
は
、

フ
ァ
ン
ド
の
基
準
価
額
が
影
響
を
受
け
損
失
を
被
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

③
カ
ン
ト
リ
ー
リ
ス
ク

発
行
国
の
政
治
、
経
済
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
金
融
・
証
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀
行、生保、損保などの金融機関）をいいま
す。販売会社は、募集の取扱のほか、換金
（解約）の取扱、収益分配金・償還金の支払
いの取扱などを行い、ファンドに関する投資
家への窓口となります。

◆円高
日本円と外国通貨とを交換する比率（＝為替
レート）は常に変化するものです。日本円の
価値が外国通貨より高くなることを円高とい
います。たとえば昨日１ドル120円で、今
日１ドル118円に変化するような状況のこ
とです。

◆デフォルト
事前に約束されたキャッシュフローが発行者
の倒産・破産などにより果たされないことな
どをいいます。

が
あ
っ
た
場
合
に
も
解
約
資
金
を
手
当
て
す
る
た
め
保
有
証
券
を

大
量
に
売
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際

に
は
、
市
況
動
向
や
取
引
量
等
の
状
況
に
よ
っ
て
、
基
準
価
額
が

大
き
く
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

⑦
そ
の
他
の
留
意
点

・
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第
16
項

に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条

第
８
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を
「
取
引
所
」

と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の
売
買
ま
た
は
金
融
商
品

取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
も
し
く
は
同
項
第
５
号
の
取
引
を

行
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開
設
す
る
も
の
を
「
証
券
取
引
所
」

と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為

替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更

や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治

体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
ま
た
は
流
動
性
の

極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
取
得
・
解
約
の
申
込
み
を
中

止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
・
解
約
請
求
の

取
消
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
の
資
産
規
模
に
よ
っ
て
は
、
運
用
方
針
に
基
づ
く
運

用
が
効
率
的
に
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、

適
切
な
資
産
規
模
の
場
合
と
比
較
し
て
収
益
性
が
劣
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
っ
た
場
合
等

に
必
要
な
手
続
等
を
経
て
繰
上
償
還
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
資
金
動
向
、
市
況
動
向
そ
の
他
の
要
因
に
よ
り
、
運
用
の
基
本
方

針
に
し
た
が
っ
た
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
当
フ
ァ
ン
ド
は
、
以
下
の
日
は
取
得
申
込
み
お
よ
び
換
金
請
求
の

受
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

・ 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日

・
法
令
・
税
制
・
会
計
制
度
等
は
今
後
変
更
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。

・
投
資
対
象
国
の
政
府
当
局
に
よ
る
、
海
外
か
ら
の
投
資
規
制
や
課

徴
的
な
税
制
、
海
外
か
ら
の
送
回
金
規
制
な
ど
の
様
々
な
規
制
の

導
入
や
政
策
変
更
等
に
よ
り
、
投
資
対
象
国
の
証
券
へ
の
投
資
が

悪
影
響
を
被
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆自動けいぞく投資
収益分配時に、分配金から税金を差し引いた
金額を無手数料で同一ファンドに自動的に再
投資することをいいます。

◆基準価額
純資産総額をその日の受益権の口数で割った
ものです。なお、便宜上１万口単位に換算し
た価額で表示することがあります。

5  

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て
（
概
要
）

① 
当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
み
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会

社
の
営
業
日
（
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業

日
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を

除
き
ま
す
。）
に
、
取
得
申
込
み
の
受
付
け
が
行
わ
れ
か
つ
当
該
取

得
申
込
み
の
受
付
け
に
係
る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
が
完
了

し
た
も
の
を
当
日
の
取
得
申
込
受
付
分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　

 

当
フ
ァ
ン
ド
は
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
に
よ
り
、
収
益
の
分
配

時
に
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
「
一
般
コ
ー
ス
」
と
、
収
益
分
配

金
が
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
る
「
自
動
け
い
ぞ
く
投

資
コ
ー
ス
」
の
2
つ
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
当
フ
ァ
ン
ド
の
取

得
申
込
者
は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
か
「
自

動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス
を
申
出
る

も
の
と
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

   「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
す
る
場
合
、
取
得
申
込
者

は
、
当
該
販
売
会
社
と
の
間
で
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
」に
し

た
が
っ
て
契
約
※
（
以
下
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」
と
い
い
ま

す
。）
を
締
結
し
ま
す
。
な
お
、
収
益
分
配
金
を
再
投
資
せ
ず
受
取

り
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
再
投
資
の
停

止
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※　 

当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
、
同
様
の
権
利
義
務
関
係
を
規
定
す
る
名
称
の
異
な

る
契
約
ま
た
は
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
該
当
す
る
別
の
名
称
に
読

み
替
え
る
も
の
と
し
ま
す
。

② 

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
み
と

同
時
に
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
当
該
取
得
申
込
者
が
受
益
権
の
振
替

を
行
う
た
め
後
述
の
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振

替
機
関
お
よ
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管
理
機
関
（
社
振

法
第
2
条
に
規
定
す
る
「
口
座
管
理
機
関
」
を
い
い
、
振
替
機
関

を
含
め
、
以
下
「
振
替
機
関
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
口
座
を
申
し

出
る
も
の
と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の

増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、

当
該
取
得
申
込
み
の
代
金
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座

に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割

さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新

た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振

替
機
関
へ
の
通
知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委

託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
債
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
社
振
法
」
と
い
い
ま
す
。）
の
規
定
に

し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は

記
録
を
行
い
ま
す
。
受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受

益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法

に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨

の
通
知
を
行
い
ま
す
。

③ 

申
込
価
額
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
受
益

者
が
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
は
、
各
計
算
期
間
終
了
日

（
決
算
日
）
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。
基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販

売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

④ 

申
込
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
申
込
単
位

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会

先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑤ 

申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に

3
・
1
5
％
（
税
抜
3
・
0
％
）
を
上
限
と
し
て
販
売
会
社
が
定

め
る
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
申
込
手
数
料
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会
先
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
申
込
手
数
料
は
、
無
手
数
料

と
し
ま
す
。

⑥ 

申
込
代
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る
日
ま

で
に
、
販
売
会
社
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
と
し
ま
す
。
詳
細

申
込
（
販
売
）
手
続
等

申
込
（
販
売
）
手
続
等
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要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
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フ
ァ
ン
ド
の
取
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係
る
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用
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ァ
ン
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運
営
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仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益
者は保有口数に応じて収益分配金や償還金に
対する請求権、換金請求権などの権利を有し
ています。

◆申込手数料
ファンドの取得申込みの際に投資家が販売会
社に支払う手数料のことです。申込手数料は
ファンド毎に販売会社がそれぞれ独自に定め
ています。

◆お申込代金
お申込金額（基準価額に取得申込口数を乗じ
て得た額）に、お申込手数料などを加算した
額をいいます。
お申込代金＝（基準価額×申込口数）+申込
手数料

購入を申し込む 申込価額の決定 申込代金を支払う

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785

1営業日目 2営業日目 販売会社が定める日まで

取得申込受付日の翌営業日
の基準価額が適用されます。

原則として販売会社が定める日までにお申込代金を販売会社にお支払
いください。

お申込代金のお支払いまで（イメージ図）

に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑦ 

取
得
申
込
み
の
受
付
け
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の

受
付
け
の
取
消
等

　

ａ
． 

信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

委
託
会
社
が
判
断
す
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
受
益
権
の
取

得
申
込
み
の
受
付
け
を
制
限
ま
た
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ｂ
． 
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外

国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対

象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重

大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災

害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）

に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）

が
あ
る
と
き
は
、
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
中
止

す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆買取請求
ファンドの換金方法の一つで、受益権を販売
会社に買い取ってもらうことにより換金する
方法をいいます。

◆受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。

税
3
％
）※
２

　

・
法
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
7
％
（
所
得
税
の
み
）※
３

※
１
「
個
別
元
本
」
と
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
等
を
い
い
ま
す
。

※
2  

税
率
は
平
成
21
年
4
月
1
日
か
ら
20
％
（
所
得
税
15
％
お
よ
び
地
方
税
5
％
）
と
な

る
予
定
で
す
。

※
3 
税
率
は
平
成
21
年
4
月
1
日
か
ら
15
％
（
所
得
税
の
み
）
と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
）
税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑥ 

解
約
代
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
7
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
に
お
い
て
支
払

わ
れ
ま
す
。

⑦ 

委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為

替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更

や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や

重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た

当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解

除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
前
記
③
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価

額
と
し
ま
す
。。

（
注
）
前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
受
益
権
を
買
取
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

6  

ご
換
金
の
お
申
込
み

に
つ
い
て
（
概
要
）

① 
受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託
会
社
に
一

部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
（
た

だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。）
に
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
行
わ
れ
か
つ
当
該
請
求
の
受
付
け
に
係

る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受
付

分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

② 

当
フ
ァ
ン
ド
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ

の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益
者

の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会
社
が
行
う

の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同

口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記

載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

③ 

解
約
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基

準
価
額
と
し
ま
す
。

　

 

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

④ 

解
約
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
解
約
単
位

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会

先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑤ 

お
手
取
額
は
、
解
約
価
額
が
個
別
元
本
※
１

を
上
回
っ
た
場
合
そ
の

超
過
額
に
対
し
て
、
次
の
所
定
の
税
金
を
差
し
引
い
た
額
と
な
り

ま
す
。

　

 

・ 

個
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
10
％
（
所
得
税
７
％
お
よ
び
地
方

換
金
（
解
約
）
手
続
等

換
金
（
解
約
）
手
続
等
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の
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リ
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ク
と

留
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点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆信託報酬
受益者が信託財産から間接的に負担する費用
です。委託会社、受託会社、販売会社がそれ
ぞれの業務に対する報酬として受け取るもの
で、ファンド毎に一定の率が契約によって決
められています。

◆純資産総額
ファンドに組入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得
られる配当金や利息などの収入を加えた資産
の総額から、ファンドの運用に必要な費用な
どを差し引いた金額のことです。

◆個別元本
各受益者の取得元本（申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれ
ません。）のことです。

換金を申し込む 換金価額の決定 換金代金の受取

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785

1営業日目 2営業日目 7営業日目以降

換金請求受付日の翌営業日
の基準価額が適用されます。

原則として換金請求受付日
から起算して7営業日目か
らお受取りできます。

ご換金代金のお支払いまで（イメージ図）
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要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆信託財産
ファンドにおいて運用される株式や債券など
の有価証券や現金などの財産をいいます。信
託財産は、受託会社により保管・管理されて
います。

◆純資産総額
ファンドに組入れられている株式や公社債な
どを時価で評価し、株式や公社債などから得
られる配当金や利息などの収入を加えた資産
の総額から、ファンドの運用に必要な費用な
どを差し引いた金額のことです。

7  

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・

保
有
・
換
金
に
係
る

  

費
用
や
税
金
等

個
人
の
受
益
者
の
場
合

※　 

法
人
の
受
益
者
の
場
合
、
原
則
と
し
て
7
％
（
所
得
税
の
み
）
の
税
率
に
よ
る
源
泉
徴

収
が
行
わ
れ
ま
す
。
税
率
は
、
平
成
21
年
4
月
１
日
か
ら
は
、
個
人
の
受
益
者
の
場
合

は
20
％
（
所
得
税
15
％
、
地
方
税
5
％
）、
法
人
の
受
益
者
の
場
合
は
15
％
（
所
得
税

の
み
）
と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
１
）
買
取
請
求
時
の
課
税
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
注
２
）
税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
注
３
）
税
金
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
後
掲
「
課
税
上
の
取
扱
い
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

項　

目

受
益
者
の
費
用
・
税
金

お申込時

申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準

価
額
に
3
・
１
5
％
（
税
抜
3
・
0
％
）
を
上
限
と
し
て

販
売
会
社
が
定
め
る
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま

す
。

投資期間中
（毎日）

信
託
報
酬

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
対
し
て

年
率
1
・
9 
7 
4
％
（
税
抜
1
・
8 
8
％
）

〔
信
託
報
酬
の
内
訳
〕

委
託
会
社　

年
率
0
・
9 
4 
5
％
（
税
抜
0
・
9
％
）

販
売
会
社　

年
率
0
・
9 
4 
5
％
（
税
抜
0
・
9
％
）

受
託
会
社　

年
率
0
・
0 
8 
4
％
（
税
抜
0
・
0 
8
％
）

解約請求
による
ご換金時

信
託
財
産
留
保
額
…
あ
り
ま
せ
ん
。

税
金
…
解
約
価
額
の
個
別
元
本
超
過
額
×
10
％
（
所
得
税

7
％
、
地
方
税
3
％
）※

収益
分配金
受取時
税
金
…
普
通
分
配
金
×
10
％（
所
得
税
7
％
、地
方
税
3
％
）※

ファンド
の

償還時
税
金
…
償
還
価
額
の
個
別
元
本
超
過
額
×
10
％
（
所
得
税

7
％
、
地
方
税
3
％
）※

お申込時

お申込
手数料

所得税・
地方税

収益分配時

所得税・
地方税

所得税・
地方税

ご換金時 償還時

【
費
用・税
金　
等
】

信託報酬（毎日）等

※詳細は上記をご参照ください。

お申込みからご換金および償還までの費用の概要（イメージ図）
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概
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ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆収益分配
ファンドの決算時に、運用の結果あげられた
収益などを受益権の口数に応じて受益者に分
配することです。収益分配金は、通常、決算
日から起算して5営業日目以降に販売会社を
通じて支払われます。

◆外貨建資産
ファンドに組入れている海外の企業が発行す
る株式や債券などを合計した資産を外貨建資
産といいます。

◆個別元本
各受益者の取得元本（申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれ
ません。）のことです。

・ 

前
記
の
信
託
報
酬
お
よ
び
当
該
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
に
相
当

す
る
金
額
（
以
下
「
消
費
税
等
相
当
額
」
と
い
い
ま
す
。）
を
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信

託
終
了
の
と
き
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

・ 

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
の
指
図
を
行
う
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン

ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
に
対
す
る
投
資
顧
問
報
酬
は
委
託
会
社

が
受
け
る
信
託
報
酬
の
中
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

・ 

委
託
会
社
お
よ
び
受
託
会
社
の
報
酬
は
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

・ 
信
託
報
酬
の
販
売
会
社
へ
の
配
分
は
、
販
売
会
社
が
行
う
フ
ァ
ン
ド
の
募
集
の
取
扱
い

等
に
関
す
る
業
務
に
対
す
る
代
行
手
数
料
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
か
ら
委
託
会
社
に
支
弁

さ
れ
た
後
、
委
託
会
社
よ
り
販
売
会
社
に
対
し
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
以
下
の
費
用
を
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産

中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

① 

信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す
る
諸
費
用

（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の
報
酬
、
印
刷
費
用
、
郵

送
費
用
、
公
告
費
用
、
格
付
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）
お
よ
び
受
託

会
社
の
立
替
え
た
立
替
金
の
利
息（
以
下「
諸
経
費
」と
い
い
ま
す
。）

は
、
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

② 

委
託
会
社
は
、
前
記
①
に
定
め
る
信
託
事
務
の
処
理
等
に
要
す
る

諸
費
用
の
支
払
い
を
信
託
財
産
の
た
め
に
行
い
、
支
払
金
額
の
支

弁
を
信
託
財
産
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委

託
会
社
は
、
現
に
信
託
財
産
の
た
め
に
支
払
っ
た
金
額
の
支
弁
を

受
け
る
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
受
領
す
る
金
額
に
上
限
を
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
委
託
会
社
は
、
実
際
に
支
払
う
金
額
の

支
弁
を
受
け
る
代
わ
り
に
、
か
か
る
諸
費
用
の
金
額
を
あ
ら
か
じ

め
合
理
的
に
見
積
も
っ
た
う
え
で
、
実
際
の
費
用
額
に
か
か
わ
ら

ず
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
に
て
信
託
財
産
か
ら
そ
の
支
弁
を
受

け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

③ 

前
記
②
に
お
い
て
諸
費
用
の
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を

定
め
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
信
託
財
産
の
規
模
等
を
考
慮
し
て
、

そ
の
他
の
手
数
料
等

そ
の
他
の
手
数
料
等

期
中
に
、
あ
ら
か
じ
め
委
託
会
社
が
定
め
た
範
囲
内
で
か
か
る
上

限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④ 

前
記
②
に
お
い
て
諸
費
用
の
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
定
め
る

場
合
、
か
か
る
諸
費
用
の
額
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
を
通

じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
応
じ
て
計
上
さ
れ
ま
す
。

か
か
る
諸
費
用
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と
き
に
信

託
財
産
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

　

 

な
お
、
有
価
証
券
届
出
書
提
出
日
現
在
、
前
記
②
に
よ
り
定
め
る

上
限
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
年
率
0
・
１
0
％
を
乗
じ

て
得
た
金
額
と
し
ま
す
。

⑤ 

信
託
財
産
に
お
け
る
組
入
有
価
証
券
の
売
買
の
際
に
発
生
す
る
売

買
委
託
手
数
料
等
の
証
券
取
引
に
伴
う
手
数
料
・
税
金
は
、
信
託

財
産
が
負
担
し
ま
す
。
こ
の
他
に
、
売
買
委
託
手
数
料
に
係
る
消

費
税
等
相
当
額
、
資
産
を
外
国
で
保
管
す
る
場
合
の
費
用
お
よ
び

先
物
取
引
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
も
信

託
財
産
が
負
担
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

日
本
の
居
住
者
（
法
人
を
含
み
ま
す
。）
で
あ
る
受
益
者
に
対
す
る
課

税
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
。

①
個
別
元
本
方
式
に
つ
い
て

ａ
．
個
別
元
本
に
つ
い
て

　
　

 

追
加
型
株
式
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の

受
益
権
の
価
額
等
（
申
込
手
数
料
お
よ
び
申
込
手
数
料
に
係
る

消
費
税
等
相
当
額
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。）
が
当
該
受
益
者
の
元
本

（
個
別
元
本
）
に
あ
た
り
ま
す
。

　
　

 

受
益
者
が
同
一
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
を
複
数
回
取
得
し
た
場
合
、

原
則
と
し
て
、
個
別
元
本
は
、
当
該
受
益
者
が
追
加
信
託
を
行

う
つ
ど
当
該
受
益
者
の
受
益
権
口
数
で
加
重
平
均
す
る
こ
と
に

課
税
上
の
取
扱
い

課
税
上
の
取
扱
い



18 りそな BRICsプラス～DWS世界新興国株式ファンド～

フ
ァ
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の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆普通分配金
ファンドの決算のときに受け取る分配金の中
で、課税される分配金のことです。

◆特別分配金
ファンドの決算のときに受け取る分配金の中
で、｢元本の一部の払い戻しに相当する部分」
として非課税扱いになる分配金のことです。

よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

　
　

 

た
だ
し
、
同
一
フ
ァ
ン
ド
を
複
数
の
販
売
会
社
で
取
得
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
各
販
売
会
社
毎
に
個
別
元
本
の
算
出
が
行
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
同
一
販
売
会
社
で
あ
っ
て
も
複
数
口
座
で
同

一
フ
ァ
ン
ド
を
取
得
す
る
場
合
は
当
該
口
座
毎
に
、「
一
般
コ
ー

ス
」
と
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
の
両
コ
ー
ス
で
取
得

す
る
場
合
は
コ
ー
ス
別
に
、
個
別
元
本
の
算
出
が
行
わ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

 

受
益
者
が
特
別
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
収
益
分
配
金
発

生
時
に
そ
の
個
別
元
本
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除
し
た
額

が
、
そ
の
後
の
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
な
り
ま
す
。（「
特

別
分
配
金
」
に
つ
い
て
は
後
記
「
ｃ
．
収
益
分
配
金
の
課
税
に

つ
い
て
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

ｂ
．
一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の
課
税
に
つ
い
て

　
　

 

一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還
時
の
個
別
元
本
超
過
額
が
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
。

ｃ
．
収
益
分
配
金
の
課
税
に
つ
い
て

　
　

 

追
加
型
株
式
投
資
信
託
の
収
益
分
配
金
に
は
、
課
税
扱
い
と
な

る
「
普
通
分
配
金
」
と
非
課
税
扱
い
と
な
る
「
特
別
分
配
金
」（
受

益
者
の
元
本
の
一
部
払
戻
し
に
相
当
す
る
部
分
）
の
区
別
が
あ

り
ま
す
。

　
　

 

受
益
者
が
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
際
、（
ⅰ
）
当
該
収
益
分
配

金
落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
同
額
の

場
合
ま
た
は
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
を
上
回
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
当
該
収
益
分
配
金
の
全
額
が
普
通
分
配
金
と
な
り
、（
ⅱ
）

当
該
収
益
分
配
金
落
ち
後
の
基
準
価
額
が
当
該
受
益
者
の
個
別

元
本
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
下
回
る
部
分
が
特
別

分
配
金
と
な
り
、
当
該
収
益
分
配
金
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を

控
除
し
た
額
が
普
通
分
配
金
と
な
り
ま
す
。

　
　

 

な
お
、
受
益
者
が
特
別
分
配
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
収
益
分

配
金
発
生
時
に
そ
の
個
別
元
本
か
ら
当
該
特
別
分
配
金
を
控
除

し
た
額
が
、
そ
の
後
の
当
該
受
益
者
の
個
別
元
本
と
な
り
ま
す
。

②
課
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

ａ
．
個
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

　
　

 

個
人
の
受
益
者
が
支
払
い
を
受
け
る
収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税

扱
い
と
な
る
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還

時
の
個
別
元
本
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
10
％
※

（
所
得
税
7
％
お

よ
び
地
方
税
3
％
）
の
税
率
に
よ
る
源
泉
徴
収
が
行
わ
れ
、
申

告
不
要
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
確
定
申
告
を
行
い
、

総
合
課
税
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
　

 

収
益
分
配
金
の
う
ち
所
得
税
法
上
課
税
対
象
と
な
る
の
は
普
通

分
配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま

た
、
配
当
控
除
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 　 

税
率
は
平
成
21
年
4
月
１
日
か
ら
20
％
（
所
得
税
15
％
お
よ
び
地
方
税
5
％
）
と
な
る

予
定
で
す
。

ｂ
．
法
人
の
受
益
者
に
対
す
る
課
税

　
　

 

法
人
の
受
益
者
が
支
払
い
を
受
け
る
収
益
分
配
金
の
う
ち
課
税

扱
い
と
な
る
普
通
分
配
金
な
ら
び
に
一
部
解
約
時
お
よ
び
償
還

時
の
個
別
元
本
超
過
額
に
つ
い
て
は
、
7
％
※

（
所
得
税
の
み
）

の
税
率
で
源
泉
徴
収
さ
れ
、
法
人
の
受
取
額
と
な
り
ま
す
。
な

お
、
地
方
税
の
源
泉
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

 　

収
益
分
配
金
の
う
ち
所
得
税
法
上
課
税
対
象
と
な
る
の
は
普
通

　

分
配
金
の
み
で
あ
り
、
特
別
分
配
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　

ま
た
、
益
金
不
算
入
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

税
率
は
平
成
21
年
4
月
１
日
か
ら
15
％
（
所
得
税
の
み
）
と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
1
） 

前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
、
受
益
権
を
買
取
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　　　　　　　 

買
取
請
求
時
の
課
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

（
注
2
） 

税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

（
注
3
） 
課
税
上
の
取
扱
い
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
税
務
専
門
家
ま
た
は
税
務
署
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
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後
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フ
ァ
ン
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方
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概
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概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
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そ
の
他

◆目論見書
各ファンドの内容を詳しく説明している法定
文書です。
ファンドの申込者に必ず交付しなければなら
ない「交付目論見書」と、投資家から請求が
あった場合に交付される「請求目論見書」が
あります。なお、目論見書の別称として「投
資信託説明書」と称して使用する場合があり
ます。

◆信託財産
ファンドにおいて運用される株式や債券など
の有価証券や現金などの財産をいいます。信
託財産は、受託会社により保管・管理されて
います。

8  

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

① 

当
フ
ァ
ン
ド
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ン
ド
方
式
に
よ
り
運
用
し
ま
す
。

　

 

フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ァ
ン
ド
方
式
と
は
、
運
用
お
よ
び
管
理
面
の
合
理

化
・
効
率
化
を
は
か
る
た
め
、
取
得
申
込
者
か
ら
集
め
た
資
金
を

ま
と
め
て
ベ
ビ
ー
フ
ァ
ン
ド
と
し
、
そ
の
資
金
を
主
と
し
て
マ
ザ

ー
フ
ァ
ン
ド
に
投
資
し
て
実
質
的
な
運
用
を
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
で

行
う
仕
組
み
で
す
。

②
委
託
会
社
お
よ
び
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人

　

 

委
託
会
社
お
よ
び
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人
の
名
称
、
フ
ァ
ン
ド
の

運
営
上
の
役
割
は
次
の
通
り
で
す
。

ａ
． 

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
（「
委
託
会

社
」）

　
　

 

当
フ
ァ
ン
ド
の
委
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産
の
運
用
指
図
、

受
託
会
社
と
の
信
託
契
約
の
締
結
、
目
論
見
書
・
運
用
報
告
書

の
作
成
等
を
行
い
ま
す
。

ｂ
． 

り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社
（「
受
託
会
社
」）（
再
信
託
受
託
会

社
：
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ･

サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社
）

　
　

 

委
託
会
社
と
の
間
で
「
証
券
投
資
信
託
契
約
」
を
締
結
し
、
こ

れ
に
基
づ
き
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
受
託
会
社
と
し
て
、
信
託
財
産

の
保
管
・
管
理
、
基
準
価
額
の
計
算
、
外
国
証
券
を
保
管
・
管

理
す
る
外
国
の
金
融
機
関
へ
の
指
図
等
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

信
託
事
務
の
一
部
に
つ
き
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託

銀
行
株
式
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｃ
．「
販
売
会
社
」

　
　

 

委
託
会
社
と
の
間
で
「
投
資
信
託
受
益
権
の
募
集
・
販
売
の
取

扱
い
等
に
関
す
る
契
約
」
を
締
結
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
フ

ァ
ン
ド
の
販
売
会
社
と
し
て
、
受
益
権
の
募
集
の
取
扱
い
、
販

売
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
、
収
益
分
配
金
・
償

還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
等
を
行
い
ま
す
。

ｄ
． 
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・

ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
（「
投
資
顧
問
会
社
」）

　
　

 
委
託
会
社
か
ら
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
、

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
指
図
等
を
行
い
ま
す
。
な
お
、
委
託

を
受
け
た
者
が
、
法
律
に
違
反
し
た
場
合
、
信
託
契
約
に
違
反

し
た
場
合
、
信
託
財
産
に
重
大
な
損
失
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
等

に
お
い
て
、
委
託
会
社
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委

託
を
中
止
ま
た
は
委
託
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

マザーファンド
DWS世界新興国株式マザーファンド

ファンド
DWS世界新興国株式ファンド
（愛称：りそな BRICsプラス）

受託会社
りそな信託銀行株式会社
（信託財産の管理業務等）

（再信託受託会社：日本トラスティ・
 　サービス信託銀行株式会社）

投資顧問会社
ディー・ダブリュー・エス・

フィナンツ・サービス・ゲー・エム・
ベー・ハー

（マザーファンドの運用指図等）

委託会社

ドイチェ・アセット・
マネジメント株式会社

（信託財産の運用指図等） 証券投資信託契約

投資顧問契約

投資信託受益権の募集・販売の
取扱い等に関する契約

販売会社
（受益権の募集の取扱い、販売、
一部解約の実行の請求の受付け、
収益分配金・償還金および
一部解約金の支払い等）

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

フ
ァ
ン
ド
の
仕
組
み

ファンドの仕組み
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フ
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概
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フ
ァ
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の
特
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購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
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方
法

リ
ス
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と

留
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点

取
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込
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つ
い
て（
概
要
）

ご
換
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お
申
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概
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ァ
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の
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・
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・

換
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税
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フ
ァ
ン
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運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆マザーファンド
投資家が取得するファンドを「ベビーファン
ド」といい、複数のベビーファンドの資金を
まとめて運用するためのファンドを「マザー
ファンド」といいます。

◆委託会社
信託財産の運用指図などを行う運用会社で、
委託者ともいいます。商品の性格や運用方針
などを決め、受託会社への指図を通じて実質
的な運用を行う会社です。また、投資者に商
品を説明する投資信託説明書（目論見書）や
運用内容・結果を説明する運用報告書の作成
などを行います。

■　資本金の額　（2008年3月末現在）
資本金の額 2,328百万円

■　沿革

1985年 モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント（株）設立
1987年 投資顧問業登録、投資一任業務認可取得
1990年 ドイツ銀投資顧問（株）と合併し、ディービーモルガン グレンフェル アセット マネジメント（株）に社名を変更
1995年 ディービーモルガン グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更

証券投資信託委託会社免許取得
1996年 ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更
1999年 バンカース・トラスト投信投資顧問（株）と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント（株）に社名を変更
2002年 チューリッヒ・スカダー投資顧問（株）と合併
2005年 ドイチェ・アセット・マネジメント（株）とドイチェ信託銀行（株）の資産運用サービス業務を統合

資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント（株）に一本化

■　大株主の状況　（2008年3月末日現在）

名 称 ドイチェ・アジア・パシフィック・ホールディングス・ピーティーイー・リミテッド
住 所 シンガポール048583　ワン ラフルズ クウェイ #17－10
所有株式 46,560株
所有比率 100％

委
託
会
社
の
概
況

委
託
会
社
の
概
況

委託会社の概況
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概
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方
法
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ス
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留
意
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取
得
の
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申
込
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概
要
）

ご
換
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の
お
申
込
み
に

つ
い
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概
要
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ド
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ン
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営
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仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆ポートフォリオ
ファンド等の運用資産全体や、株・債券等の
有価証券の銘柄群などを指します。

外国株式
為　替

● 資産別動向予測
● 運用戦略の方向性の決定

● パフォーマンス分析
● 均一性のチェック
● リスクコントロール

● 資産配分の執行
● ポートフォリオの構築

● 顧客運用ガイドライン
● 執行状況のモニタリング

● ファンド運用
　計画の承認

● ファンド運用
　計画の作成

● 運用上の改善点の検討
● ガイドラインの遵守状況
● その他法令遵守状況

● 投資環境調査

● 委託

運用部

ポートフォリオの構築

運用評価会議

インベストメント・
コントロール・コミツティー

投資戦略会議 ドイチェ・アセット・マネジメント・グループ
（グローバル）

ディー・ダブリュー・エス・フィナンツ・
サービス・ゲー・エム・ベー・ハー

チーフ・インベストメント・オフィサー

運用担当者

コンプライアンス部
モニタリング・チーム

運用体制

委
託
会
社
は
、
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
運
用
指
図
に
関
す
る
権
限

を
デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ
ス
・
ゲ

ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
（
所
在
地
：
ド
イ
ツ　

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
）

に
委
託
し
ま
す
。
運
用
計
画
の
作
成
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
運
用
指

図
、
法
令
等
の
遵
守
状
況
確
認
、
運
用
評
価
お
よ
び
リ
ス
ク
管
理
な

ど
当
フ
ァ
ン
ド
の
一
連
の
運
用
業
務
は
、
委
託
会
社
の
運
用
部
が
行

い
ま
す
。
当
該
運
用
部
に
お
け
る
主
な
意
思
決
定
機
関
と
し
て
は
、

投
資
戦
略
会
議
、
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ

テ
ィ
ー
、
運
用
評
価
会
議
の
3
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
チ
ー
フ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
オ
フ
ィ
サ
ー
が
主
催
し
、
各
運

用
担
当
者
お
よ
び
必
要
に
応
じ
て
関
係
部
署
の
代
表
者
が
参
加
し
て

行
わ
れ
ま
す
。

投
資
戦
略
会
議
で
は
、
投
資
環
境
予
測
や
運
用
戦
略
の
方
向
性
の
決

定
な
ど
、
運
用
計
画
の
作
成
に
必
要
な
基
本
的
な
事
項
を
審
議
し
ま

す
。
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
で
は
、

顧
客
勘
定
に
お
け
る
運
用
リ
ス
ク
に
係
る
諸
問
題
等
を
把
握
し
、
必

要
な
意
思
決
定
を
行
い
ま
す
。
運
用
評
価
会
議
で
は
、
超
過
収
益
率

の
要
因
分
析
や
投
資
行
動
、
均
一
性
等
を
含
め
て
審
議
し
ま
す
。
こ

れ
ら
の
運
用
体
制
に
つ
い
て
は
、
社
内
規
程
お
よ
び
運
用
部
部
内
規

程
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
運
用
委
託
先
の
管
理
体
制
に
つ
い
て
は
、

当
該
委
託
先
と
の
継
続
的
な
情
報
交
換
お
よ
び
定
期
的
な
訪
問
な
ど

を
通
じ
て
、
運
用
面
、
法
令
遵
守
面
、
業
務
執
行
面
か
ら
評
価
を
行

い
ま
す
。
評
価
結
果
は
前
述
の
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
に
報
告
さ
れ
、
同
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
必
要
に
応

じ
て
適
切
な
措
置
を
行
い
ま
す
。

運
用
体
制

運
用
体
制

①
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
体
制
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆ファンド
多数の投資家から集めた資金をひとまとめに
して専門家が運用し、その成果を投資家に還
元する仕組みのことをいいます。一般的に
は、投資信託のことを指します。

◆委託会社
信託財産の運用指図などを行う運用会社で、
委託者ともいいます。商品の性格や運用方針
などを決め、受託会社への指図を通じて実質
的な運用を行う会社です。また、投資者に商
品を説明する投資信託説明書（目論見書）や
運用内容・結果を説明する運用報告書の作成
などを行います。

運用の流れ

DO
ポートフォリオの構築

SEE
モニタリング／レビュー

PLAN
運用計画の作成

● 

運
用
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

に
展
開
す
る
委
託
会
社
の
海
外
拠
点
と
情
報
交
換

を
行
い
、
世
界
の
投
資
環
境
に
つ
い
て
分
析
を
行

い
ま
す
。

● 

投
資
戦
略
会
議
に
お
い
て
、
各
投
資
対
象
に
つ
い

て
の
大
ま
か
な
運
用
方
針
を
決
定
し
ま
す
。

● 

運
用
担
当
者
は
、
投
資
戦
略
会
議
の
方
針
に
し
た

が
っ
て
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
計
画
を
作
成
し
、
チ
ー

フ
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
承
認

を
得
ま
す
。

● 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
チ
ー

ム
が
、
個
々
の
売
買
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
違

反
等
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
ま
す
。

● 

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ

テ
ィ
ー
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守
状
況

や
運
用
上
の
改
善
す
べ
き
点
な
ど
に
つ
い
て
検
討

を
行
い
ま
す
。

● 

運
用
評
価
会
議
で
は
、
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
成
績
を

分
析
す
る
と
共
に
、
リ
ス
ク
管
理
の
状
況
や
他
フ

ァ
ン
ド
と
の
均
一
性
な
ど
に
つ
い
て
レ
ビ
ュ
ー
を

行
い
ま
す
。

● 
承
認
さ
れ
た
運
用
計
画
に
し
た
が
っ
て
、
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
の
構
築
を
行
い
ま
す
。

● 

運
用
業
務
管
理
等
の
社
内
規
程
に
則
り
、
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
の
管
理
を
行
い
ま
す
。

● 

個
々
の
投
資
判
断
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・

サ
ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー
に
所
属

す
る
運
用
チ
ー
ム
へ
委
託
を
行
い
ま
す
。

〈
内
部
管
理
お
よ
び
フ
ァ
ン
ド
に
係
る
意
思
決
定
を
監
督
す
る
組
織
〉

イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
、
そ
の

活
動
内
容
等
を
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
に
報
告
し
ま

す
。
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
代
表
取
締
役
が
議
長
を

務
め
、
委
託
会
社
の
業
務
運
営
、
リ
ス
ク
管
理
お
よ
び
内
部
統
制
等

に
係
る
諸
問
題
を
把
握
し
、
取
締
役
会
決
議
事
項
に
つ
い
て
は
取
締

役
会
に
対
す
る
諮
問
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に

つ
い
て
は
代
表
取
締
役
が
行
う
意
思
決
定
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て

の
役
割
を
担
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
は
、
運
用

部
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
遵
守
状
況
お
よ
び
利
益
相

反
取
引
等
の
検
証
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
独
立
し
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

活
動
と
し
て
、
す
べ
て
の
部
門
か
ら
独
立
し
た
内
部
監
査
部
が
内
部

統
制
の
有
効
性
お
よ
び
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
効
率
性
を
検
証
し
、
経
営

陣
に
対
し
て
問
題
点
の
指
摘
、
改
善
点
の
提
案
を
行
い
ま
す
。
前
記

各
組
織
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
部
管
理
機
能
の
有
効
性
の
観
点
か
ら

十
分
な
人
員
を
確
保
し
て
お
り
ま
す
。

〈
委
託
会
社
等
に
よ
る
フ
ァ
ン
ド
の
関
係
法
人
に
対
す
る
管
理
体
制
〉

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
託
会
社
に
対
す
る
管
理
に
つ
い
て
は
、
証
券
投
資

信
託
契
約
に
基
づ
く
受
託
会
社
と
し
て
の
業
務
の
適
切
な
遂
行
お
よ

び
全
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
委
託
会
社
の
業
務
部
に
お
い
て
モ

ニ
タ
ー
し
て
お
り
ま
す
。

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
指
図
の
委
託
先
に
対
し
て
は
、
運
用
委
託

に
関
す
る
社
内
規
程
に
基
づ
き
運
用
委
託
先
を
管
理
し
ま
す
。
委
託

会
社
は
、
資
産
運
用
能
力
（
運
用
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
実
績
）、
信
用

力
、
リ
ス
ク
管
理
能
力
（
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
遵
守
状
況
含
む
。）

お
よ
び
内
部
統
制
の
状
況
（
ま
た
は
内
部
監
査
の
実
施
状
況
）
の
観

点
か
ら
、
定
期
的
に
運
用
委
託
先
を
定
量
的
・
定
性
的
に
評
価
し
ま

す
。
評
価
結
果
は
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ

テ
ィ
ー
に
報
告
さ
れ
、
同
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
評
価
結
果
を
踏
ま
え
て

運
用
委
託
先
の
契
約
継
続
の
可
否
等
を
検
討
し
ま
す
。
ま
た
重
要
な

契
約
違
反
、
エ
ラ
ー
ま
た
は
問
題
点
な
ど
が
判
明
し
た
場
合
、
直
ち

に
運
用
委
託
先
に
報
告
お
よ
び
是
正
を
求
め
る
も
の
と
し
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆ファンド・マネージャー
ファンドの運用に携わる専門家のことをいい
ます。

◆リスク
投資の世界では、予想されるリターン（収
益）のブレ（変動）の大きさのことをいいま
す。「リスクが高い」ということは、当初に
期待した通りのリターン（収益）にならない
可能性が高いということです。期待に反して
大きな損失を被る可能性もあります。
リスクとリターンは一般的に比例の関係にあ
り、高いリターン（収益）が期待できる商品
はリスク（変動性）も高くなります。

②
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
の
概
要

ド
イ
ツ
銀
行
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
、
世
界
約
30
都
市
以
上
の

拠
点
で
総
勢
7
5
0
人
を
超
え
る
フ
ァ
ン
ド
・
マ
ネ
ジ
ャ
ー
お
よ

び
リ
サ
ー
チ
・
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
等
の
投
資
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
が
緊
密
な
チ
ー
ム
体
制
の
も
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
か
ら
調

査
・
分
析
、
運
用
業
務
な
ど
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

（
注
）
運
用
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

委
託
会
社
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
は
以
下
の
通
り
で
す
。

①
リ
ス
ク
管
理
体
制
に
つ
い
て

リスク・
マネジメント・
コミッティー

ニュー・プロダクト・
アプルーバル・
コミッティー

インベストメント・
コントロール・
コミッティー

エグゼクティブ・
コミッティー

コンプライアンス&
インターナル・

オーディット・コミッティー

取締役会

代表取締役社長

②
各
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
等
の
概
要

◆
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・ 
業
務
運
営
、
リ
ス
ク
管
理
お
よ
び
内
部
統
制
等
に
係
る
諸
問
題
を

把
握
し
、
取
締
役
会
決
議
事
項
に
つ
い
て
は
取
締
役
会
に
対
す
る

諮
問
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

代
表
取
締
役
が
行
う
意
思
決
定
を
補
佐
す
る
機
関
と
し
て
の
役
割

を
担
い
ま
す
。

・
毎
月
開
催

◆
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・ 

リ
ス
ク
管
理
（
主
と
し
て
自
己
勘
定
お
よ
び
委
託
会
社
全
体
に
係

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制

マニラ＊

東京

ドバイ＊
リヤド＊

パリ

ケンタッキー州
ルイビル

サンフランシスコ

モントリオール＊

ミルウォーキー

マドリード
シドニー

メルボルン＊

シンガポール

ムンバイ

ロンドン エッシュボーン
フランクフルト
ニュルンベルク＊
ウィーン＊モスクワ

ワルシャワ
チューリッヒ

ニューヨーク

ボストン

ミラノ

アムステルダム＊
ブルッセル＊
ルクセンブルグ＊

香港

ソウル

　 2007年9月末現在
　＊営業・クライアントサービス拠点のみ

シカゴ
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。

る
リ
ス
ク
）
お
よ
び
内
部
統
制
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
決
議
す
る

機
関
で
す
。

・
毎
月
開
催

◆
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・ 

顧
客
勘
定
に
お
け
る
運
用
リ
ス
ク
に
係
る
諸
問
題
等
を
把
握
し
、

意
思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
毎
月
開
催

◆
ニ
ュ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ア
プ
ル
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー

・ 
新
商
品
の
導
入
お
よ
び
新
規
顧
客
口
座
開
設
に
あ
た
り
、
付
随
す

る
諸
問
題
等
を
導
入
前
に
検
討
し
、
導
入
の
承
認
を
決
議
す
る
機

関
で
す
。
ま
た
、
本
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
は
、
既
存
の
商
品
お
よ
び
取

引
等
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
検
討
し
、
当
該
変
更
に
つ
い

て
承
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

・
随
時
開
催

◆ 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
＆
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
コ
ミ

ッ
テ
ィ
ー

・ 

法
務
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
お
よ
び
監
査
に
係
る
諸
問
題
等
（
役

職
員
の
表
彰
・
懲
戒
に
係
る
事
項
を
含
む
。）
を
把
握
し
、
必
要
な

意
思
決
定
を
行
う
決
議
機
関
で
す
。

・
３
ヵ
月
毎
に
開
催

◆
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

・ 

法
令
お
よ
び
諸
規
則
の
遵
守
状
況
・
運
用
業
務
等
の
適
正
な
執
行

の
管
理
を
行
い
ま
す
。

・ 

違
反
等
の
是
正
・
改
善
お
よ
び
未
然
防
止
の
た
め
の
助
言
、
チ
ェ

ッ
ク
、
取
締
役
会
へ
の
報
告
を
行
い
ま
す
。

・ 

資
産
運
用
は
、
運
用
部
に
よ
る
内
部
管
理
の
ほ
か
に
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
部
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
が
顧
客
投
資
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
の
遵
守
等
、
運
用
部
か
ら
独
立
し
た
立
場
で
以
下
の
項
目
を
チ

ェ
ッ
ク
し
ま
す
。

　

・
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
モ
ニ
タ
ー

　

・
取
引
の
妥
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク

　

・
利
益
相
反
取
引
の
チ
ェ
ッ
ク

◆
監
査
部

・ 

監
査
部
は
、
内
部
監
査
の
立
案
、
実
施
等
を
行
い
、
委
託
会
社
に

お
け
る
内
部
管
理
態
勢
、
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
適
切
性
、
有
効
性

の
検
証
を
行
い
ま
す
。

（
注
） 

投
資
リ
ス
ク
に
対
す
る
管
理
体
制
は
、
今
後
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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フ
ァ
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ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆公告
国、公共団体、企業が、ある事項を広く一般
に知らせること。官報・新聞への掲載や掲示
など文書によるものをいいます。

◆受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益
者は保有口数に応じて収益分配金や償還金に
対する請求権、換金請求権などの権利を有し
ています。

◆信託期間
ファンドが設定されてから、償還されるまで
の期間をいいます。委託会社は受託会社と合
意のうえ、所定の手続きにより、信託期間を
変更することができます。

9  

そ
の
他

■
資
産
の
評
価

　

〈
基
準
価
額
の
計
算
方
法
等
に
つ
い
て
〉

　
　

 

基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代

用
有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信

託
協
会
規
則
に
し
た
が
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の

資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額(

以
下｢

純
資
産
総

額｣

と
い
い
ま
す
。) 
を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で

除
し
た
金
額
を
い
い
ま
す
。

　
　

 

受
益
権
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価
額
で
す
。
な
お
、

便
宜
上
１
万
口
当
た
り
に
換
算
し
た
価
額
で
表
示
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
　

 

基
準
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々
算
出

さ
れ
ま
す
。

　
　

 

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記

照
会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

　
　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.dam

j.co.jp/

　
　

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　

0
1
2
0―

4
4
2―

7
8
5

　
　
　
（
受
付
時
間
：
営
業
日
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
）

　
　

 

ま
た
、
原
則
と
し
て
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）
の
「
オ
ー
プ
ン

基
準
価
格
」欄
に
、
前
日
付
の
基
準
価
額
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。（
略

称
：
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）

　
　

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び

運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

■
保
管

　

 

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
等

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
た
め
、
保
管
に

関
す
る
該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
信
託
期
間

　
 

信
託
契
約
締
結
日
（
平
成
19
年
1
月
31
日
）
以
降
、
無
期
限
と
し

ま
す
。

■
計
算
期
間

　

① 

当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
2
月
19
日
か
ら
8
月
18
日

ま
で
お
よ
び
8
月
19
日
か
ら
翌
年
2
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と

を
原
則
と
し
ま
す
。

　

② 

前
記
①
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
①
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間

終
了
日
に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）
が

休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日

　

〈
運
用
資
産
の
評
価
基
準
お
よ
び
評
価
方
法
〉

外
国
為
替
予
約
取
引

外
貨
建
資
産

公
社
債
等

株
式

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先

物
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電

信
売
買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
し
た
が

っ
て
、
時
価
評
価
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
証
券
取
引
所
に
お
け
る
計
算
日
の
最
終

相
場
（
外
国
で
取
引
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
計
算
日
に
知
り
う
る
直
近
の
日
の
最
終

相
場
）
で
評
価
し
ま
す
。

基
準
価
額
で
評
価
し
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆信託約款
信託約款において、ファンド毎の運営・管理
上の基本となる運用方針や仕組みなどが定め
られています。信託約款は、「投資信託及び
投資法人に関する法律」に基づいて作成さ
れ、その内容については、あらかじめ監督官
庁に届出が行われます。委託会社と受託会社
は、この信託約款に基づいて信託契約を締結
し、ファンドの運営・管理を行います。

◆委託会社
信託財産の運用指図を行う運用会社で、委託
者ともいいます。商品の性格や運用方針など
を決め、受託会社への指図を通じて実質的な
運用を行う会社です。また、投資者に商品を
説明する投資信託説明書（目論見書）や運用
内容・結果を説明する運用報告書の作成など
を行います。

　

⑥ 

前
記
③
か
ら
⑤
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、

真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前

記
③
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書

面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

■
信
託
約
款
の
変
更

　

① 

委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の

内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

　

② 

委
託
会
社
は
、
前
記
①
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重

大
な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨

お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
す
べ
て

の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、

公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

③ 

前
記
②
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

　

④ 

前
記
③
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
①
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

　

⑤ 
委
託
会
社
は
、
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ

れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信

託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た

と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と

し
ま
す
。

■
信
託
の
終
了

　

① 

委
託
会
社
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
信
託
の
受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
、
ま
た
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
、
こ
の
信
託
契
約

を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
も
し
く
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受

託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を

終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託

会
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁

に
届
け
出
ま
す
。

　

② 

委
託
会
社
は
、
前
記
①
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解

約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て

交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受

益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公

告
を
行
い
ま
せ
ん
。

　

③ 

前
記
②
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な
い

も
の
と
し
ま
す
。

　

④ 

前
記
③
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
①
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

　

⑤ 

委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る

知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の

信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し

た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆収益分配
ファンドの決算時に、運用の結果あげられた
収益などを受益権の口数に応じて受益者に分
配することです。収益分配金は、通常、決算
日から起算して5営業日目以降に販売会社を
通じて支払われます。

◆販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀
行、生保、損保などの金融機関）をいいます。
販売会社は、募集の取扱のほか、換金（解
約）の取扱、収益分配金・償還金の支払いの
取扱などを行い、ファンドに関する投資家へ
の窓口となります。

◆受託会社
信託財産の保管や管理を行う信託会社または
信託業務を行う銀行で、受託者ともいいま
す。委託会社と締結した信託契約に基づい
て、信託財産の保管や管理、基準価額の計
算、外国証券を保管や管理する外国の保管銀
行への指示または連絡などの業務を行いま
す。

■
委
託
会
社
の
登
録
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い

　

① 

委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解

散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

　

② 

前
記
①
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約

に
関
す
る
委
託
会
社
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に
引

き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
前
記
「
■
信

託
約
款
の
変
更　

④
」
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当

該
投
資
信
託
委
託
会
社
と
受
託
会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し

ま
す
。

■
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

　

① 

委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が

あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

② 

委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
受
託
会
社
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い

　

① 

受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場

合
、
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社
ま
た

は
受
益
者
は
、
裁
判
所
に
受
託
会
社
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所

が
受
託
会
社
を
解
任
し
た
場
合
、
委
託
会
社
は
、
前
記
「
■
信

託
約
款
の
変
更
」
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
会
社
を
選
任

し
ま
す
。

　

② 
委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会

社
は
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

■
公
告

　

 

委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に

掲
載
し
ま
す
。

■
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

　

① 

投
資
信
託
受
益
権
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約

　
　

 

当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
当
初
契
約
日
か
ら
１
年
間
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
期
間
満
了
3
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お

よ
び
販
売
会
社
い
ず
れ
か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と

き
は
、
自
動
的
に
１
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長

後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委

託
会
社
ま
た
は
販
売
会
社
は
、
他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通

知
を
３
ヵ
月
前
に
な
す
こ
と
に
よ
り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

②
投
資
顧
問
契
約

　

ａ
． 

契
約
の
期
間
は
、
１
年
間
と
し
、
後
記
の
規
定
に
し
た
が
っ

て
終
了
し
な
い
限
り
、
更
に
１
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。

　

ｂ
． 

90
日
以
上
前
の
書
面
に
よ
る
相
手
方
へ
の
通
知
に
よ
り
、
ど

ち
ら
の
当
事
者
も
投
資
顧
問
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ｃ
． 

終
了
の
通
知
に
際
し
、
投
資
顧
問
会
社
は
委
託
会
社
に
よ
り

別
段
指
示
さ
れ
な
い
限
り
、
終
了
日
ま
で
運
用
の
指
図
を
続

け
る
も
の
と
し
ま
す
。

■
運
用
報
告
書

　

 

委
託
会
社
は
、
法
令
に
基
づ
き
当
該
信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
末

日
毎
お
よ
び
信
託
終
了
時
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証
券

の
内
容
お
よ
び
有
価
証
券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
運
用
報

告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
販
売
会
社
を
通
じ
て
当
該
信
託
財
産
に

係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

■
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

　

① 

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解

約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

　

② 

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
記
「
■
信
託
約
款
の
変
更
」

の
規
定
に
し
た
が
い
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

用語解説

◆買取請求
ファンドの換金方法の一つで、受益権を販売
会社に買い取ってもらうことにより換金する
方法をいいます。

◆追加型株式投資信託
当初設定後も追加設定が行われ、追加設定分
も当初の信託財産とともに運用される株式投
資信託で、オープン型投資信託ともいいま
す。基本的にいつでも時価で買付・売却が可
能です。

②
償
還
金
に
関
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る

権
利
を
有
し
ま
す
。

償
還
金
は
、
原
則
と
し
て
償
還
日
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日
目
（
予

定
）
か
ら
、
償
還
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記

載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
償
還
日
以
前
に
お
い
て
一

部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま

た
、
当
該
償
還
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金

支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い

る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に

支
払
い
ま
す
。

受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら

10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、

受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
会
社
に
帰
属
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
権
の
一
部
解
約
請
求
権

受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
を

通
じ
て
、
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

一
部
解
約
金
は
、
原
則
と
し
て
、
受
益
者
の
請
求
を
受
付
け
た
日

か
ら
起
算
し
て
7
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

前
記
「
フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
」
に
規
定
す
る
「
■
信
託
の
終
了
」
ま
た
は
「
■
信
託
約

款
の
変
更
」
に
規
定
す
る
信
託
約
款
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容

が
重
大
な
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
委
託

会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
会
社
に
対
し
、

自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き

旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事

項
は
、
前
記
「
フ
ァ
ン
ド
管
理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て　

■
信
託
の
終
了　

②
」
ま
た
は
「
フ
ァ
ン
ド
管

理
の
概
要
お
よ
び
運
営
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て　

■
信
託
約

款
の
変
更　

②
」
に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
い
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持

分
に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

収
益
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に

か
か
る
決
算
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に

か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か

る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代

金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て

い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）

に
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日
目(

予
定)
か
ら

お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
お
申
込
み

の
場
合
は
、
分
配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す

が
、
再
投
資
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載

ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
5
年
間
そ
の

支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
会
社

か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま

す
。 受

益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
権
利
等

■
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い

　

 

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社

と
受
託
会
社
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

■
再
信
託

　

 

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
か
か
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部

に
つ
い
て
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社
と

再
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
に
は
、
再
信
託
に
か
か
る
契
約
書
類
に
基
づ
い
て
所
定

の
事
務
を
行
い
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

◆委託会社
信託財産の運用指図などを行う運用会社で、
委託者ともいいます。商品の性格や運用方針
などを決め、受託会社への指図を通じて実質
的な運用を行う会社です。また、投資者に商
品を説明する投資信託説明書（目論見書）や
運用内容・結果を説明する運用報告書の作成
などを行います。

◆販売会社
ファンドの販売を行う会社（証券会社や銀
行、生保、損保などの金融機関）をいいま
す。販売会社は、募集の取扱のほか、換金
（解約）の取扱、収益分配金・償還金の支払
いの取扱などを行い、ファンドに関する投資
家への窓口となります。

◆受益権
ファンドの収益を受ける権利のことです。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
フ
ァ
ン
ド

の
信
託
財
産
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

契
約
型
の
追
加
型
証
券
投
資
信
託
の
受
益
権
で
す
。

格
付
け
は
取
得
し
て
い
ま
せ
ん
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
社
振
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
受
益

権
の
帰
属
は
、
後
述
の
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振

替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

定
ま
り
ま
す
（
以
下
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
定
ま
る
受
益
権
を
「
振
替
受
益
権
」
と
い
い
ま
す
。）。
委

託
会
社
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
等
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
振

替
受
益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
振
替

受
益
権
に
は
無
記
名
式
や
記
名
式
の
形
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
兆
円
を
上
限
と
し
ま
す
。

平
成
20
年
5
月
17
日
か
ら
平
成
21
年
5
月
18
日
ま
で
（
継
続
申
込
期
間
）

 

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
は
申
込
み
の
受
付
け
は
行
い
ま
せ
ん
。

※　 

継
続
申
込
期
間
は
、
右
記
期
間
満
了
前
に
有
価
証
券
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
更
新
さ
れ
ま
す
。

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
形
態
等

発
行
（
売
出
）
価
格
の
総
額

発
行
（
売
出
）
価
額
の
総
額

申
込
期
間

申
込
期
間

振
替
機
関
は
左
記
の
通
り
で
す
。

株
式
会
社
証
券
保
管
振
替
機
構

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
申
込
代
金
を
原
則
と
し
て
販
売
会

社
が
定
め
る
日
ま
で
に
、
販
売
会
社
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
と

し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

各
取
得
申
込
受
付
日
に
係
る
発
行
価
額
の
総
額
は
、
追
加
信
託
が
行

わ
れ
る
日
に
、
委
託
会
社
の
指
定
す
る
口
座
を
経
由
し
て
、
受
託
会

社
の
指
定
す
る
フ
ァ
ン
ド
口
座
に
払
い
込
ま
れ
ま
す
。

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

振
替
機
関
に
関
す
る
事
項

払
込
期
日

払
込
期
日

原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
本
・
支
店
、
営
業
所
等
に
お
い
て
申
込

み
の
取
扱
い
を
行
い
ま
す
。
払
込
み
は
原
則
と
し
て
、
申
込
み
の

取
扱
い
を
行
っ
た
販
売
会
社
に
お
い
て
取
り
扱
い
ま
す
。

販
売
会
社
に
つ
い
て
は
、
委
託
会
社
の
後
記
照
会
先
に
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w
w
.dam

j.co.jp/
　

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　

0
1
2
0―

4
4
2―

7
8
5

　
　
（
受
付
時
間
：
営
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用語解説

◆受益者
ファンドを取得した投資者のことです。受益
者は保有口数に応じて収益分配金や償還金に
対する請求権、換金請求権などの権利を有し
ています。

◆受託会社
信託財産の保管や管理を行う信託会社または
信託業務を行う銀行で、受託者ともいいま
す。委託会社と締結した信託契約に基づいて、
信託財産の保管や管理、基準価額の計算、外
国証券を保管や管理する外国の保管銀行への
指示または連絡などの業務を行います。

①
振
替
受
益
権
に
つ
い
て

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
は
、
社
振
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
前

記
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振
替
機
関
の
振
替
業

に
か
か
る
業
務
規
程
等
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
も

の
と
し
ま
す
。

当
フ
ァ
ン
ド
の
分
配
金
、
償
還
金
、
換
金
代
金
は
、
社
振
法
お
よ

び
前
記
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振
替
機
関
の
業

務
規
程
そ
の
他
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
支
払
わ
れ
ま
す
。

①
名
義
書
換
等
に
つ
い
て

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
受
益
者
集
会
に
つ
い
て

受
益
者
集
会
は
開
催
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
そ
の
議
決
権
は
存

在
し
ま
せ
ん
。

③
受
益
者
に
対
す
る
特
典

該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

④
内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
の
譲
渡
制
限
の
内
容

譲
渡
制
限
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
受
益
権
の
譲
渡
の

手
続
き
お
よ
び
受
益
権
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
は
以
下
に
よ
る
も
の

と
し
ま
す
。

ａ
． 

受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、

当
該
受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は

記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
に
振
替

の
申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

ｂ
． 

前
記
ａ
．
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
記
ａ
．
の
振
替
機
関

等
は
、
当
該
譲
渡
に
係
る
譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口

数
の
減
少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
増

加
に
つ
き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録

す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
前
記
ａ
．
の
振
替
機
関
等

そ
の
他

そ
の
他

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

内
国
投
資
信
託
受
益
証
券
事
務
の
概
要

が
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
譲
受

人
の
振
替
先
口
座
を
開
設
し
た
他
の
振
替
機
関
等
（
当
該
他

の
振
替
機
関
等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）
に
社
振
法
の
規

定
に
し
た
が
い
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数

の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
る
よ
う
通
知
す
る
も

の
と
し
ま
す
。

ｃ
． 

前
記
ａ
．
の
振
替
に
つ
い
て
、
委
託
会
社
は
、
当
該
受
益
者

の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て

い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
と
譲
受
人
の
振
替
先

口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場
合
等
に
お
い
て
、

委
託
会
社
が
必
要
と
認
め
た
と
き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替
停
止

期
間
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ｄ
． 

受
益
権
の
譲
渡
は
、
振
替
口
座
簿
へ
の
記
載
ま
た
は
記
録
に

よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
会
社
お
よ
び
受
託
会
社
に
対
抗
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
受
益
権
の
再
分
割

委
託
会
社
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
社

債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、

受
託
会
社
と
協
議
の
う
え
、
同
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、

一
定
日
現
在
の
受
益
権
を
均
等
に
再
分
割
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
償
還
金

償
還
金
は
、
償
還
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記

載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
償
還
日
以
前
に
お
い
て
一

部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま

た
、
当
該
償
還
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金

支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い

る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に

支
払
い
ま
す
。

⑦ 
質
権
口
記
載
ま
た
は
記
録
の
受
益
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
 

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ

て
い
る
受
益
権
に
か
か
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
の
受
付
け
、
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
金
の
支
払
い

等
に
つ
い
て
は
、
約
款
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
民
法
そ
の
他
の
法

令
等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
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運
用
状
況

運
用
状
況

⑴【投資状況】
「ＤＷＳ世界新興国株式ファンド」

（平成20年3月31日現在）

資産の種類 地域別（国名） 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 33,527,300,725 100.31

コール・ローン・その他の資産
（負債控除後) ̶ △106,523,957 △0.31

合計（純資産総額） ̶ 33,420,776,768 100.00
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考情報）
「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」

（平成20年3月31日現在）

資産の種類 地域別（国名） 時価合計（円） 投資比率（％）

株式

カナダ 1,541,647,102 4.26

バミューダ 640,926,000 1.77

香港 2,385,840,600 6.60

マレーシア 1,105,132,420 3.06

インドネシア 271,410,000 0.75

アルゼンチン 155,995,830 0.43

メキシコ 460,831,966 1.27

ブラジル 6,545,515,273 18.10

チリ 245,256,700 0.68

韓国 684,952,500 1.89

台湾 2,602,819,341 7.20

インド 681,759,000 1.89

イスラエル 441,592,800 1.22

南アフリカ 1,402,634,300 3.88

ロシア 7,189,303,773 19.88

ケイマン島 1,162,830,240 3.22

パナマ 550,183,366 1.52

小　計 28,068,631,211 77.62

カバードワラント

アメリカ 1,435,320,326 3.97

ルクセンブルグ 368,236,282 1.02

アイルランド 1,214,676,938 3.36

インド 442,098,494 1.22

小　計 3,460,332,040 9.57

コール・ローン・その他の資産
（負債控除後） － 4,632,366,609 12.81

合計（純資産総額） － 36,161,329,860 100.00
（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。



32 りそな BRICsプラス～DWS世界新興国株式ファンド～

フ
ァ
ン
ド
の
概
要

フ
ァ
ン
ド
の
特
徴

購
入
後
の
フ
ァ
ン
ド

情
報
の
入
手
方
法

リ
ス
ク
と

留
意
点

取
得
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

ご
換
金
の
お
申
込
み
に

つ
い
て（
概
要
）

フ
ァ
ン
ド
の
取
得
・
保
有
・

換
金
に
係
る
費
用
や
税
金
等

フ
ァ
ン
ド
の
運
営
の

仕
組
み
・
体
制
等

そ
の
他

⑵【投資資産】
　①【投資有価証券の主要銘柄】

「ＤＷＳ世界新興国株式ファンド」
〈評価額（全銘柄）〉

（平成20年3月31日現在）

国／地域 種類 銘柄名 数量（口）
簿価単価
評価単価
（円）

簿価金額
評価金額
（円）

投資
比率
（％）

日本 親投資信託受益証券 ＤＷＳ世界新興国株式
マザーファンド 32,016,138,966 1.1298

1.0472
36,174,377,978
33,527,300,725 100.31

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

〈種類別投資比率〉
（平成20年3月31日現在）

種類 国内/外国 投資比率（％）

親投資信託受益証券 国内 100.31

合計 ̶ 100.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
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（参考情報）
「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」

〈評価額上位30銘柄〉
（平成20年3月31日現在）

国／地域 種類 銘柄名 業種 数量
（株数）

簿価単価
評価単価
（円）

簿価金額
評価金額
（円）

投資
比率
（％）

ロシア 株式 GAZPROM RTS CLASSIC エネルギー 1,500,000 1,200.98
1,282.43

1,801,478,009
1,923,648,000 5.32

ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 
BRAS エネルギー 300,000 3,115.57

5,061.88
934,673,250
1,518,564,060 4.20

香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信
サービス 800,000 1,055.85

1,522.52
844,683,840
1,218,016,800 3.37

ロシア 株式 NOVATEK OAO-SPONS 
GDR REG S エネルギー 150,000 5,083.26

8,065.29
762,489,735
1,209,794,250 3.35

アメリカ カバードワラント MERRILL-CW09 LARSEN & 
TOUBRO 資本財 136,000 6,181.63

7,710.42
840,701,824
1,048,617,394 2.90

ロシア 株式 LUKOIL-SPON ADR エネルギー 120,000 8,100.71
8,357.84

972,085,789
1,002,941,976 2.77

南アフリカ 株式 HARMONY GOLD MINING 
CO LTD 素材 800,000 836.39

1,231.43
669,119,594
985,146,800 2.72

台湾 株式 TAIWAN 
SEMICONDUCTOR-SP ADR

半導体・半導体
製造装置 900,000 1,002.34

1,018.93
902,114,503
917,039,070 2.54

ブラジル 株式 COSAN SA INDUSTRIA 
COMERCIO

食品・飲料・タ
バコ 600,000 1,390.12

1,470.20
834,074,761
882,124,800 2.44

香港 株式 SUN HUNG KAI 
PROPERTIES 不動産 500,000 1,501.09

1,583.01
750,546,878
791,505,000 2.19

ロシア 株式 OAO ROSNEFT OIL CO-
GDR エネルギー 800,000 856.60

908.72
685,281,220
726,978,640 2.01

カナダ 株式 SILVER WHEATON CORP 素材 450,000 1,388.62
1,614.06

624,882,932
726,327,405 2.01

ロシア 株式 MECHEL OAO-ADR 素材 60,000 3,661.94
11,976.71

219,716,670
718,602,756 1.99

韓国 株式 DOOSAN HEAVY 
INDUSTRIES 資本財 50,000 9,981.86

13,699.05
499,093,079
684,952,500 1.89

ケイマン島 株式 HUTCHISON 
TELECOMMUNICATIONS

電気通信
サービス 3,980,000 144.64

144.14
575,695,690
573,693,120 1.59

マレーシア 株式 IOI CORPORATION BHD 食品・飲料・タ
バコ 2,565,000 155.67

222.94
399,313,800
571,841,100 1.58

ブラジル 株式 NATURA COSMETICOS SA 家庭用品・パー
ソナル用品 550,000 1,094.19

1,025.12
601,807,711
563,819,025 1.56

インド 株式 GITANJALI GEMS-GDR 
REGS-W/I

耐久消費財・ア
パレル 930,000 968.83

601.14
901,018,689
559,060,200 1.55

ブラジル 株式 CIA PARANAENSE DE 
ENERGI PFB 公益事業 340,000 1,660.45

1,625.26
564,555,384
552,591,460 1.53

ロシア 株式 TRANSNEFT-PREF エネルギー 3,900 161,722.07
136,759.35

630,716,088
533,361,465 1.47

ロシア 株式 SBERBANK RF-$ US 銀行 1,700,000 367.81
312.59

625,285,790
531,407,760 1.47

ブラジル 株式 CIA VALE DO RIO DOCE 
PREF A 素材 180,000 1,957.21

2,882.98
352,298,592
518,937,480 1.44

ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA 
PREF 銀行 172,000 2,642.68

2,758.93
454,541,650
474,537,198 1.31

ブラジル 株式 BOLSA DE MERCADORIAS 
E FUTUR 各種金融 500,000 1,362.99

948.16
681,495,549
474,084,650 1.31

アイルランド カバードワラント MOR STA-CW09 SUN 
PHARMACEUT

医薬品・バイオテ
クノロジー・ライ
フサイエンス

150,000 2,138.05
3,139.91

320,708,190
470,987,178 1.30

メキシコ 株式 GRUPO MEXICO SAB DE 
CV SER B 素材 699,000 556.41

659.27
388,932,754
460,831,966 1.27

パナマ 株式 COPA HOLDINGS SA-
CLASS A 運輸 125,000 4,112.30

3,682.98
514,037,647
460,373,050 1.27

カナダ 株式 IVANHOE MINES LTD 素材 420,000 1,013.27
1,055.00

425,576,225
443,100,294 1.23

イスラエル 株式 ELBIT SYSTEMS LTD 資本財 80,000 5,875.54
5,519.91

470,043,228
441,592,800 1.22

インド カバードワラント MOR STA-CW10 NTPC 
LIMITED 公益事業 850,000 558.77

491.94
474,962,717
418,151,481 1.16

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
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〈種類及び業種別投資比率〉
（平成20年3月31日現在）

種類 国内／外国 業種 投資比率（％）

株式
外国

エネルギー 19.12

素材 12.37

資本財 6.68

運輸 1.95

耐久消費財・アパレル 2.62

消費者サービス 1.18

食品・飲料・タバコ 6.66

家庭用品・パーソナル用品 1.56

ヘルスケア機器・サービス 1.09

銀行 4.76

各種金融 1.31

不動産 3.57

ソフトウェア・サービス 0.24

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.00

電気通信サービス 5.77

公益事業 2.10

半導体・半導体製造装置 3.64

小計 77.62

カバードワラント
外国

資本財 3.92

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.37

ソフトウェア・サービス 1.13

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.07

電気通信サービス 0.93

公益事業 1.16

小計 9.57

合計 87.19

（注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。

　②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

　③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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⑶【運用実績】
　①【純資産の推移】
　　平成20年3月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに直近計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末
または各月末

純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

1口当たり
純資産額（円）
（分配落）

1口当たり
純資産額（円）
（分配付）

第1期
（平成19年8月20日） 40,987 40,987 0.9973 0.9973

第2期
（平成20年2月18日） 34,640 38,048 1.0083 1.1075

平成19年3月末日 36,644 － 0.9772 －

平成19年4月末日 40,797 － 1.0477 －

平成19年5月末日 42,270 － 1.0911 －

平成19年6月末日 45,019 － 1.1630 －

平成19年7月末日 47,190 － 1.1787 －

平成19年8月末日 45,411 － 1.0795 －

平成19年9月末日 51,731 － 1.2427 －

平成19年10月末日 49,696 － 1.3548 －

平成19年11月末日 42,981 － 1.2229 －

平成19年12月末日 44,993 － 1.2994 －

平成20年1月末日 37,363 － 1.0882 －

平成20年2月末日 37,360 － 1.0419 －

平成20年3月末日 33,420 － 0.9319 －
（注）純資産総額は百万円未満切捨て。

　②【分配の推移】
計算期間 計算期間末 1口当たりの分配金（円）

第1期 平成19年8月20日 0.0000

第2期 平成20年2月18日 0.1000

　③【収益率の推移】
計算期間 収益率（％）

第1期
（平成19年1月31日～平成19年8月20日） △0.3

第2期
（平成19年8月21日～平成20年2月18日） 11.0

（注1） 収益率は、各計算期間末の基準価額（分配付きの額。）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を、前期
末基準価額で除して算出しています。

（注2）収益率は、小数第2位を四捨五入しています。
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⑴ 

以
下
の
情
報
は
、
有
価
証
券
届
出
書
の
「
第
三
部 

フ
ァ
ン
ド
の
詳

細
情
報　

第
4 

フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況　

1 

財
務
諸
表
」
に
記
載

さ
れ
た
情
報
を
抜
粋
し
て
記
載
し
た
も
の
で
す
。

⑵ 

当
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
を
受

け
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
当
該
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
報
告
書
は
、

当
該
有
価
証
券
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
財
務
諸
表
に
添
付
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト
情
報

財
務
ハ
イ
ラ
イ
ト
情
報

ＤＷＳ世界新興国株式ファンド
⑴【貸借対照表】

区分
第1期計算期間

（平成19年8月20日現在）
第2期計算期間

（平成20年2月18日現在）

金額（円） 金額（円）

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券 41,596,882,876 38,652,344,596

流動資産合計 41,596,882,876 38,652,344,596

資産合計 41,596,882,876 38,652,344,596

負債の部

流動負債

未払収益分配金 － 3,407,966,972

未払解約金 163,956,492 162,601,341

未払受託者報酬 18,239,363 18,766,024

未払委託者報酬 410,385,653 422,235,465

その他未払費用 16,589,376 630,000

流動負債合計 609,170,884 4,012,199,802

負債合計 609,170,884 4,012,199,802

純資産の部

元本等

元本 41,096,881,455 34,354,615,268

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △109,169,463 285,529,526

（うち分配準備積立金） （18,913,449） （27,505,563）

剰余金合計 △109,169,463 285,529,526

元本等合計 40,987,711,992 34,640,144,794

純資産合計 40,987,711,992 34,640,144,794

負債・純資産合計 41,596,882,876 38,652,344,596
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⑵【損益及び剰余金計算書】

区分

第1期計算期間
（自 平成19年1月31日（設定日）
至 平成19年8月20日）　　　

第2期計算期間
（自 平成19年8月21日
至 平成20年2月18日）

金額（円） 金額（円）

営業収益

有価証券売買等損益 266,497,177 6,449,525,293

その他収益 2,349,831 －

営業収益合計 268,847,008 6,449,525,293

営業費用

受託者報酬 18,239,363 18,766,024

委託者報酬 410,385,653 422,235,465

その他費用 16,589,376 630,000

営業費用合計 445,214,392 441,631,489

営業利益金額 － 6,007,893,804

営業損失金額 176,367,384 －

経常利益金額 － 6,007,893,804

経常損失金額 176,367,384 －

当期純利益金額 － 6,007,893,804

当期純損失金額 176,367,384 －

一部解約に伴う当期純利益金額分配額 689,400,705 2,985,027,899

期首剰余金又は期首欠損金（△） － △109,169,463

剰余金増加額又は欠損金減少額 756,598,626 857,607,348

（当期一部解約に伴う剰余金増加額） （4,849,969） －

（当期追加信託に伴う剰余金増加額） （751,748,657） －

（当期追加信託に伴う欠損金減少額） － （857,607,348）

欠損金増加額 － 77,807,292

（当期一部解約に伴う欠損金増加額） － （77,807,292）

分配金 － 3,407,966,972

期末剰余金又は期末欠損金（△） △109,169,463 285,529,526

⑶【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
第1期計算期間

（自　平成19年1月31日（設定日）
至　平成19年8月20日）　　　

第2期計算期間
（自 平成19年8月21日
至 平成20年2月18日）

有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券
の基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券
同左
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用語解説

◆ファンド
多数の投資家から集めた資金をひとまとめに
して専門家が運用し、その成果を投資家に還
元する仕組みのことをいいます。一般的には、
投資信託のことを指します。

◆EDINET（エディネット）
Electronic Disclosure for Investors’ 
NETwork の略で、「金融商品取引法に基づ
く有価証券報告書等の開示書類に関する電子
開示システム」の愛称です。投資家は、
EDINET を利用することにより、インター
ネットを通じてファンドの有価証券報告書等
を閲覧することができます。

有
価
証
券
届
出
書
「
第
三
部　

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
」
の
記
載
項

目
は
次
の
通
り
で
す
。

第
１ 

フ
ァ
ン
ド
の
沿
革

第
2 

手
続
等

1 

申
込
（
販
売
）
手
続
等

2 

換
金
（
解
約
）
手
続
等

第
3 
管
理
及
び
運
営

１ 

資
産
管
理
等
の
概
要

⑴
資
産
の
評
価

⑵
保
管

⑶
信
託
期
間

⑷
計
算
期
間

⑸
そ
の
他

2 
受
益
者
の
権
利
等

第
4  

フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況

１ 

財
務
諸
表

⑴
貸
借
対
照
表

⑵ 

損
益
及
び
剰
余
金

計
算
書

⑶
注
記
表

⑷
附
属
明
細
表

2 

フ
ァ
ン
ド
の
現
況

純
資
産
額
計
算
書

第
5 

設
定
及
び
解
約
の
実
績

※　 

前
記
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
（
エ
デ
ィ
ネ
ッ
ト
）
で
も

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
の
項
目

フ
ァ
ン
ド
の
詳
細
情
報
の
項
目
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信
託
約
款

運
用
の
基
本
方
針

信
託
約
款
第
18
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
運
用
の
基
本
方
針

は
、
次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て

運
用
を
行
い
ま
す
。

2
運
用
方
法

⑴
投
資
対
象

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
「
親
投
資

信
託
」
と
い
い
ま
す
。）
の
受
益
証
券
を
主
要
投
資
対
象
と
し

ま
す
。

⑵
投
資
態
度

①
主
と
し
て
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
へ
の
投
資
を
通
じ
て
、

信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て
運
用
を
行
い
ま

す
。

②
実
質
組
入
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ

ッ
ジ
は
行
い
ま
せ
ん
。

③
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の
価
格
変
動
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変

動
リ
ス
ク
も
し
く
は
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、

ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す

る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取

引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る
オ
プ
シ

ョ
ン
取
引
、
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券

先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の
取
引
（
以
下
「
有
価
証
券
先
物

取
引
等
」
と
い
い
ま
す
。）
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
上
記
の
よ
う

な
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑶
投
資
制
限

①
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

②
外
貨
建
資
産
へ
の
実
質
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ

ん
。

③
投
資
信
託
証
券
（
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。）

へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
5
％

以
下
と
し
ま
す
。

④
同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
実
質
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い

て
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

⑤
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ

の
実
質
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以

下
と
し
ま
す
。

⑥
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の

う
ち
会
社
法
第
2
3
6
条
第
1
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新

株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と

当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行

前
の
旧
商
法
第
3
4
1
条
ノ
3
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8

号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債

型
新
株
予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
へ
の
実
質
投
資

割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま

す
。

3
収
益
分
配
方
針

毎
決
算
時
（
原
則
と
し
て
2
月
18
日
お
よ
び
8
月
18
日
。
た
だ
し
、

同
日
が
休
業
日
の
場
合
は
翌
営
業
日
。）
に
、
原
則
と
し
て
以
下

の
方
針
に
基
づ
き
収
益
分
配
を
行
い
ま
す
。

①
分
配
対
象
額
の
範
囲
は
、
経
費
控
除
後
の
繰
越
分
を
含
め
た

配
当
等
収
益
と
売
買
益
（
評
価
益
を
含
み
ま
す
。）
等
の
全

額
と
し
ま
す
。

②
収
益
分
配
金
額
は
、
委
託
者
が
基
準
価
額
水
準
、
市
況
動
向

等
を
勘
案
し
て
決
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
分
配
対
象
額
が
少

額
の
場
合
に
は
、
分
配
を
行
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

③
留
保
益
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
特
に
制
限
を
設
け
ず
、
委
託

者
の
判
断
に
基
づ
き
、
元
本
部
分
と
同
一
の
運
用
を
行
い
ま

す
。

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
１
条　

こ
の
信
託
は
、
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、
ド
イ
チ
ェ
・

ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、
り
そ
な

信
託
銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

②
こ
の
信
託
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
の
対
抗

要
件
に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
信
託
法
（
大
正
11
年
法
律
第

62
号
）
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
2
条　

受
託
者
は
、
信
託
法
第
26
条
第
1
項
に
基
づ
く
信
託
事

追
加
型
証
券
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
フ
ァ
ン
ド　

約
款

追
加
型
証
券
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
フ
ァ
ン
ド　

約
款

追加型証券投資信託

DWS世界新興国株式ファンド

約 款
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信
託
約
款

務
の
委
任
と
し
て
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
1
条
第
1
項
の
規

定
に
よ
る
信
託
業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
一
の
金
融
機
関

（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
に
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
29
条
第
2
項
第
1
号
に

規
定
す
る
利
害
関
係
人
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
を
含
み
ま

す
。）
と
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

②
前
項
に
お
け
る
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務
の
委
託
に
つ
い

て
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
場
合

に
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
、
金
額
お
よ
び
追
加
信
託
金
の
限
度
額
）

第
3
条　

委
託
者
は
、
金
1
，0
0
0
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者

の
た
め
に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、
受
託
者
は
こ
れ
を
引

き
受
け
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
金
2
，0
0
0
億
円
を

限
度
と
し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
、
追
加
信
託
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き

受
け
を
証
す
る
書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
前
項
の
限
度
額
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
4
条　

こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
47
条

第
1
項
、
第
47
条
第
2
項
、
第
48
条
第
１
項
、
第
49
条
第
1
項
お

よ
び
第
51
条
第
2
項
の
信
託
期
間
終
了
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
5
条　

こ
の
信
託
に
係
る
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
は
、

金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
3
項
第
1
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当

し
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
2
条
第
8
項
で

定
め
る
公
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
当
初
の
受
益
者
）

第
6
条　

こ
の
信
託
契
約
締
結
当
初
お
よ
び
追
加
信
託
当
初
の
受

益
者
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
受
益
権
取
得
申
込
者
と
し
、
第
7

条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
は
、
そ
の
取
得
申
込
口
数

に
応
じ
て
、
取
得
申
込
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
7
条　

委
託
者
は
、
第
3
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に

つ
い
て
は
、
1
，0
0
0
億
口
を
上
限
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ

て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
8

条
第
1
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
益
権
の
再
分
割
を
行
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
が
施
行
さ
れ
た
場
合

に
は
、
受
託
者
と
協
議
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益
権
を

均
等
に
再
分
割
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
追
加
信
託
の
価
額
お
よ
び
口
数
、
基
準
価
額
の
計
算
方
法
）

第
8
条　

追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
う
日
の
前
営
業
日
の

基
準
価
額
に
当
該
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
し
ま
す
。

②
こ
の
信
託
約
款
に
お
い
て
基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属

す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用
有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）

を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時

価
ま
た
は
一
部
償
却
原
価
法
に
よ
り
評
価
し
て
得
た
信
託
財

産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
以

下
「
純
資
産
総
額
」
と
い
い
ま
す
。）
を
計
算
日
に
お
け
る

受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得
た
金
額
を
い
い
ま
す
。
な
お
、

外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有
価
証
券
（
以
下
「
外
貨

建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ
の
他
の
資
産
を
い

い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
円
換
算
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の

仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

③
第
27
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
わ

が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に

よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
9
条　

こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ

と
に
よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
権
の
帰
属
と
受
益
証
券
の
不
発
行
）

第
10
条　

こ
の
信
託
の
す
べ
て
の
受
益
権
は
、
社
債
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
（
政
令
で
定
め
る
日
以
降
「
社
債
、
株
式
等
の
振
替

に
関
す
る
法
律
」
と
な
っ
た
場
合
は
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、「
社

債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
」
を
含
め
「
社
振
法
」
と
い

い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
し
、

受
益
権
の
帰
属
は
、
委
託
者
が
あ
ら
か
じ
め
こ
の
投
資
信
託
の
受

益
権
を
取
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
た
一
の
振
替
機
関
（
社

振
法
第
2
条
に
規
定
す
る
「
振
替
機
関
」
を
い
い
、
以
下
「
振
替

機
関
」
と
い
い
ま
す
。）
及
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管

理
機
関
（
社
振
法
第
2
条
に
規
定
す
る
「
口
座
管
理
機
関
」
を
い

い
、
振
替
機
関
を
含
め
、
以
下
「
振
替
機
関
等
」
と
い
い
ま
す
。）

の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
り

ま
す
（
以
下
、
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
定
ま
る
受
益
権
を
「
振
替
受
益
権
」
と
い
い
ま
す
。）。

②
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
権
を
取
り
扱
う
振
替
機
関
が

社
振
法
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
ま
た
は
当
該
指
定
が
効
力
を
失
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
振
替
機
関
の
振
替
業
を
承
継
す
る
者
が
存
在
し
な
い
場

合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
振
替

受
益
権
を
表
示
す
る
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
受
益
者
は
、
委
託
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
等
に
よ

り
受
益
証
券
を
発
行
す
る
場
合
を
除
き
、
無
記
名
式
受
益
証

券
か
ら
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、
記
名
式
受
益

証
券
か
ら
無
記
名
式
受
益
証
券
へ
の
変
更
の
請
求
、
受
益
証

券
の
再
発
行
の
請
求
を
行
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
第
7
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益
権
に

つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま

た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振
替
機
関

へ
の
通
知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委
託

者
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
振
法
の
規

定
に
し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記

載
ま
た
は
記
録
を
行
い
ま
す
。

（
受
益
権
の
設
定
に
係
る
受
託
者
の
通
知
）

第
11
条　

受
託
者
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い

て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
振

替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨
の
通
知
を
行

い
ま
す
。

（
受
益
権
の
申
込
単
位
お
よ
び
価
額
）

第
12
条　

委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
（
委
託
者
の
指
定
す
る

金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
1
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品

取
引
業
を
行
う
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
登
録
金

融
機
関
（
委
託
者
の
指
定
す
る
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
11
項

に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
は
、

第
7
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
る
受
益
権
の
取
得
の
申

込
み
を
し
た
取
得
申
込
者
に
対
し
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会

社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
取
得
の
申
込

に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め

る
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
に
し
た
が
っ
て
契
約
（
以
下
「
別
に

定
め
る
契
約
」
と
い
い
ま
す
。）
を
結
ん
だ
取
得
申
込
者
に
限
り
、

1
口
の
整
数
倍
を
も
っ
て
取
得
の
申
込
み
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融

機
関
は
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業
日
に
は
、

当
該
受
益
権
の
取
得
申
込
み
に
応
じ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
取
得
申
込
者
は
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た

は
登
録
金
融
機
関
に
、
取
得
申
込
と
同
時
に
ま
た
は
予
め
、

自
己
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
こ
の
信
託
の
受
益
権
の
振
替
を

行
う
た
め
の
振
替
機
関
等
の
口
座
を
示
す
も
の
と
し
、
当
該

口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た

は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券

会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
当
該
取
得
申
込
の
代
金

（
第
4
項
の
受
益
権
の
価
額
に
当
該
取
得
申
込
の
口
数
を
乗

じ
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。）
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、

当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載

ま
た
は
記
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別

に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場

合
の
追
加
信
託
金
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
付
け

る
も
の
と
し
ま
す
。

④
第
1
項
の
場
合
の
受
益
権
の
価
額
は
、
取
得
申
込
み
を
受
付

け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に
、
手
数
料
な
ら
び
に
当

該
手
数
料
に
係
る
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
以
下
「
消
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信
託
約
款

費
税
等
」
と
い
い
ま
す
。）
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し
た

価
額
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
締
結
日
前
の
取

得
申
込
に
係
る
受
益
権
の
価
額
は
、
1
口
に
つ
き
1
円
に
手

数
料
お
よ
び
当
該
手
数
料
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金

額
を
加
算
し
た
価
額
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
手
数
料
の
額
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お

よ
び
登
録
金
融
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
第
4
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
が
別
に
定
め
る
契

約
に
基
づ
い
て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
受
益
権

の
価
額
は
、
第
37
条
に
規
定
す
る
各
計
算
期
間
終
了
日
の
基

準
価
額
と
し
ま
す
。

⑦
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
16

項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引
法

第
2
条
第
8
項
第
3
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場

を
「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の
売

買
ま
た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号
も
し
く

は
同
項
第
5
号
の
取
引
を
行
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開

設
す
る
も
の
を「
証
券
取
引
所
」と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態（
金

融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を

含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政

治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は

流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
1
項
に
よ

る
受
益
権
の
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ

び
す
で
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の
受
付
け
を
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
権
の
譲
渡
に
係
る
記
載
ま
た
は
記
録
）

第
13
条　

受
益
者
は
、
そ
の
保
有
す
る
受
益
権
を
譲
渡
す
る
場
合

に
は
、
当
該
受
益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た

は
記
録
さ
れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
に
振
替
の

申
請
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
申
請
の
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
振
替
機
関
等
は
、

当
該
譲
渡
に
係
る
譲
渡
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
減

少
お
よ
び
譲
受
人
の
保
有
す
る
受
益
権
の
口
数
の
増
加
に
つ

き
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
す
る
も

の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
前
項
の
振
替
機
関
等
が
振
替
先
口

座
を
開
設
し
た
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
譲
受
人
の
振
替
先

口
座
を
開
設
し
た
他
の
振
替
機
関
等
（
当
該
他
の
振
替
機
関

等
の
上
位
機
関
を
含
み
ま
す
。）
に
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
、
譲
受
人
の
振
替
先
口
座
に
受
益
権
の
口
数
の
増
加
の

記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
る
よ
う
通
知
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

③
委
託
者
は
、
第
1
項
に
規
定
す
る
振
替
に
つ
い
て
、
当
該
受

益
者
の
譲
渡
の
対
象
と
す
る
受
益
権
が
記
載
ま
た
は
記
録
さ

れ
て
い
る
振
替
口
座
簿
に
係
る
振
替
機
関
等
と
譲
受
人
の
振

替
先
口
座
を
開
設
し
た
振
替
機
関
等
が
異
な
る
場
合
等
に
お

い
て
、
委
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
ま
た
は
や
む
を
え
な

い
事
情
が
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
振
替
停
止
日
や
振
替

停
止
期
間
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
譲
渡
の
対
抗
要
件
）

第
14
条　

受
益
権
の
譲
渡
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿

へ
の
記
載
ま
た
は
記
録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
委
託
者
お
よ
び
受
託

者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

(

投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類)

第
15
条　

こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

1
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
（「
特
定
資
産
」
と
は
、
投
資
信
託

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
2
条
第
1
項
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

イ
有
価
証
券

ロ
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
（
金
融
商
品
取
引
法
第

2
条
第
20
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
い
、
約
款
第
22
条
お

よ
び
第
23
条
に
定
め
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

ハ
金
銭
債
権

ニ
約
束
手
形

2
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ
為
替
手
形

（
運
用
の
指
図
範
囲
等
）

第
16
条　

こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
有
価
証
券

（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と

み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
を
除
き
ま
す
。）
は
、
ド

イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と
し
、

り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
す
る
Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興

国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド
（
以
下
「
親
投
資
信
託
」
と
い
い
ま
す
。）

の
受
益
証
券
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

1
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

2
国
債
証
券

3
地
方
債
証
券

4
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

5
社
債
券
（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た

新
株
引
受
権
付
社
債
券
（
以
下
「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社

債
券
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

6
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
社
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第

2
条
第
1
項
第
4
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

7
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証

券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
6
号
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。）

8
協
同
組
織
金
融
機
関
に
係
る
優
先
出
資
証
券
（
金
融
商
品
取

引
法
第
2
条
第
1
項
第
7
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

9
資
産
の
流
動
化
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
新
優
先
出
資

引
受
権
を
表
示
す
る
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1

項
第
8
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融

商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
13
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い

ま
す
。）

11
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

12
新
株
引
受
権
証
券
（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株

引
受
権
証
券
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
新
株
予

約
権
証
券

13
外
国
ま
た
は
外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、

前
各
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

14
投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品

取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
10
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。）

15
投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2

条
第
1
項
第
11
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。）
で
次
号
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の

16
投
資
法
人
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
11
号

で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。）

ま
た
は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
法
人
債
券
に
類
す
る
証
券

17
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条

第
1
項
第
18
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

18
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
（
金
融
商
品
取

引
法
第
2
条
第
1
項
第
19
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
有
価

証
券
に
係
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

19
預
託
証
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
20
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

20
外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

21
指
定
金
銭
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第

1
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
に

限
り
ま
す
。）

22
抵
当
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
16
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

23
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条

第
1
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券

に
表
示
さ
れ
る
べ
き
も
の

24
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の

　

な
お
、
第
1
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
13
号
な
ら
び

に
第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
1
号
の
証
券
ま
た

は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
株
式
」
と
い
い
、

第
2
号
か
ら
第
6
号
ま
で
の
証
券
な
ら
び
に
第
16
号
の
証
券

お
よ
び
第
13
号
な
ら
び
に
第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う

ち
第
2
号
か
ら
第
6
号
ま
で
の
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の

を
以
下
「
公
社
債
」
と
い
い
、
第
14
号
お
よ
び
第
15
号
の
証

券
を
以
下
「
投
資
信
託
証
券
」
と
い
い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
金
融
商
品
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に

掲
げ
る
権
利
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
運
用
す
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信
託
約
款

る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1
預
金

2
指
定
金
銭
信
託
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
14

号
に
規
定
す
る
受
益
証
券
発
行
信
託
を
除
き
ま
す
。）

3
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

4
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

5
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
2

条
第
2
項
第
1
号
で
定
め
る
も
の

6
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す

る
も
の

③
第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
信
託
の
設
定
、
解

約
、
償
還
、
投
資
環
境
の
変
動
等
へ
の
対
応
等
、
委
託
者
が

運
用
上
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
委
託
者
は
信
託
金
を
主

と
し
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ

と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

④
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
（
親
投
資

信
託
の
受
益
証
券
を
除
き
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
時
価
総

額
と
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
の

時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の

合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
1
0
0
分
の
5
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
投
資

信
託
証
券
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま

す
。

（
受
託
者
の
自
己
ま
た
は
利
害
関
係
人
等
と
の
取
引
）

第
17
条　

受
託
者
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が

な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
な
ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
場
合
に
は
、
委

託
者
の
指
図
に
よ
り
、
信
託
財
産
と
、
受
託
者
お
よ
び
受
託
者
の

利
害
関
係
人
、
第
28
条
第
1
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の
委
託
先
お

よ
び
そ
の
利
害
関
係
人
ま
た
は
受
託
者
に
お
け
る
他
の
信
託
財
産

と
の
間
で
、
第
15
条
お
よ
び
第
16
条
第
1
項
お
よ
び
第
2
項
に
定

め
る
資
産
へ
の
投
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
の
取
扱
い
は
、
第
21
条
か
ら
第
23
条
ま
で
、
第
25
条
、

第
27
条
、
第
32
条
お
よ
び
第
33
条
に
お
け
る
委
託
者
の
指
図

に
よ
る
取
引
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
ま
す
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
18
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に

定
め
る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
い
ま

す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
19
条　

委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引

受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
に
上
場
さ

れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お
よ
び
証
券
取
引

所
に
準
ず
る
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社

の
発
行
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま
た
は
社
債

権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新

株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
場
予
定
ま
た
は
登
録
予
定

の
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
で
目

論
見
書
等
に
お
い
て
上
場
ま
た
は
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指

図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
20
条　

委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同

一
銘
柄
の
株
式
の
時
価
総
額
と
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す

る
当
該
株
式
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し

た
額
と
の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
1
0
0
分
の
20

を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該

株
式
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
と
親
投
資
信
託

の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株

予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み

な
し
た
額
と
の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
1
0

0
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ

ん
。

④
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該

新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
21
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、

株
券
の
引
き
渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
う
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証

券
の
発
行
会
社
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計

数
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

1
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権

利
行
使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

2
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

3
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

4
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

5
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株

予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
2
3
6

条
第
1
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に

つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権

が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法

第
3
4
1
条
ノ
3
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8
号
の
定
め

が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株

予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
予
約
権
に
限

り
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

6
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受

権
付
社
債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産

に
属
す
る
新
株
予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債

券
の
新
株
予
約
権
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
を
信
用
取
引

の
委
託
保
証
金
の
代
用
と
し
て
差
し
入
れ
る
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
）

第
22
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運

用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変

動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る

有
価
証
券
先
物
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号

イ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引

（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を

い
い
ま
す
。）
お
よ
び
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
金
融
商
品

取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取

引
を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
選
択

権
取
引
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
る
も
の
と
し
ま
す
（
以
下

同
じ
。）。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
為
替

変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け

る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け

る
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
行
う

こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に

資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格

変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け

る
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び

に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引

を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
23
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運

用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変
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信
託
約
款

動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取

金
利
ま
た
は
異
な
っ
た
受
取
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の

も
と
に
交
換
す
る
取
引
（
以
下
「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
と
い
い
ま
す
。）

を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約

期
限
が
、
原
則
と
し
て
第
4
条
に
規
定
す
る
信
託
期
間
を
超

え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託

期
間
内
で
全
部
解
約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に

係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
と
親
投
資
信
託
の

信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
の
う

ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
（
以
下

「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
合
計
額
」
と
い
い
ま
す
。）

が
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま

す
。
な
お
、
信
託
財
産
の
一
部
解
約
等
の
事
由
に
よ
り
、
上

記
純
資
産
総
額
が
減
少
し
て
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本

の
合
計
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
超
え
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に

相
当
す
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

④
前
項
に
お
い
て
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ
プ

取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
の
う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み

な
し
た
額
と
は
、
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
係
る
ス
ワ
ッ

プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の

純
資
産
総
額
に
占
め
る
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の

受
益
証
券
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま

す
。

⑤
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市

場
実
勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

⑥
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
24
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社

債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
と

親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
当
該
同
一
銘
柄
の
転
換
社

債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
の

う
ち
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
の
合
計
額
が
、
信
託

財
産
の
純
資
産
総
額
の
1
0
0
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投

資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
当
該

同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約

権
付
社
債
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
25
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範

囲
内
で
貸
し
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時

価
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計

額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

2
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債

の
額
面
金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社

債
の
額
面
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
各
号
に
規
定
す
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す

る
契
約
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た

と
き
は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
26
条　

外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の

国
際
収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
取
引
の
指
図
）

第
27
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
（
親
投

資
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
の
時
価
総
額
の
う
ち

信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
を
含
み
ま
す
。）
に
つ
い
て
、

当
該
外
貨
建
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
外
国

為
替
の
売
買
の
予
約
取
引
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
と
み
な
し
た
額
と
は
、

信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
証
券
の
時
価
総
額

に
親
投
資
信
託
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
占
め
る
外
貨

建
資
産
の
時
価
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
等
）

第
28
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
業
務
の
一

部
に
つ
い
て
、
信
託
業
法
第
22
条
第
1
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の

委
託
を
す
る
と
き
は
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て
に
適
合
す

る
も
の
（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
を
含
み
ま
す
。）
を
委
託
先
と

し
て
選
定
し
ま
す
。

1
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂

行
に
懸
念
が
な
い
こ
と

2
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業

務
を
確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

3
委
託
さ
れ
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財

産
そ
の
他
の
財
産
と
を
区
分
す
る
等
の
管
理
を
行
う
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

4
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体

制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

②
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て

は
、
当
該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
前
2
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
託
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

業
務
（
裁
量
性
の
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
、
受
託
者

お
よ
び
委
託
者
が
適
当
と
認
め
る
者
（
受
託
者
の
利
害
関
係

人
を
含
み
ま
す
。）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

ま
す
。

1
信
託
財
産
の
保
存
に
係
る
業
務

2
信
託
財
産
の
性
質
を
変
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

利
用
ま
た
は
改
良
を
目
的
と
す
る
業
務

3
委
託
者
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
処
分
お
よ
び
そ

の
他
の
信
託
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
行
為
に
係

る
業
務

4
受
託
者
が
行
う
業
務
の
遂
行
に
と
っ
て
補
助
的
な
機
能
を

有
す
る
行
為

第
29
条　

（
削
除
）

（
混
蔵
寄
託
）

第
30
条　

金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28

条
第
1
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
お
よ

び
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
こ
の
者
に
類
す

る
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）
か
ら
、
売
買

代
金
お
よ
び
償
還
金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す

る
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預

金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関

ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を
締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金

融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混
蔵
寄
託
で
き
ま
す
。

（
信
託
財
産
の
登
記
等
お
よ
び
記
載
等
の
留
保
等
）

第
31
条　

信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
信
託

財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
信
託
の
登
記
ま
た

は
登
録
を
留
保
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
前
項
た
だ
し
書
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
保
護
の
た
め
に

委
託
者
ま
た
は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か

に
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の

記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

④
動
産
（
金
銭
を
除
き
ま
す
。）
に
つ
い
て
は
、
外
形
上
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
計
算
を
明
ら

か
に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

（
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
）

第
32
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
親
投
資
信
託
の
受
益
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信
託
約
款

証
券
に
係
る
信
託
契
約
の
一
部
解
約
、
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指

図
が
で
き
ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
33
条　

委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
解
約
お
よ
び
有

価
証
券
の
売
却
代
金
等
、
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の

清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お

よ
び
そ
の
他
の
収
入
金
を
再
投
資
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま

す
。

（
資
金
の
借
入
れ
）

第
34
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
な
ら
び
に
運

用
の
安
定
性
に
資
す
る
た
め
、
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手

当
て
（
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
の
た
め
に
借
入
れ

た
資
金
の
返
済
を
含
み
ま
す
。）
を
目
的
と
し
て
、
ま
た
は
再
投

資
に
係
る
収
益
分
配
金
の
支
払
資
金
の
手
当
て
を
目
的
と
し
て
、

資
金
借
入
れ
（
コ
ー
ル
市
場
を
通
じ
る
場
合
を
含
み
ま
す
。）
の

指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
当
該
借
入
金
を
も
っ
て

有
価
証
券
等
の
運
用
は
行
わ
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
一
部
解
約
に
伴
う
支
払
資
金
の
手
当
て
に
係
る
借
入
期
間

は
、
受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で

保
有
す
る
有
価
証
券
等
の
売
却
代
金
の
受
渡
日
ま
で
の
間
、

受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有

す
る
有
価
証
券
等
の
解
約
代
金
入
金
日
ま
で
の
間
、
ま
た
は

受
益
者
へ
の
解
約
代
金
支
払
開
始
日
か
ら
信
託
財
産
で
保
有

す
る
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の
入
金
日
ま
で
の
期
間
が
5
営

業
日
以
内
で
あ
る
場
合
の
当
該
期
間
と
し
、
資
金
借
入
額
は

当
該
有
価
証
券
等
の
売
却
代
金
、
当
該
有
価
証
券
等
の
解
約

代
金
お
よ
び
当
該
有
価
証
券
等
の
償
還
金
の
合
計
額
を
限
度

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
資
金
借
入
額
は
借
入
れ
指
図
を
行
う

日
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
10
％
以
内
と
し
ま

す
。

③
再
投
資
に
係
る
収
益
分
配
金
の
支
払
資
金
の
手
当
て
を
目
的

と
す
る
借
入
期
間
は
、
信
託
財
産
か
ら
収
益
分
配
金
が
支
弁

さ
れ
る
日
か
ら
そ
の
翌
営
業
日
ま
で
と
し
、
資
金
借
入
額
は

収
益
分
配
金
の
再
投
資
額
を
限
度
と
し
ま
す
。

④
借
入
金
の
利
息
は
信
託
財
産
中
よ
り
支
弁
し
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
35
条　

委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生

じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、
全
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）

第
36
条　

信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転

換
、
新
株
発
行
ま
た
は
株
主
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申

出
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の

清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当

金
お
よ
び
そ
の
他
の
未
収
入
金
で
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の

金
額
を
見
積
も
り
得
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ

れ
を
立
て
替
え
て
信
託
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

③
前
2
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託

者
と
委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め

ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
37
条　

こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
2
月
19
日
か
ら
8
月

18
日
ま
で
お
よ
び
8
月
19
日
か
ら
翌
年
2
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ

と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
1
期
計
算
期
間
は
、
平
成
19

年
1
月
31
日
か
ら
平
成
19
年
8
月
20
日
ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終

了
日
に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）

が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営

業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
第

4
条
に
規
定
す
る
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
の
終
了
日
と
し
ま

す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
38
条　

受
託
者
は
、
毎
計
算
期
間
末
に
損
益
計
算
を
行
い
、
信

託
財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出

し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
い
、
信
託

財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提

出
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
お
よ
び
監
査
費
用
）

第
39
条　

信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す

る
諸
費
用
（
監
査
費
用
、
法
律
顧
問
・
税
務
顧
問
へ
の
報
酬
、
印

刷
費
用
、
郵
送
費
用
、
広
告
費
用
、
格
付
費
用
等
を
含
み
ま
す
。）

お
よ
び
受
託
者
の
立
替
え
た
立
替
金
の
利
息
（
以
下
「
諸
経
費
」

と
い
い
ま
す
。）
は
、
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産
中
か
ら

支
払
わ
れ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
信
託
事
務
の
処
理
等
に
有
す
る

諸
費
用
の
支
払
い
を
信
託
財
産
の
た
め
に
行
い
、
支
払
金
額

の
支
払
い
を
信
託
財
産
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
場
合
、
委
託
者
は
、
現
に
信
託
財
産
の
た
め
に
支
払
っ
た

金
額
の
支
払
い
を
受
け
る
際
に
、
あ
ら
か
じ
め
受
領
す
る
金

額
に
上
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
委
託
者
は

実
際
に
支
払
う
金
額
の
支
払
い
を
受
け
る
代
わ
り
に
、
か
か

る
諸
費
用
の
金
額
を
あ
ら
か
じ
め
合
理
的
に
見
積
も
っ
た
う

え
で
、
実
際
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
費
用
額
を
上
限
と
し
て
固

定
率
ま
た
は
固
定
金
額
に
て
信
託
財
産
か
ら
そ
の
支
払
い
を

受
け
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

③
前
項
に
お
い
て
、
諸
費
用
の
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金

額
を
定
め
る
場
合
、
委
託
者
は
信
託
財
産
の
規
模
等
を
考
慮

し
て
、
期
中
に
あ
ら
か
じ
め
委
託
者
が
定
め
た
範
囲
内
で
か

か
る
上
限
、
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

④
第
2
項
に
お
い
て
諸
費
用
の
固
定
率
ま
た
は
固
定
金
額
を
定

め
る
場
合
、
か
か
る
諸
費
用
の
額
は
、
第
37
条
に
規
定
す
る

計
算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
に
応

じ
て
計
上
さ
れ
ま
す
。
か
か
る
諸
費
用
は
、
毎
計
算
期
末
ま

た
は
信
託
終
了
の
時
に
信
託
財
産
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

（
信
託
報
酬
等
の
総
額
）

第
40
条　

委
託
者
お
よ
び
受
託
者
の
信
託
報
酬
の
総
額
は
、
第
37

条
に
規
定
す
る
計
算
期
間
を
通
じ
て
毎
日
、
信
託
財
産
の
純
資
産

総
額
に
年
1
0
，0
0
0
分
の
1
8
8
の
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

し
ま
す
。

②
前
項
の
信
託
報
酬
は
、
毎
計
算
期
末
ま
た
は
信
託
終
了
の
と

き
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
す
る
も
の
と
し
、
委
託
者
と
受
託

者
と
の
間
の
配
分
は
別
に
定
め
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
第
1
項
の
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を

信
託
報
酬
支
弁
の
と
き
に
信
託
財
産
中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
）

第
41
条　

信
託
財
産
か
ら
生
ず
る
毎
計
算
期
末
に
お
け
る
利
益

は
、
次
の
方
法
に
よ
り
処
理
し
ま
す
。

1
配
当
金
、
利
金
、
貸
付
有
価
証
券
に
係
る
品
貸
料
お
よ
び
こ

れ
ら
に
類
す
る
収
益
か
ら
支
払
利
息
を
控
除
し
た
額
（
以
下

「
配
当
等
収
益
」
と
い
い
ま
す
。）
か
ら
、
諸
経
費
、
信
託
報

酬
お
よ
び
当
該
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金

額
を
控
除
し
た
後
、
そ
の
残
金
を
受
益
者
に
分
配
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
な
お
、
次
期
以
降
の
分
配
金
に
あ
て
る
た
め
、

そ
の
一
部
を
分
配
準
備
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

2
売
買
損
益
に
評
価
損
益
を
加
減
し
た
利
益
金
額
（
以
下
「
売

買
益
」
と
い
い
ま
す
。）
は
、
諸
経
費
、
信
託
報
酬
お
よ
び

当
該
信
託
報
酬
に
係
る
消
費
税
等
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除

し
、
繰
越
欠
損
金
の
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
売
買
益
を

も
っ
て
補
て
ん
し
た
後
、
受
益
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
な
お
、
次
期
以
降
の
分
配
に
あ
て
る
た
め
、
分
配
準

備
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
毎
計
算
期
間
末
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
つ
き
生
じ
た
損

失
は
、
次
期
に
繰
り
越
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
払
い
込
み

と
支
払
い
に
関
す
る
受
託
者
の
免
責
）

第
42
条　

受
託
者
は
、
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
（
信
託
終
了

時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
総
口
数
で
除
し

て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
つ
い
て
は
第
43
条
第

1
項
お
よ
び
第
3
項
に
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す
る
支
払
開
始
日
ま
で

に
、
一
部
解
約
金
に
つ
い
て
は
第
43
条
第
4
項
に
規
定
す
る
支
払

日
ま
で
に
、
そ
の
全
額
を
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等
に
払

い
込
み
ま
す
。
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②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金

口
座
等
に
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
を
払

い
込
ん
だ
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の

責
に
任
じ
ま
せ
ん
。

（
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
）

第
43
条　

収
益
分
配
金
は
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
後
1
ヵ
月
以
内

の
委
託
者
の
指
定
す
る
日
か
ら
、
毎
計
算
期
間
の
末
日
に
お
い
て

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受

益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
お

い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま

す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か
る
計
算
期
間
の
末
日
以
前

に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
委
託
者

の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で
記
載
ま

た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申

込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
定
め
る
契
約
に
基
づ
い

て
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
受
益
者
に
対
し
て
は
、
受
託

者
が
委
託
者
の
指
定
す
る
預
金
口
座
等
に
払
い
込
む
こ
と
に

よ
り
、
原
則
と
し
て
、
毎
計
算
期
間
終
了
日
の
翌
営
業
日

に
、
収
益
分
配
金
が
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び

登
録
金
融
機
関
に
交
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
の

指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、
受
益
者
に

対
し
遅
滞
な
く
収
益
分
配
金
の
再
投
資
に
か
か
る
受
益
権
の

売
付
け
を
行
い
ま
す
。
当
該
売
付
け
に
よ
り
増
加
し
た
受
益

権
は
、
第
10
条
第
3
項
の
規
定
に
し
た
が
い
、
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す

③
償
還
金
は
、
信
託
終
了
日
後
1
ヵ
月
以
内
の
委
託
者
の
指
定

す
る
日
か
ら
、
信
託
終
了
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替

口
座
簿
に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
信
託
終

了
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か

る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
信
託
終
了
日
以
前
に

設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金
支
払
前
の
た
め
委
託

者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま
た
は
登
録
金
融
機
関
の
名
義
で

記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と

し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に
支
払
い
ま
す
。
な
お
、

当
該
受
益
者
は
、
そ
の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関

等
に
対
し
て
委
託
者
が
こ
の
信
託
の
償
還
を
す
る
の
と
引
き

換
え
に
、
当
該
償
還
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同
口
数
の
抹

消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た
が
い

当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記

載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

④
一
部
解
約
金
は
、
第
46
条
第
1
項
の
受
益
者
の
請
求
を
受
付

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
原
則
と
し
て
7
営
業
日
目
か
ら
当

該
受
益
者
に
支
払
い
ま
す
。

⑤
前
各
項（
第
2
項
を
除
き
ま
す
。）に
規
定
す
る
収
益
分
配
金
、

償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
支
払
い
は
、
委
託
者
の
指
定

す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
の
営
業
所
等
に
お
い

て
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

⑥
収
益
分
配
金
、
償
還
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
に
係
る
収
益
調

整
金
は
、
原
則
と
し
て
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価

額
等
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑦
前
項
に
規
定
す
る
「
収
益
調
整
金
」
と
は
、
所
得
税
法
施
行

令
第
27
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
各
受
益
者
毎
の
信
託

時
の
受
益
権
の
価
額
と
元
本
と
の
差
額
を
い
い
、
原
則
と
し

て
、
追
加
信
託
の
つ
ど
当
該
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、

収
益
分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、「
各

受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
等
」
と
は
、
原
則
と

し
て
、
各
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
を
い
い
、

追
加
信
託
の
つ
ど
当
該
口
数
に
よ
り
加
重
平
均
さ
れ
、
収
益

分
配
の
つ
ど
調
整
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
収
益
分
配
金
お
よ
び
償
還
金
の
時
効
）

第
44
条　

受
益
者
が
、
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
第
43
条
第
1
項
に

規
定
す
る
支
払
開
始
日
か
ら
5
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い

と
き
、
な
ら
び
に
償
還
金
に
つ
い
て
第
43
条
第
3
項
に
規
定
す
る

支
払
開
始
日
か
ら
10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、

そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
者
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託

者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
買
取
り
）

第
45
条　

委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関

は
、
受
益
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
証
券
会
社
お
よ
び
登

録
金
融
機
関
が
定
め
る
単
位
を
も
っ
て
そ
の
受
益
権
を
買
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等

の
休
業
日
に
は
、
受
益
権
の
買
取
請
求
の
受
付
け
は
行
い
ま
せ

ん
。②

前
項
の
場
合
、
受
益
権
の
買
取
価
額
は
、
買
取
請
求
を
受
付

け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
か
ら
当
該
買
取
り
に
関
し

て
当
該
買
取
り
を
行
う
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ

び
登
録
金
融
機
関
に
係
る
源
泉
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
金
額

を
控
除
し
た
額
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
は
、

証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、

デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制

の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政
治
体
制
の

変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は
流
動
性
の

極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え

第
1
項
に
よ
る
受
益
権
の
買
取
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と

お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
受
益
権
の
買
取
の
受
付
け
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
前
項
に
よ
り
受
益
権
の
買
取
り
の
受
付
け
が
中
止
さ
れ
た
場

合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た
当
日
の

買
取
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
受
益
者
が
そ
の
買

取
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
の
買
取
価

額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額

の
計
算
日
に
買
取
り
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
第
2
項
の
規

定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

（
一
部
解
約
）

第
46
条　

受
益
者
（
第
45
条
第
1
項
に
お
け
る
委
託
者
の
指
定
す

る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
を
含
み
ま
す
。
以
下
本
条
に

お
い
て
同
じ
。）
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託

者
に
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
お
よ
び
登
録
金
融
機
関
が

定
め
る
単
位
を
も
っ
て
一
部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
の
休
業

日
に
は
、
一
部
解
約
の
実
行
請
求
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た

場
合
に
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。
な
お
、

前
項
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ
の

口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益

者
の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
者
が

行
う
の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の

口
数
と
同
口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法

の
規
定
に
し
た
が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当

該
口
数
の
減
少
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

③
前
項
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を

受
付
け
た
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

④
信
託
契
約
の
一
部
解
約
に
係
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を

受
益
者
が
す
る
と
き
は
、
委
託
者
の
指
定
す
る
証
券
会
社
ま

た
は
登
録
金
融
機
関
に
対
し
、
振
替
受
益
権
を
も
っ
て
行
う

も
の
と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態

（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍

結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大

な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
第
1
項

に
よ
る
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ

と
お
よ
び
す
で
に
受
付
け
た
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受

付
け
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
前
項
に
よ
り
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
が
中
止
さ

れ
た
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た

当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な

い
場
合
に
は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該

受
付
中
止
を
解
除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
第
3
項

の
規
定
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価
額
と
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
47
条　

委
託
者
は
、
第
4
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
終
了
日
前
に

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
に
有
利
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
、
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と

き
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
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信
託
約
款

託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委

託
者
は
あ
ら
か
じ
め
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け

出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、

受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、

信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を

監
督
官
庁
に
届
け
出
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
2
項
の
事
項
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
解
約

し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書

面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て

交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受

益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、

公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
1
項
お
よ
び
第
2
項
に
基
づ
く
信
託
契
約
の
解
約
を

し
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
は
、
前
項
に
基
づ
き
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ

の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に

対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を

行
い
ま
せ
ん
。

⑦
前
3
項
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照
ら
し
、
真
に
や

む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
第
4
項

の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告
お
よ
び
書
面

の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ
ん
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
48
条　

委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の

命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を

解
約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
52
条
の
規
定
に
し
た
が

い
ま
す
。

（
委
託
者
の
登
録
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
49
条　

委
託
者
が
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
し
を
受
け
た
と

き
、
解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者

は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約

に
関
す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に
引

き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
52
条
第

4
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
会
社

と
受
託
者
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
50
条　

委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
51
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞

任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
者
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場
合
、

そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
者
ま
た
は
受
益
者

は
、
裁
判
所
に
受
託
者
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
託
者
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所
が
受
託
者
を
解
任
し

た
場
合
、
委
託
者
は
、
第
52
条
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
者

を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
信

託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
52
条　

委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と

き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容

を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
も

の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ

び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し

た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て

の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し

て
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
1
項
に
基
づ
く
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ

ん
。

⑤
委
託
者
は
、
前
項
に
基
づ
き
こ
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な

い
こ
と
と
し
た
と
き
は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由

を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ

の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に

対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
公
告
を
行

い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
53
条　

第
47
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に

規
定
す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
47
条
第

4
項
ま
た
は
前
条
第
3
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て

異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
に
帰
属
す
る

受
益
権
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

（
公
告
）

第
54
条　

委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済

新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

（
質
権
口
記
載
又
は
記
録
の
受
益
権
の
取
り
扱
い
）

第
55
条　

振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
の
質
権
口
に
記
載
ま
た
は

記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
権
に
か
か
る
収
益
分
配
金
の
支
払
い
、
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
、
一
部
解
約
金
お
よ
び
償
還
金

の
支
払
い
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
約
款
に
よ
る
ほ
か
、
民
法
そ
の

他
の
法
令
等
に
し
た
が
っ
て
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
56
条　

こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き

は
、
委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

上
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

平
成
19
年
１
月
31
日
（
信
託
契
約
締
結
日
）

委
託
者　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者　

り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社

Ⅰ 

別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等

信
託
約
款
第
12
条
第
1
項
、
第
45
条
第
１
項
お
よ
び
第
46
条
第

１
項
に
お
け
る
「
別
に
定
め
る
現
地
の
証
券
取
引
所
等
」
と
は

次
の
も
の
と
し
ま
す
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行



47

信
託
約
款

運
用
の
基
本
方
針

信
託
約
款
第
15
条
に
基
づ
き
委
託
者
の
定
め
る
運
用
の
基
本
方
針

は
、
次
の
も
の
と
し
ま
す
。

１
基
本
方
針

こ
の
投
資
信
託
は
、
信
託
財
産
の
中
長
期
的
な
成
長
を
め
ざ
し
て

運
用
を
行
い
ま
す
。

２
運
用
方
法

⑴ 

投
資
対
象

主
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
（
香
港
を

含
む
）な
ど
新
興
国（
以
下「
主
要
投
資
対
象
国
」と
い
い
ま
す
。）

の
い
ず
れ
か
の
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
16

項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引
法
第

2
条
第
8
項
第
3
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市
場
を

「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の
売
買
ま

た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号
も
し
く
は
同
項

第
5
号
の
取
引
を
行
な
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開
設
す
る

も
の
を
「
証
券
取
引
所
」
と
い
い
ま
す
。）
に
上
場
（
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
含
み
ま
す
。）
さ
れ
て
い
る
株
式
お
よ
び
預
託

証
書
等
（
以
下
総
称
し
て
「
株
式
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
う
ち
、

主
要
投
資
対
象
国
に
お
い
て
主
た
る
企
業
活
動
を
展
開
す
る
企

業
、
本
店
が
所
在
す
る
企
業
の
株
式
等
を
主
要
投
資
対
象
と
し

ま
す
。

 

⑵ 
投
資
態
度

①
高
い
経
済
成
長
が
期
待
さ
れ
て
い
る
主
要
投
資
対
象
国
の
企

業
の
株
式
等
に
投
資
し
ま
す
。

②
主
要
投
資
対
象
国
で
主
た
る
企
業
活
動
を
展
開
す
る
先
進
国

の
企
業
の
株
式
等
や
先
進
国
の
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て

い
る
主
要
投
資
対
象
国
の
企
業
の
株
式
等
に
投
資
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

③
株
式
へ
の
投
資
に
あ
た
っ
て
は
、
収
益
性
・
成
長
性
な
ど
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
選
択
し
た
銘
柄
に
投
資
し
ま
す
。

④
外
貨
建
資
産
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
為
替
ヘ
ッ
ジ
は
行

い
ま
せ
ん
。

⑤
信
託
財
産
が
運
用
対
象
と
す
る
有
価
証
券
の
価
格
変
動
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
た
め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変

動
リ
ス
ク
も
し
く
は
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、

ま
た
は
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す

る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取

引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ
シ
ョ
ン

取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る
オ
プ
シ

ョ
ン
取
引
、
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券

先
物
取
引
、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、
有
価
証
券
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
通
貨
に
係
る
先
物
取
引
、
通
貨
に
係
る
オ
プ

シ
ョ
ン
取
引
、
金
利
に
係
る
先
物
取
引
お
よ
び
金
利
に
係
る

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
と
類
似
の
取
引
（
以
下
「
有
価
証
券
先
物

取
引
等
」
と
い
い
ま
す
。）
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑥
市
況
動
向
お
よ
び
資
金
動
向
等
に
よ
っ
て
は
、
上
記
の
よ
う

な
運
用
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑶ 

投
資
制
限

①
株
式
へ
の
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

②
外
貨
建
資
産
へ
の
投
資
割
合
に
は
制
限
を
設
け
ま
せ
ん
。

③
投
資
信
託
証
券
へ
の
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総

額
の
5
％
以
下
と
し
ま
す
。

④
同
一
銘
柄
の
株
式
へ
の
投
資
割
合
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信

託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

⑤
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
へ

の
投
資
割
合
は
、
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と

し
ま
す
。

⑥
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
、
な
ら
び
に
新
株
予
約
権
付
社
債
の

う
ち
会
社
法
第
2
3
6
条
第
1
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新

株
予
約
権
付
社
債
に
つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と

当
該
新
株
予
約
権
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と

を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行

前
の
旧
商
法
第
3
4
1
条
ノ
3
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8

号
の
定
め
が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債

型
新
株
予
約
権
付
社
債
」と
い
い
ま
す
。）へ
の
投
資
割
合
は
、

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
20
％
以
下
と
し
ま
す
。

（
信
託
の
種
類
、
委
託
者
お
よ
び
受
託
者
）

第
1
条　

こ
の
信
託
は
、
そ
の
受
益
権
を
他
の
投
資
信
託
の
受
託

者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
証
券
投
資
信
託
で
あ
り
、

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
を
委
託
者
と

し
、
り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社
を
受
託
者
と
し
ま
す
。

②
こ
の
信
託
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
の
対
抗

要
件
に
関
す
る
事
項
を
除
き
、
信
託
法
（
大
正
11
年
法
律
第

62
号
）
の
適
用
を
受
け
ま
す
。

親投資信託

DWS世界新興国株式マザーファンド

約 款

親
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド　

約
款

親
投
資
信
託

Ｄ
Ｗ
Ｓ
世
界
新
興
国
株
式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド　

約
款

Deutsche Asset Management
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信
託
約
款

（
信
託
事
務
の
委
託
）

第
2
条　

受
託
者
は
、
信
託
法
第
26
条
第
1
項
に
基
づ
く
信
託
事

務
の
委
任
と
し
て
、
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部
に
つ
い
て
、
金
融

機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
第
1
条
第
1
項
の
規

定
に
よ
る
信
託
業
務
の
兼
営
の
認
可
を
受
け
た
一
の
金
融
機
関

（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
に
て
準
用
す
る
信
託
業
法
第
29
条
第
2
項
第
1
号
に

規
定
す
る
利
害
関
係
人
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
を
含
み
ま

す
。）
と
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

②
前
項
に
お
け
る
利
害
関
係
人
に
対
す
る
業
務
の
委
託
に
つ
い

て
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が
な
い
場
合

に
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
の
目
的
、
金
額
お
よ
び
追
加
信
託
金
の
限
度
額
）

第
3
条　

委
託
者
は
、
金
1
，0
0
0
億
円
を
上
限
と
し
て
受
益
者

の
た
め
に
利
殖
の
目
的
を
も
っ
て
信
託
し
、
受
託
者
は
こ
れ
を
引

き
受
け
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
金
1
兆
円
を
限
度
と

し
て
信
託
金
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
追
加

信
託
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
受
託
者
は
そ
の
引
き
受
け
を
証

す
る
書
面
を
委
託
者
に
交
付
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
前
項
の
限
度
額
を
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
期
間
）

第
4
条　

こ
の
信
託
の
期
間
は
、
信
託
契
約
締
結
日
か
ら
第
41
条

第
1
項
お
よ
び
第
2
項
、
第
44
条
第
1
項
、
第
45
条
第
1
項
、
第

47
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
る
信
託
期
間
終
了
日
ま
で
と
し
ま
す
。

（
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘
の
種
類
）

第
5
条　

こ
の
信
託
に
係
る
受
益
証
券
の
取
得
申
込
み
の
勧
誘

は
、
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
3
項
第
2
号
イ
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
し
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
2
条
第

9
項
で
定
め
る
適
格
機
関
投
資
家
私
募
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

（
受
益
者
）

第
6
条　

こ
の
信
託
の
元
本
お
よ
び
収
益
の
受
益
者
は
、
こ
の
信

託
の
受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
の
証
券
投
資
信
託
の
受
託
者
で
あ
る
信
託

業
務
を
営
む
銀
行
と
し
ま
す
。

（
受
益
権
の
分
割
お
よ
び
再
分
割
）

第
7
条　

委
託
者
は
、
第
3
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
に

つ
い
て
は
、
1
，0
0
0
億
口
を
上
限
と
し
て
、
追
加
信
託
に
よ
っ

て
生
じ
た
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
追
加
信
託
の
つ
ど
第
8

条
第
1
項
の
追
加
口
数
に
、
そ
れ
ぞ
れ
均
等
に
分
割
し
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
受
託
者
と
合
意
の
う
え
、
一
定
日
現
在
の
受
益

権
を
均
等
に
再
分
割
で
き
ま
す
。

（
追
加
信
託
の
価
額
お
よ
び
口
数
、
基
準
価
額
の
計
算
方
法
）

第
8
条　

追
加
信
託
金
は
、
追
加
信
託
を
行
う
日
の
追
加
信
託
ま

た
は
信
託
契
約
の
一
部
解
約
（
以
下
「
一
部
解
約
」
と
い
い
ま
す
。）

の
処
理
を
行
う
前
の
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代

用
有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信

託
協
会
規
則
に
従
っ
て
時
価
ま
た
は
一
部
償
却
原
価
法
に
よ
り
評

価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総
額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
て

得
た
金
額
（
以
下
「
純
資
産
総
額
」
と
い
い
ま
す
。）
を
、
追
加

信
託
ま
た
は
一
部
解
約
を
行
う
前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し
て
得

た
金
額
に
、
当
該
追
加
信
託
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た
額

と
し
ま
す
。
な
お
、
外
貨
建
資
産
（
外
国
通
貨
表
示
の
有
価
証
券

（
以
下
「
外
貨
建
有
価
証
券
」
と
い
い
ま
す
。）、
預
金
そ
の
他
の

資
産
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
円
換
算
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売
買
相
場
の

仲
値
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
。

②
第
25
条
に
規
定
す
る
予
約
為
替
の
評
価
は
、
原
則
と
し
て
わ

が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売
買
相
場
の
仲
値
に

よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
信
託
日
時
の
異
な
る
受
益
権
の
内
容
）

第
9
条　

こ
の
信
託
の
受
益
権
は
、
信
託
の
日
時
を
異
に
す
る
こ

と
に
よ
り
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
お
よ
び
種
類
）

第
10
条　

委
託
者
は
、
第
7
条
の
規
定
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
受
益

権
を
表
示
す
る
記
名
式
の
受
益
証
券
を
発
行
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
発
行
す
る
受
益
証
券
は
、
1
口
の
整
数
倍
の
口
数

を
表
示
し
た
受
益
証
券
と
し
ま
す
。

③
受
益
者
は
、
当
該
受
益
証
券
を
他
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

（
受
益
証
券
の
発
行
に
つ
い
て
の
受
託
者
の
認
証
）

第
11
条　

委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
証
券
を
発
行
す

る
と
き
は
、
そ
の
発
行
す
る
受
益
証
券
が
こ
の
信
託
約
款
に
適
合

す
る
旨
の
受
託
者
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

②
前
項
の
認
証
は
、
受
託
者
の
代
表
取
締
役
が
そ
の
旨
を
受
益

証
券
に
記
載
し
記
名
捺
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。

(

投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類)

第
12
条　

こ
の
信
託
に
お
い
て
投
資
の
対
象
と
す
る
資
産
の
種
類

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。

１
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
（「
特
定
資
産
」
と
は
、
投
資
信
託

及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
2
条
第
1
項
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

イ
有
価
証
券

ロ
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
権
利
（
金
融
商
品
取
引
法
第

2
条
第
20
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
い
、
約
款
第
20
条
お

よ
び
第
21
条
に
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

ハ
金
銭
債
権

ニ
約
束
手
形

2
次
に
掲
げ
る
特
定
資
産
以
外
の
資
産

イ
為
替
手
形

（
運
用
の
指
図
範
囲
等
）

第
13
条　

委
託
者
（
第
16
条
第
1
項
に
規
定
す
る
委
託
者
か
ら
運

用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
の
委
託
を
受
け
た
者
を
含
み
ま
す
。
以

下
、
第
15
条
、
第
17
条
か
ら
第
23
条
、
第
25
条
、
第
30
条
か
ら
第

32
条
ま
で
同
じ
。）
は
、
信
託
金
を
、
主
と
し
て
次
の
有
価
証
券

（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と

み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
権
利
を
除
き
ま
す
。）
に
投
資

す
る
こ
と
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

1
株
券
ま
た
は
新
株
引
受
権
証
書

2
国
債
証
券

3
地
方
債
証
券

4
特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

5
社
債
券
（
新
株
引
受
権
証
券
と
社
債
券
と
が
一
体
と
な
っ
た

新
株
引
受
権
付
社
債
券
（
以
下
「
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社

債
券
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
引
受
権
証
券
を
除
き
ま
す
。）

6
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
社
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第

2
条
第
1
項
第
4
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

7
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
出
資
証

券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
6
号
で
定
め
る
も

の
を
い
い
ま
す
。）

8
協
同
組
織
金
融
機
関
に
係
る
優
先
出
資
証
券
（
金
融
商
品
取

引
法
第
2
条
第
1
項
第
7
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

9
資
産
の
流
動
化
に
係
る
優
先
出
資
証
券
ま
た
は
新
優
先
出
資

引
受
権
を
表
示
す
る
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1

項
第
8
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

10
資
産
の
流
動
化
に
係
る
特
定
目
的
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融

商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
13
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い

ま
す
。）

11
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー

12
新
株
引
受
権
証
券
（
分
離
型
新
株
引
受
権
付
社
債
券
の
新
株

引
受
権
証
券
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
お
よ
び
新
株
予

約
権
証
券

13
外
国
ま
た
は
外
国
の
者
の
発
行
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
で
、

前
各
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
性
質
を
有
す
る
も
の

14
投
資
信
託
ま
た
は
外
国
投
資
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品

取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
10
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま

す
。）

15
投
資
証
券
ま
た
は
外
国
投
資
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2

条
第
1
項
第
11
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。）
で
次
号
で
定
め
る
も
の
以
外
の
も
の

16
投
資
法
人
債
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
11
号

で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
号
に
お
い
て
同
じ
。）

ま
た
は
外
国
投
資
証
券
で
投
資
法
人
債
券
に
類
す
る
証
券
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信
託
約
款

17
外
国
貸
付
債
権
信
託
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条

第
1
項
第
18
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

18
オ
プ
シ
ョ
ン
を
表
示
す
る
証
券
ま
た
は
証
書
（
金
融
商
品
取

引
法
第
2
条
第
1
項
第
19
号
で
定
め
る
も
の
を
い
い
、
有
価

証
券
に
係
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

19
預
託
証
書
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
20
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

20
外
国
法
人
が
発
行
す
る
譲
渡
性
預
金
証
書

21
指
定
金
銭
信
託
の
受
益
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第

1
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券
に

限
り
ま
す
。）

22
抵
当
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
16
号
で
定

め
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

23
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条

第
1
項
第
14
号
で
定
め
る
受
益
証
券
発
行
信
託
の
受
益
証
券

に
表
示
さ
れ
る
べ
き
も
の

24
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有

す
る
も
の

な
お
、
第
1
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
お
よ
び
第
13
号
な
ら
び
に
第

19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
１
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の

性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
株
式
」
と
い
い
、
第
2
号
か
ら
第

6
号
ま
で
の
証
券
な
ら
び
に
第
16
号
の
証
券
お
よ
び
第
13
号
な
ら

び
に
第
19
号
の
証
券
ま
た
は
証
書
の
う
ち
第
2
号
か
ら
第
6
号
ま

で
の
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
下
「
公
社
債
」
と
い
い
、

第
14
号
お
よ
び
第
15
号
の
証
券
を
以
下
「
投
資
信
託
証
券
」
と
い

い
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
信
託
金
を
、
前
項
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
金
融
商
品
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第

2
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
る
同
項
各
号
に

掲
げ
る
権
利
を
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
運
用
す

る
こ
と
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1
預
金

2
指
定
金
銭
信
託
（
金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
1
項
第
14

号
に
規
定
す
る
受
益
証
券
発
行
信
託
を
除
き
ま
す
。）

3
コ
ー
ル
・
ロ
ー
ン

4
手
形
割
引
市
場
に
お
い
て
売
買
さ
れ
る
手
形

5
貸
付
債
権
信
託
受
益
権
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
第
２

条
第
2
項
第
1
号
で
定
め
る
も
の

6
外
国
の
者
に
対
す
る
権
利
で
前
号
の
権
利
の
性
質
を
有
す

る
も
の

③
第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
信
託
の
設
定
、
解

約
、
償
還
、
投
資
環
境
の
変
動
等
へ
の
対
応
等
、
委
託
者
が

運
用
上
必
要
と
認
め
る
と
き
に
は
、
委
託
者
は
信
託
金
を
主

と
し
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
金
融
商
品
に
よ
り
運
用
す
る
こ

と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

④
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
投
資
信
託
証
券
の
時
価
総

額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
1
0
0
分
の
5
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

（
受
託
者
の
自
己
ま
た
は
利
害
関
係
人
等
と
の
取
引
）

第
14
条　

受
託
者
は
、
受
益
者
の
保
護
に
支
障
を
生
じ
る
こ
と
が

な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
信
託
業
法
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
な
ら
び
に
関
連
法
令
に
反
し
な
い
場
合
に
は
、
委

託
者
の
指
図
に
よ
り
、
信
託
財
産
と
、
受
託
者
お
よ
び
受
託
者
の

利
害
関
係
人
、
第
26
条
第
１
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の
委
託
先
お

よ
び
そ
の
利
害
関
係
人
ま
た
は
受
託
者
に
お
け
る
他
の
信
託
財
産

と
の
間
で
、
第
12
条
お
よ
び
第
13
条
第
1
項
お
よ
び
第
2
項
に
定

め
る
資
産
へ
の
投
資
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
前
項
の
取
扱
い
は
、
第
19
条
か
ら
第
21
条
ま
で
、
第
23
条
、

第
25
条
、
第
30
条
お
よ
び
第
31
条
に
お
け
る
委
託
者
の
指
図

に
よ
る
取
引
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
ま
す
。

（
運
用
の
基
本
方
針
）

第
15
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
別
に

定
め
る
運
用
の
基
本
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
指
図
を
行
い
ま

す
。

（
運
用
の
権
限
委
託
）

第
16
条　

委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限
を
次
の
者
に

委
託
し
ま
す
。

商　

号
： 

デ
ィ
ー
・
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
エ
ス
・
フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
サ

ー
ビ
ス
・
ゲ
ー
・
エ
ム
・
ベ
ー
・
ハ
ー

所
在
地
： 

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
、
D-

6
0
3
2
7

マ
イ
ン
ツ
ァ
ー
・
ラ
ン
ト
通
り
1
7
8-

1
9
0

②
前
項
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
け
る
報
酬
は
、
か
か
る
者
と

委
託
者
と
の
間
で
別
途
合
意
し
た
取
り
決
め
に
基
づ
く
も
の

と
し
、
信
託
財
産
か
ら
の
直
接
的
な
支
弁
は
行
い
ま
せ
ん
。

③
第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
1
項
に
よ
り
委
託
を
受

け
た
者
が
、
法
令
に
違
反
し
た
場
合
、
こ
の
信
託
契
約
に
違

反
し
た
場
合
、
信
託
財
産
に
重
大
な
損
失
を
生
ぜ
し
め
た
場

合
等
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
運
用
の
指
図
に
関
す
る
権
限

の
委
託
を
中
止
ま
た
は
委
託
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

（
投
資
す
る
株
式
等
の
範
囲
）

第
17
条　

委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指
図
す
る
株
式
、
新
株
引

受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商

品
取
引
法
第
2
条
第
16
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び

金
融
商
品
取
引
法
第
2
条
第
8
項
第
3
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金

融
商
品
市
場
を
「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証

券
の
売
買
ま
た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号
も
し

く
は
同
項
第
5
号
の
取
引
を
行
な
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を
開

設
す
る
も
の
を
「
証
券
取
引
所
」
と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
の
発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
お
よ
び

証
券
取
引
所
に
準
ず
る
市
場
に
お
い
て
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
の

発
行
会
社
の
発
行
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
株
主
割
当
ま

た
は
社
債
権
者
割
当
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券

お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
場
予
定
ま
た
は
登
録
予
定

の
株
式
、
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
で
目

論
見
書
等
に
お
い
て
上
場
ま
た
は
登
録
さ
れ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
が
投
資
す
る
こ
と
を
指

図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
株
式
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
18
条　

委
託
者
は
、
取
得
時
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
る
同

一
銘
柄
の
株
式
の
時
価
総
額
が
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
1
0
0

分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
新
株
引
受
権

証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
証
券
の
時
価
総
額
が
信
託
財
産
の

純
資
産
総
額
の
1
0
0
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
投
資

の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

（
信
用
取
引
の
指
図
範
囲
）

第
19
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
用
取
引
に
よ
り
株
券
を
売
り
付
け
る
こ
と
の
指
図
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
当
該
売
り
付
け
の
決
済
に
つ
い
て
は
、

株
券
の
引
き
渡
し
ま
た
は
買
い
戻
し
に
よ
り
行
う
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
の
信
用
取
引
の
指
図
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証

券
の
発
行
会
社
が
発
行
す
る
株
券
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
、
か
つ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
券
数
の
合
計

数
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

1
信
託
財
産
に
属
す
る
株
券
お
よ
び
新
株
引
受
権
証
書
の
権

利
行
使
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

2
株
式
分
割
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

3
有
償
増
資
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

4
売
り
出
し
に
よ
り
取
得
す
る
株
券

5
信
託
財
産
に
属
す
る
転
換
社
債
の
転
換
請
求
お
よ
び
新
株

予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
の
う
ち
会
社
法
第
2
3
6

条
第
1
項
第
3
号
の
財
産
が
当
該
新
株
予
約
権
付
社
債
に

つ
い
て
の
社
債
で
あ
っ
て
当
該
社
債
と
当
該
新
株
予
約
権

が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

明
確
に
し
て
い
る
も
の
（
以
下
会
社
法
施
行
前
の
旧
商
法

第
3
4
1
条
ノ
3
第
1
項
第
7
号
お
よ
び
第
8
号
の
定
め

が
あ
る
新
株
予
約
権
付
社
債
を
含
め
「
転
換
社
債
型
新
株

予
約
権
付
社
債
」
と
い
い
ま
す
。）
の
新
株
予
約
権
に
限

り
ま
す
。）
の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

6
信
託
財
産
に
属
す
る
新
株
引
受
権
証
券
お
よ
び
新
株
引
受

権
付
社
債
券
の
新
株
引
受
権
の
行
使
、
ま
た
は
信
託
財
産

Deutsche Asset Management
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信
託
約
款

に
属
す
る
新
株
予
約
権
証
券
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債

券
の
新
株
予
約
権
（
前
号
に
定
め
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

の
行
使
に
よ
り
取
得
可
能
な
株
券

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
有
価
証
券
を
信
用
取
引

の
委
託
保
証
金
の
代
用
と
し
て
差
し
入
れ
る
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

（
先
物
取
引
等
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
20
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回

避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物

取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
い
い
ま
す
。）、
有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
（
金
融
商
品
取

引
法
第
28
条
第
8
項
第
3
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）

お
よ
び
有
価
証
券
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条

第
8
項
第
3
号
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
い
い
ま
す
。）
な
ら
び
に
外

国
の
取
引
所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
行
う
こ

と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
選
択
権
取
引
は
、

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
含
め
る
も
の
と
し
ま
す
（
以
下
同
じ
。）。

②
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る

先
物
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引
所
に
お
け
る
通
貨
に
係
る

先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
を
行
う
こ
と
の
指
図
を

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、

な
ら
び
に
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
を

回
避
す
る
た
め
、
わ
が
国
の
取
引
所
に
お
け
る
金
利
に
係
る

先
物
取
引
お
よ
び
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
な
ら
び
に
外
国
の
取
引

所
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
取
引
と
類
似
の
取
引
を
行
う
こ
と
の

指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
運
用
指
図
・
目
的
・
範
囲
）

第
21
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
の
効
率
的
な
運

用
に
資
す
る
た
め
、
な
ら
び
に
価
格
変
動
リ
ス
ク
お
よ
び
為
替
変

動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、
異
な
っ
た
通
貨
、
異
な
っ
た
受
取

金
利
ま
た
は
異
な
っ
た
受
取
金
利
と
そ
の
元
本
を
一
定
の
条
件
の

も
と
に
交
換
す
る
取
引
（
以
下
「
ス
ワ
ッ
プ
取
引
」
と
い
い
ま
す
。）

を
行
う
こ
と
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
取
引
の
契
約

期
限
が
、
原
則
と
し
て
第
4
条
に
規
定
す
る
信
託
期
間
を
超

え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
当
該
取
引
が
当
該
信
託

期
間
内
で
全
部
解
約
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

③
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
指
図
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
信
託
財
産
に

係
る
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
が
、
信
託
財
産
の

純
資
産
総
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。
な
お
、
信
託
財

産
の
一
部
解
約
等
の
事
由
に
よ
り
、
上
記
純
資
産
総
額
が
減

少
し
て
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
想
定
元
本
の
総
額
が
信
託
財
産

の
純
資
産
総
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
委
託

者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す
る
ス
ワ
ッ
プ
取

引
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

④
ス
ワ
ッ
プ
取
引
の
評
価
は
、
当
該
取
引
契
約
の
相
手
方
が
市

場
実
勢
金
利
等
を
も
と
に
算
出
し
た
価
額
で
評
価
す
る
も
の

と
し
ま
す
。

⑤
委
託
者
は
、
ス
ワ
ッ
プ
取
引
を
行
う
に
あ
た
り
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
担
保
の
提
供

あ
る
い
は
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
同
一
銘
柄
の
転
換
社
債
等
へ
の
投
資
制
限
）

第
22
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
同
一
銘
柄
の
転
換
社

債
、
な
ら
び
に
転
換
社
債
型
新
株
予
約
権
付
社
債
の
時
価
総
額
が

信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
の
1
0
0
分
の
20
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
投
資
の
指
図
を
し
ま
せ
ん
。

（
有
価
証
券
の
貸
付
の
指
図
お
よ
び
範
囲
）

第
23
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た

め
、
信
託
財
産
に
属
す
る
株
式
お
よ
び
公
社
債
を
次
の
各
号
の
範

囲
内
で
貸
し
付
け
の
指
図
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

1
株
式
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
株
式
の
時

価
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
株
式
の
時
価
合
計

額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

2
公
社
債
の
貸
付
は
、
貸
付
時
点
に
お
い
て
、
貸
付
公
社
債

の
額
面
金
額
の
合
計
額
が
、
信
託
財
産
で
保
有
す
る
公
社

債
の
額
面
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

②
前
項
各
号
に
規
定
す
る
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場

合
に
は
、
委
託
者
は
速
や
か
に
、
そ
の
超
え
る
額
に
相
当
す

る
契
約
の
一
部
の
解
約
を
指
図
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
有
価
証
券
の
貸
付
に
あ
た
っ
て
必
要
と
認
め
た

と
き
は
、
担
保
の
受
入
れ
の
指
図
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。

（
特
別
の
場
合
の
外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
制
限
）

第
24
条　

外
貨
建
有
価
証
券
へ
の
投
資
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の

国
際
収
支
上
の
理
由
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
外
国
為
替
予
約
取
引
の
指
図
）

第
25
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
外
貨
建
資
産
に
つ
い

て
、
当
該
外
貨
建
資
産
の
為
替
変
動
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、

外
国
為
替
の
売
買
の
予
約
取
引
を
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
信
託
業
務
の
委
託
等
）

第
26
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
と
協
議
の
う
え
、
信
託
業
務
の
一

部
に
つ
い
て
、
信
託
業
法
第
22
条
第
1
項
に
定
め
る
信
託
業
務
の

委
託
を
す
る
と
き
は
、
以
下
に
掲
げ
る
基
準
の
す
べ
て
に
適
合
す

る
も
の
（
受
託
者
の
利
害
関
係
人
を
含
み
ま
す
。）
を
委
託
先
と

し
て
選
定
し
ま
す
。

1
委
託
先
の
信
用
力
に
照
ら
し
、
継
続
的
に
委
託
業
務
の
遂

行
に
懸
念
が
な
い
こ
と

2
委
託
先
の
委
託
業
務
に
係
る
実
績
等
に
照
ら
し
、
委
託
業

務
を
確
実
に
処
理
す
る
能
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

3
委
託
さ
れ
る
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
自
己
の
固
有
財

産
そ
の
他
の
財
産
と
を
区
分
す
る
等
の
管
理
を
行
う
体
制

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

4
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
適
正
に
遂
行
す
る
た
め
の
体

制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と

②
受
託
者
は
、
前
項
に
定
め
る
委
託
先
の
選
定
に
あ
た
っ
て

は
、
当
該
委
託
先
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
前
2
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
託
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

業
務
（
裁
量
性
の
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
。）
を
、
受
託
者

お
よ
び
委
託
者
が
適
当
と
認
め
る
者
（
受
託
者
の
利
害
関
係

人
を
含
み
ま
す
。）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

ま
す
。

1
信
託
財
産
の
保
存
に
係
る
業
務

2
信
託
財
産
の
性
質
を
変
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の

利
用
ま
た
は
改
良
を
目
的
と
す
る
業
務

3
委
託
者
（
第
16
条
に
定
め
る
運
用
の
権
限
の
委
託
先
を
含

み
ま
す
。）
の
み
の
指
図
に
よ
り
信
託
財
産
の
処
分
お
よ

び
そ
の
他
の
信
託
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
行
為

に
係
る
業
務

4
受
託
者
が
行
う
業
務
の
遂
行
に
と
っ
て
補
助
的
な
機
能
を

有
す
る
行
為

第
27
条　

（
削
除
）

（
混
蔵
寄
託
）

第
28
条　

金
融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
（
金
融
商
品
取
引
法
第
28

条
第
1
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
お
よ

び
外
国
の
法
令
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
こ
の
者
に
類
す

る
者
を
い
い
ま
す
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）
か
ら
、
売
買

代
金
お
よ
び
償
還
金
等
に
つ
い
て
円
貨
で
約
定
し
円
貨
で
決
済
す

る
取
引
に
よ
り
取
得
し
た
外
国
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
譲
渡
性
預

金
証
書
ま
た
は
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ペ
ー
パ
ー
は
、
当
該
金
融
機
関

ま
た
は
証
券
会
社
が
保
管
契
約
を
締
結
し
た
保
管
機
関
に
当
該
金

融
機
関
ま
た
は
証
券
会
社
の
名
義
で
混
蔵
寄
託
で
き
ま
す
。

（
信
託
財
産
の
登
記
等
お
よ
び
記
載
等
の
留
保
等
）

第
29
条　

信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
信
託

財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
信
託
の
登
記
ま
た

は
登
録
を
留
保
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
前
項
た
だ
し
書
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
益
者
保
護
の
た
め
に
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信
託
約
款

委
託
者
ま
た
は
受
託
者
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か

に
登
記
ま
た
は
登
録
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

③
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
信
託
財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
旨
の

記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
受
託
者
が
認
め
る
場
合
は
、
そ
の
計
算
を
明
ら
か

に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

④
動
産
（
金
銭
を
除
き
ま
す
。）
に
つ
い
て
は
、
外
形
上
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
計
算
を
明
ら

か
に
す
る
方
法
に
よ
り
分
別
し
て
管
理
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

（
有
価
証
券
の
売
却
等
の
指
図
）

第
30
条　

委
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
の
売
却
等

の
指
図
が
で
き
ま
す
。

（
再
投
資
の
指
図
）

第
31
条　

委
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
却
代

金
等
、
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の
清
算
分
配
金
、
有

価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当
金
お
よ
び
そ
の
他
の
収

入
金
を
再
投
資
す
る
こ
と
の
指
図
が
で
き
ま
す
。

（
損
益
の
帰
属
）

第
32
条　

委
託
者
の
指
図
に
基
づ
く
行
為
に
よ
り
信
託
財
産
に
生

じ
た
利
益
お
よ
び
損
失
は
、
す
べ
て
受
益
者
に
帰
属
し
ま
す
。

（
受
託
者
に
よ
る
資
金
の
立
替
え
）

第
33
条　

信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
借
替
、
転

換
、
新
株
発
行
ま
た
は
株
主
割
当
が
あ
る
場
合
で
、
委
託
者
の
申

出
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
は
資
金
の
立
替
え
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

②
信
託
財
産
に
属
す
る
有
価
証
券
に
係
る
償
還
金
等
、
株
式
の

清
算
分
配
金
、
有
価
証
券
等
に
係
る
利
子
等
、
株
式
の
配
当

金
お
よ
び
そ
の
他
の
未
収
入
金
で
信
託
終
了
日
ま
で
に
そ
の

金
額
を
見
積
も
り
得
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
こ

れ
を
立
て
替
え
て
信
託
財
産
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

③
前
2
項
の
立
替
金
の
決
済
お
よ
び
利
息
に
つ
い
て
は
、
受
託

者
と
委
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
そ
の
つ
ど
別
に
こ
れ
を
定
め

ま
す
。

（
信
託
の
計
算
期
間
）

第
34
条　

こ
の
信
託
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
8
月
19
日
か
ら
翌
年

8
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
第
１

期
計
算
期
間
は
、
平
成
19
年
1
月
31
日
か
ら
平
成
19
年
8
月
20
日

ま
で
と
し
ま
す
。

②
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終

了
日
に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）

が
休
業
日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営

業
日
と
し
、
そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
最
終
計
算
期
間
の
終
了
日
は
第

4
条
に
規
定
す
る
こ
の
信
託
の
計
算
期
間
の
終
了
日
と
し
ま

す
。

（
信
託
財
産
に
関
す
る
報
告
）

第
35
条　

受
託
者
は
、
毎
計
算
期
末
に
損
益
計
算
を
行
い
、
信
託

財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提
出
し

ま
す
。

②
受
託
者
は
、
信
託
終
了
の
と
き
に
最
終
計
算
を
行
い
、
信
託

財
産
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
委
託
者
に
提

出
し
ま
す
。

（
信
託
事
務
の
諸
費
用
）

第
36
条　

信
託
財
産
に
関
す
る
租
税
、
信
託
事
務
の
処
理
に
要
す

る
諸
費
用
お
よ
び
受
託
者
の
立
て
替
え
た
立
替
金
の
利
息
（
以
下

「
諸
経
費
」
と
い
い
ま
す
。）
は
受
益
者
の
負
担
と
し
、
信
託
財
産

中
か
ら
支
弁
し
ま
す
。

（
信
託
報
酬
）

第
37
条　

委
託
者
お
よ
び
受
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
し
信

託
報
酬
を
収
受
し
ま
せ
ん
。

（
利
益
の
留
保
）

第
38
条　

信
託
財
産
か
ら
生
じ
る
利
益
は
、
信
託
終
了
時
ま
で
信

託
財
産
中
に
留
保
し
、
期
中
の
分
配
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
追
加
信
託
金
お
よ
び
一
部
解
約
金
の
計
理
処
理
）

第
39
条　

追
加
信
託
金
ま
た
は
信
託
の
一
部
解
約
金
は
、
当
該
金

額
と
元
本
に
相
当
す
る
金
額
と
の
差
額
を
、
追
加
信
託
に
あ
っ
て

は
追
加
信
託
差
金
、
信
託
の
一
部
解
約
に
あ
っ
て
は
解
約
差
金
と

し
て
処
理
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
一
部
解
約
）

第
40
条　

委
託
者
は
、
受
益
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ

の
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
し
ま
す
。

②
解
約
金
は
、
一
部
解
約
を
行
う
日
の
一
部
解
約
ま
た
は
追
加

信
託
の
処
理
を
行
う
前
の
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
一
部

解
約
ま
た
は
追
加
信
託
を
行
う
前
の
受
益
権
総
口
数
で
除
し

た
金
額
に
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
を
乗
じ
た

額
と
し
ま
す
。

（
信
託
契
約
の
解
約
）

第
41
条　

委
託
者
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
、
こ
の
信
託
契
約

を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
に
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
も
し
く
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託

者
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま

す
。②

委
託
者
は
、
こ
の
信
託
の
受
益
証
券
を
投
資
対
象
と
す
る
こ

と
を
信
託
約
款
に
お
い
て
定
め
る
す
べ
て
の
証
券
投
資
信
託

が
そ
の
信
託
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の

信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
委
託
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す

る
旨
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

③
委
託
者
は
、
前
2
項
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
解

約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対

し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て

の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し

て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

④
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

⑤
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
1
項
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

⑥
委
託
者
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に

係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
信
託
契
約
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交

付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

⑦
第
4
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
2
項
の
規
定
に
基
づ

い
て
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
す
る
場
合
に
は
適
用
し
ま
せ

ん
。

（
償
還
金
の
委
託
者
へ
の
交
付
と
支
払
い
に
関
す
る
受
託
者

の
免
責
）

第
42
条　

受
託
者
は
、
信
託
が
終
了
し
た
と
き
は
、
償
還
金
（
信

託
終
了
時
に
お
け
る
信
託
財
産
の
純
資
産
総
額
を
受
益
権
口
数
で

除
し
て
得
た
額
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）
の
全
額
を
委
託
者

に
交
付
し
ま
す
。

②
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
者
に
償
還
金
を
交
付

し
た
後
は
、
受
益
者
に
対
す
る
支
払
い
に
つ
き
、
そ
の
責
に

任
じ
ま
せ
ん
。

（
償
還
金
の
支
払
い
）

第
43
条　

委
託
者
は
、
受
託
者
よ
り
償
還
金
の
交
付
を
受
け
た

後
、
受
益
証
券
と
引
換
え
に
当
該
償
還
金
を
受
益
者
に
支
払
い
ま

す
。

（
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令
）

第
44
条　

委
託
者
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の

命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を

解
約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款
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信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
48
条
の
規
定
に
従
い
ま

す
。

（
委
託
者
の
登
録
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い
）

第
45
条　

委
託
者
が
、
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
を
受
け
た
と

き
、
解
散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
者

は
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

②
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契
約

に
関
す
る
委
託
者
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に
引

き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
第
48
条
第

4
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
会
社

と
受
託
者
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

（
委
託
者
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い
）

第
46
条　

委
託
者
は
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と

が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
受
託
者
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い
）

第
47
条　

受
託
者
は
、
委
託
者
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞

任
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
者
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場
合
、

そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
者
ま
た
は
受
益
者

は
、
裁
判
所
に
受
託
者
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
託
者
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所
が
受
託
者
を
解
任
し

た
場
合
、
委
託
者
は
、
第
48
条
の
規
定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
者

を
選
任
し
ま
す
。

②
委
託
者
が
新
受
託
者
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
者
は

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

（
信
託
約
款
の
変
更
）

第
48
条　

委
託
者
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と

き
ま
た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
者
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の
内
容

を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

②
委
託
者
は
、
前
項
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大

な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨

お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者

に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る

全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則

と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
前
項
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る
者

は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ
き

旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

④
前
項
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益
権

の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き

は
、
第
1
項
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

⑤
委
託
者
は
、
当
該
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か

つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に

係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
の
信
託
約
款
に
係
る
全
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交

付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

（
反
対
者
の
買
取
請
求
権
）

第
49
条　

第
41
条
に
規
定
す
る
信
託
契
約
の
解
約
ま
た
は
前
条
に

規
定
す
る
信
託
約
款
の
変
更
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
41
条
第

4
項
ま
た
は
前
条
第
3
項
の
一
定
の
期
間
内
に
委
託
者
に
対
し
て

異
議
を
述
べ
た
受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
自
己
の
有
す
る
受

益
証
券
を
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の

手
続
に
関
す
る
事
項
は
、
第
41
条
第
3
項
ま
た
は
前
条
第
2
項
に

規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

（
利
益
相
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
受
益
者
へ
の
書
面
の

交
付
）

第
50
条　

委
託
者
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

第
13
条
第
1
項
に
定
め
る
書
面
を
交
付
し
ま
せ
ん
。

（
運
用
報
告
書
）

第
51
条　

委
託
者
は
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律

第
14
条
に
定
め
る
運
用
報
告
書
を
交
付
し
ま
せ
ん
。

（
公
告
）

第
52
条　

委
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済

新
聞
に
掲
載
し
ま
す
。

（
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い
）

第
53
条　

こ
の
信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き

は
、
委
託
者
と
受
託
者
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

上
記
条
項
に
よ
り
信
託
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

平
成
19
年
1
月
31
日
（
信
託
契
約
締
結
日
）

委
託
者　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

受
託
者　

り
そ
な
信
託
銀
行
株
式
会
社
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追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）

愛称：

投資信託説明書（請求目論見書）
2008 .5

本 書 は 金 融 商 品 取 引 法（ 昭 和 2 3 年 法 律 2 5 号 ）第 1 3 条 の 規 定 に 基 づ く 目 論 見 書 で す 。



１． 本書により行う「DWS世界新興国株式ファンド（愛称：りそな　BRICsプラ
ス）」（以下「ファンド」といいます。）の受益権の募集については、委託会社は、
金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書
を平成20年5月16日に関東財務局長に提出しており、平成20年5月17日に
その効力が発生しております。

２． 当ファンドの受益権の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券の値動きの
ほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資
家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されている
ものではありません。

３． 本書は、有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報」の内容を記載したも
のであり、投資家の請求により交付される投資信託説明書（請求目論見書）です。

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】

当ファンドは、主に外国の株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、
組入株式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を
含む信用状況等の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあり
ます。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
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フ
ァ
ン
ド
の
沿
革

手
続
等

申
込
（
販
売
）
手
続
等

申
込
（
販
売
）
手
続
等

る
契
約
ま
た
は
規
定
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
該
当
す
る
別
の
名
称
に
読

み
替
え
る
も
の
と
し
ま
す
。

② 

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
者
は
、
販
売
会
社
に
、
取
得
申
込
み
と

同
時
に
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
当
該
取
得
申
込
者
が
受
益
権
の
振
替

を
行
う
た
め
後
述
の
「
振
替
機
関
に
関
す
る
事
項
」
に
記
載
の
振

替
機
関
お
よ
び
当
該
振
替
機
関
の
下
位
の
口
座
管
理
機
関
（
社
振

法
第
2
条
に
規
定
す
る
「
口
座
管
理
機
関
」
を
い
い
、
振
替
機
関

を
含
め
、
以
下
「
振
替
機
関
等
」
と
い
い
ま
す
。）
の
口
座
を
申
し

出
る
も
の
と
し
、
当
該
口
座
に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の

増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。
な
お
、
販
売
会
社
は
、

当
該
取
得
申
込
み
の
代
金
の
支
払
い
と
引
き
換
え
に
、
当
該
口
座

に
当
該
取
得
申
込
者
に
係
る
口
数
の
増
加
の
記
載
ま
た
は
記
録
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
委
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
分
割

さ
れ
た
受
益
権
に
つ
い
て
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
へ
の
新

た
な
記
載
ま
た
は
記
録
を
す
る
た
め
社
振
法
に
定
め
る
事
項
の
振

替
機
関
へ
の
通
知
を
行
う
も
の
と
し
ま
す
。
振
替
機
関
等
は
、
委

託
会
社
か
ら
振
替
機
関
へ
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
、
社
債
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
社
振
法
」
と
い
い
ま
す
。）
の
規
定
に

し
た
が
い
、
そ
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
へ
の
新
た
な
記
載
ま
た
は

記
録
を
行
い
ま
す
。
受
託
会
社
は
、
追
加
信
託
に
よ
り
生
じ
た
受

益
権
に
つ
い
て
は
追
加
信
託
の
つ
ど
、
振
替
機
関
の
定
め
る
方
法

に
よ
り
、
振
替
機
関
へ
当
該
受
益
権
に
係
る
信
託
を
設
定
し
た
旨

の
通
知
を
行
い
ま
す
。

③ 
申
込
価
額
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
受
益

者
が
収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
は
、
各
計
算
期
間
終
了
日

（
決
算
日
）
の
基
準
価
額
と
し
ま
す
。

　

 

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

④ 

申
込
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
申
込
単
位

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照
会

先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

① 

当
フ
ァ
ン
ド
の
取
得
申
込
み
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会

社
の
営
業
日
（
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業

日
ま
た
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を

除
き
ま
す
。）
に
、
取
得
申
込
み
の
受
付
け
が
行
わ
れ
、
か
つ
当
該

取
得
申
込
み
の
受
付
け
に
係
る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
が
完

了
し
た
も
の
を
当
日
の
取
得
申
込
受
付
分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

　

 

当
フ
ァ
ン
ド
は
収
益
分
配
金
の
受
取
方
法
に
よ
り
、
収
益
の
分
配

時
に
収
益
分
配
金
を
受
け
取
る
「
一
般
コ
ー
ス
」
と
、
収
益
分
配

金
が
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
る
「
自
動
け
い
ぞ
く
投

資
コ
ー
ス
」
の
2
つ
の
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
当
フ
ァ
ン
ド
の
取

得
申
込
者
は
、
取
得
申
込
み
を
す
る
際
に
、「
一
般
コ
ー
ス
」
か
「
自

動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
か
、
ど
ち
ら
か
の
コ
ー
ス
を
申
出
る

も
の
と
し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
選
択
す
る
場
合
、
取
得
申
込
者

は
、
当
該
販
売
会
社
と
の
間
で
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
約
款
」
に

し
た
が
っ
て
契
約
※
（
以
下
「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
契
約
」
と
い
い

ま
す
。）
を
締
結
し
ま
す
。
な
お
、
収
益
分
配
金
を
再
投
資
せ
ず
受

取
り
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
再
投
資
の

停
止
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
販
売
会
社
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

※　 

当
該
契
約
ま
た
は
規
定
に
つ
い
て
、
同
様
の
権
利
義
務
関
係
を
規
定
す
る
名
称
の
異
な

平
成
19
年
１
月
31
日　
　

 

信
託
契
約
締
結
、
フ
ァ
ン
ド
の
設
定
、
運

用
開
始

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785
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⑤ 

申
込
手
数
料
は
、
取
得
申
込
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基
準
価
額
に

3
・
1
5
％
（
税
抜
3
･
0
％
）
を
上
限
と
し
て
販
売
会
社
が
定

め
る
手
数
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
ま
す
。
申
込
手
数
料
の
詳

細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
前
記
照
会
先
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

収
益
分
配
金
を
再
投
資
す
る
場
合
の
申
込
手
数
料
は
、
無
手
数
料

と
し
ま
す
。

⑥
申
込
代
金
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
が
定
め
る
日
ま

で
に
、
販
売
会
社
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
と
し
ま
す
。
詳
細

に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑦
取
得
申
込
み
の
受
付
け
の
中
止
、
既
に
受
付
け
た
取
得
申
込
み
の

受
付
け
の
取
消
等

ａ
． 

信
託
財
産
の
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

委
託
会
社
が
判
断
す
る
場
合
、
委
託
会
社
は
、
受
益
権
の
取

得
申
込
み
の
受
付
け
を
制
限
ま
た
は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

ｂ
． 

委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引
法
第
２
条
第

16
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
お
よ
び
金
融
商
品
取
引

法
第
２
条
第
８
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
金
融
商
品
市

場
を
「
取
引
所
」
と
い
い
、
取
引
所
の
う
ち
、
有
価
証
券
の

売
買
ま
た
は
金
融
商
品
取
引
法
第
28
条
第
８
項
第
３
号
も
し

く
は
同
項
第
５
号
の
取
引
を
行
う
市
場
お
よ
び
当
該
市
場
を

開
設
す
る
も
の
を「
証
券
取
引
所
」と
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。）

等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為
替
取
引
の
停
止
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お
け
る
非
常
事
態
（
金

融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更
や
資
産
凍
結
を

含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や
重
大
な
政

治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し
く
は

流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
受
益
権
の
取

得
申
込
み
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け

た
取
得
申
込
み
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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換
金
（
解
約
）
手
続
等

換
金
（
解
約
）
手
続
等

　

・ 

法
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
7
％
（
所
得
税
の
み
）
※
３

※
1
「
個
別
元
本
」
と
は
、
受
益
者
毎
の
信
託
時
の
受
益
権
の
価
額
等
を
い
い
ま
す
。

※
2  

税
率
は
平
成
21
年
4
月
1
日
か
ら
20
％(

所
得
税
15
％
お
よ
び
地
方
税
5
％)

と
な
る

予
定
で
す
。

※
3  

税
率
は
平
成
21
年
4
月
1
日
か
ら
15
％(

所
得
税
の
み)

と
な
る
予
定
で
す
。

（
注
）
税
法
が
改
正
さ
れ
た
場
合
等
に
は
、
前
記
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑥
解
約
代
金
は
、
原
則
と
し
て
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
受
付
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
7
営
業
日
目
か
ら
販
売
会
社
に
お
い
て
支
払

わ
れ
ま
す
。

⑦
委
託
会
社
は
、
証
券
取
引
所
等
に
お
け
る
取
引
の
停
止
、
外
国
為

替
取
引
の
停
止
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
（
投
資
対
象
国
に
お

け
る
非
常
事
態
（
金
融
危
機
、
デ
フ
ォ
ル
ト
、
重
大
な
政
策
変
更

や
資
産
凍
結
を
含
む
規
制
の
導
入
、
自
然
災
害
、
ク
ー
デ
タ
ー
や

重
大
な
政
治
体
制
の
変
更
、
戦
争
等
）
に
よ
る
市
場
の
閉
鎖
も
し

く
は
流
動
性
の
極
端
な
減
少
等
）
が
あ
る
と
き
は
、
一
部
解
約
の

実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
お
よ
び
既
に
受
付
け
た

一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
の
受
付
け
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
場
合
に
は
、
受
益
者
は
当
該
受
付
中
止
以
前
に
行
っ
た

当
日
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

受
益
者
が
そ
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
撤
回
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
受
益
権
の
一
部
解
約
の
価
額
は
、
当
該
受
付
中
止
を
解

除
し
た
後
の
最
初
の
基
準
価
額
の
計
算
日
に
一
部
解
約
の
実
行
の

請
求
を
受
付
け
た
も
の
と
し
て
前
記
③
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
た
価

額
と
し
ま
す
。

（
注
） 
前
記
の
ほ
か
、
販
売
会
社
に
よ
っ
て
は
受
益
権
を
買
取
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
販
売
会
社
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

①
受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
き
、
委
託
会
社
に
一

部
解
約
の
実
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
部
解
約
の
実

行
の
請
求
の
受
付
け
は
、
原
則
と
し
て
販
売
会
社
の
営
業
日
（
た

だ
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
証
券
取
引
所
の
休
業
日
ま
た
は
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
ト
の
銀
行
の
休
業
日
に
該
当
す
る
日
を
除
き
ま
す
。）
に
一

部
解
約
の
実
行
の
請
求
が
行
わ
れ
か
つ
当
該
請
求
の
受
付
け
に
係

る
販
売
会
社
所
定
の
事
務
手
続
が
完
了
し
た
も
の
を
当
日
の
受
付

分
と
し
て
取
り
扱
い
ま
す
。

②
当
フ
ァ
ン
ド
の
一
部
解
約
の
実
行
の
請
求
を
行
う
受
益
者
は
、
そ

の
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
振
替
機
関
等
に
対
し
て
当
該
受
益
者

の
請
求
に
係
る
こ
の
信
託
契
約
の
一
部
解
約
を
委
託
会
社
が
行
う

の
と
引
き
換
え
に
、
当
該
一
部
解
約
に
係
る
受
益
権
の
口
数
と
同

口
数
の
抹
消
の
申
請
を
行
う
も
の
と
し
、
社
振
法
の
規
定
に
し
た

が
い
当
該
振
替
機
関
等
の
口
座
に
お
い
て
当
該
口
数
の
減
少
の
記

載
ま
た
は
記
録
が
行
わ
れ
ま
す
。

③
解
約
価
額
は
、
一
部
解
約
の
実
行
請
求
受
付
日
の
翌
営
業
日
の
基

準
価
額
と
し
ま
す
。

　

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
下
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

④
解
約
単
位
は
、
販
売
会
社
が
定
め
る
単
位
と
し
ま
す
。
解
約
単
位

の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照
会

先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

⑤
お
手
取
額
は
、
解
約
価
額
が
個
別
元
本
※
1

を
上
回
っ
た
場
合
そ
の

超
過
額
に
対
し
て
、
次
の
所
定
の
税
金
を
差
し
引
い
た
額
と
な
り

ま
す
。

　

・ 

個
人
の
受
益
者
の
場
合
は
、
10
％
（
所
得
税
7
％
お
よ
び
地
方

税
3
％
）
※
２

委託会社（ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社）

ホームページアドレス

フリーダイヤル

（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

http://www.damj.co.jp/

0120－442－785
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管
理
及
び
運
営

〈
運
用
資
産
の
評
価
基
準
お
よ
び
評
価
方
法
〉

⑵
保
管

　

当
フ
ァ
ン
ド
の
受
益
権
の
帰
属
は
、
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
等

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
定
ま
る
た
め
、
保
管
に

関
す
る
該
当
事
項
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑶
信
託
期
間

　

信
託
契
約
締
結
日
（
平
成
19
年
1
月
31
日
）
以
降
、
無
期
限
と
し

ま
す
。

⑷
計
算
期
間

①
当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
、
毎
年
2
月
19
日
か
ら
8
月
18
日
ま

で
お
よ
び
8
月
19
日
か
ら
翌
年
2
月
18
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
原

則
と
し
ま
す
。

②
前
記
①
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
記
①
の
原
則
に
よ
り
各
計
算
期
間
終

了
日
に
該
当
す
る
日
（
以
下
「
該
当
日
」
と
い
い
ま
す
。）
が
休
業

日
の
と
き
、
各
計
算
期
間
終
了
日
は
該
当
日
の
翌
営
業
日
と
し
、

そ
の
翌
日
よ
り
次
の
計
算
期
間
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
し
ま
す
。

⑸
そ
の
他

①
信
託
の
終
了

ａ
． 

委
託
会
社
は
、
信
託
契
約
の
一
部
を
解
約
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
信
託
の
受
益
権
の
口
数
が
50
億
口
を
下
回
る
こ
と
と
な
っ

た
場
合
、
ま
た
は
、
信
託
期
間
中
に
お
い
て
、
こ
の
信
託
契
約

外
国
為
替
予
約
取
引

外
貨
建
資
産

公
社
債
等

株
式

マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
先
物
売

買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
計
算
日
の
対
顧
客
電
信
売

買
相
場
の
仲
値
に
よ
り
評
価
し
ま
す
。

法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協
会
規
則
に
し
た
が
っ
て
、

時
価
評
価
し
ま
す
。

原
則
と
し
て
、
証
券
取
引
所
に
お
け
る
計
算
日
の
最
終
相
場

（
外
国
で
取
引
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、

計
算
日
に
知
り
う
る
直
近
の
日
の
最
終
相
場
）
で
評
価
し
ま
す
。

基
準
価
額
で
評
価
し
ま
す
。

資
産
管
理
等
の
概
要

資
産
管
理
等
の
概
要

⑴
資
産
の
評
価

〈
基
準
価
額
の
計
算
方
法
等
に
つ
い
て
〉

　

基
準
価
額
と
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
資
産
（
受
入
担
保
金
代
用

有
価
証
券
を
除
き
ま
す
。）
を
法
令
お
よ
び
社
団
法
人
投
資
信
託
協

会
規
則
に
し
た
が
っ
て
時
価
評
価
し
て
得
た
信
託
財
産
の
資
産
総

額
か
ら
負
債
総
額
を
控
除
し
た
金
額(

以
下｢

純
資
産
総
額｣

と
い
い

ま
す
。) 

を
、
計
算
日
に
お
け
る
受
益
権
総
口
数
で
除
し
た
金
額
を

い
い
ま
す
。

　

受
益
権
１
口
当
た
り
の
純
資
産
額
が
基
準
価
額
で
す
。
な
お
、
便

宜
上
１
万
口
当
た
り
に
換
算
し
た
価
額
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

基
準
価
額
は
、
原
則
と
し
て
委
託
会
社
の
営
業
日
に
日
々
算
出
さ

れ
ま
す
。

　

基
準
価
額
に
つ
い
て
は
、
販
売
会
社
ま
た
は
委
託
会
社
の
後
記
照

会
先
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

ド
イ
チ
ェ
・
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

　

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス   http://w

w
w
.dam

j.co.jp/

　

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル  

0
1
2
0―

4
4
2―

7
8
5

　
　 

（
受
付
時
間
：
営
業
日
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
）

　

ま
た
、
原
則
と
し
て
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
）
の
「
オ
ー
プ
ン
基

準
価
格
」欄
に
、
前
日
付
の
基
準
価
額
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。（
略
称
：

Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
）
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を
解
約
す
る
こ
と
が
受
益
者
の
た
め
有
利
で
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
も
し
く
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受

託
会
社
と
合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を

終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託

会
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
監
督
官
庁

に
届
け
出
ま
す
。

ｂ
． 
委
託
会
社
は
、
前
記
ａ
．
の
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、

解
約
し
よ
う
と
す
る
旨
を
公
告
し
、
か
つ
、
そ
の
旨
を
記
載
し

た
書
面
を
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し

て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の

受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、

公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｃ
． 

前
記
ｂ
．
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る

者
は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ

き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

ｄ
． 

前
記
ｃ
．
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益

権
の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
ａ
．
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
ま
せ
ん
。

ｅ
． 

委
託
会
社
は
、
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
を
し
な
い
こ
と
と
し
た

と
き
は
、
解
約
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、

こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
こ
の
信
託
契
約
に
か
か

る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ

の
信
託
契
約
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付

し
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｆ
． 

前
記
ｃ
．
か
ら
ｅ
．
ま
で
の
規
定
は
、
信
託
財
産
の
状
態
に
照

ら
し
、
真
に
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
前
記
ｃ
．
の
一
定
の
期
間
が
一
月
を
下
ら
ず
に
そ
の
公
告

お
よ
び
書
面
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
適
用
し

ま
せ
ん
。

②
信
託
約
款
の
変
更

ａ
． 

委
託
会
社
は
、
受
益
者
の
利
益
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
ま

た
は
や
む
を
得
な
い
事
情
が
発
生
し
た
と
き
は
、
受
託
会
社
と

合
意
の
う
え
、
こ
の
信
託
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
旨
お
よ
び
そ
の

内
容
を
監
督
官
庁
に
届
け
出
ま
す
。

ｂ
． 

委
託
会
社
は
、
前
記
ａ
．
の
変
更
事
項
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が

重
大
な
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
変
更
し
よ
う
と
す
る

旨
お
よ
び
そ
の
内
容
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記

載
し
た
書
面
を
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に

対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
す
べ

て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た
と
き
は
、
原
則
と
し

て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

ｃ
． 

前
記
ｂ
．
の
公
告
お
よ
び
書
面
に
は
、
受
益
者
で
異
議
の
あ
る

者
は
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
べ

き
旨
を
付
記
し
ま
す
。
な
お
、
一
定
の
期
間
は
一
月
を
下
ら
な

い
も
の
と
し
ま
す
。

ｄ
． 

前
記
ｃ
．
の
一
定
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
受
益
者
の
受
益

権
の
口
数
が
受
益
権
の
総
口
数
の
二
分
の
一
を
超
え
る
と
き
は
、

前
記
ａ
．
の
信
託
約
款
の
変
更
を
し
ま
せ
ん
。

ｅ
． 

委
託
会
社
は
、
信
託
約
款
の
変
更
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
変
更
し
な
い
旨
お
よ
び
そ
の
理
由
を
公
告
し
、
か
つ
、
こ

れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
、
こ
の
信
託
約
款
に
係
る
知

ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
信

託
約
款
に
係
る
す
べ
て
の
受
益
者
に
対
し
て
書
面
を
交
付
し
た

と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
公
告
を
行
い
ま
せ
ん
。

③
関
係
法
人
と
の
契
約
の
更
改
等

ａ
． 
投
資
信
託
受
益
権
の
募
集
・
販
売
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
契
約

　
　

 
当
初
の
契
約
の
有
効
期
間
は
、
当
初
契
約
日
か
ら
1
年
間
と
し

ま
す
。
た
だ
し
、
期
間
満
了
3
ヵ
月
前
ま
で
に
、
委
託
会
社
お

よ
び
販
売
会
社
い
ず
れ
か
ら
も
、
何
ら
の
意
思
表
示
の
な
い
と

き
は
、
自
動
的
に
1
年
間
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
、
自
動
延
長

後
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
と
し
ま
す
。
ま
た
、
委

託
会
社
ま
た
は
販
売
会
社
は
、
他
方
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通

知
を
3
ヵ
月
前
に
な
す
こ
と
に
よ
り
当
該
契
約
を
解
約
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
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ｂ
．
投
資
顧
問
契
約

　

1
） 

契
約
の
期
間
は
、
1
年
間
と
し
、
後
記
の
規
定
に
し
た
が
っ

て
終
了
し
な
い
限
り
、
更
に
1
年
間
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る

も
の
と
し
ま
す
。

　

2
） 

90
日
以
上
前
の
書
面
に
よ
る
相
手
方
へ
の
通
知
に
よ
り
、
ど
ち

ら
の
当
事
者
も
投
資
顧
問
契
約
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

3
） 

終
了
の
通
知
に
際
し
、
投
資
顧
問
会
社
は
委
託
会
社
に
よ
り

別
段
指
示
さ
れ
な
い
限
り
、
終
了
日
ま
で
運
用
の
指
図
を
続

け
る
も
の
と
し
ま
す
。

④
運
用
報
告
書

　

委
託
会
社
は
、
法
令
に
基
づ
き
当
該
信
託
財
産
の
計
算
期
間
の
末

日
毎
お
よ
び
信
託
終
了
時
に
期
中
の
運
用
経
過
、
組
入
有
価
証
券

の
内
容
お
よ
び
有
価
証
券
の
売
買
状
況
な
ど
を
記
載
し
た
運
用
報

告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
販
売
会
社
を
通
じ
て
当
該
信
託
財
産
に

係
る
知
ら
れ
た
る
受
益
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

⑤
信
託
契
約
に
関
す
る
監
督
官
庁
の
命
令

ａ
． 

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
よ
り
こ
の
信
託
契
約
の
解
約
の
命
令

を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
命
令
に
し
た
が
い
、
信
託
契
約
を
解

約
し
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ
． 

委
託
会
社
は
、
監
督
官
庁
の
命
令
に
基
づ
い
て
こ
の
信
託
約
款

を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
記
②
の
規
定
に
し
た
が
い

ま
す
。

⑥
委
託
会
社
の
登
録
取
消
等
に
伴
う
取
扱
い

ａ
． 

委
託
会
社
が
監
督
官
庁
よ
り
登
録
の
取
消
を
受
け
た
と
き
、
解

散
し
た
と
き
ま
た
は
業
務
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
委
託
会
社
は
、

こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

ｂ
． 

前
記
ａ
．
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
監
督
官
庁
が
こ
の
信
託
契

約
に
関
す
る
委
託
会
社
の
業
務
を
他
の
投
資
信
託
委
託
会
社
に

引
き
継
ぐ
こ
と
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
信
託
は
、
前
記
②
ｄ
．

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
投
資
信
託
委
託
会
社

と
受
託
会
社
と
の
間
に
お
い
て
存
続
し
ま
す
。

⑦
委
託
会
社
の
事
業
の
譲
渡
お
よ
び
承
継
に
伴
う
取
扱
い

ａ
． 

委
託
会
社
は
、
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
が

あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す
る
事
業
を
譲
渡

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ｂ
． 

委
託
会
社
は
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
承
継

さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
こ
の
信
託
契
約
に
関
す

る
事
業
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

⑧
受
託
会
社
の
辞
任
お
よ
び
解
任
に
伴
う
取
扱
い

ａ
． 

受
託
会
社
は
、
委
託
会
社
の
承
諾
を
受
け
て
そ
の
任
務
を
辞
任

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
そ
の
任
務
に
背
い
た
場

合
、
そ
の
他
重
要
な
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社
ま
た

は
受
益
者
は
、
裁
判
所
に
受
託
会
社
の
解
任
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
受
託
会
社
が
辞
任
し
た
場
合
、
ま
た
は
裁
判
所

が
受
託
会
社
を
解
任
し
た
場
合
、
委
託
会
社
は
、
前
記
②
の
規

定
に
し
た
が
い
、
新
受
託
会
社
を
選
任
し
ま
す
。

ｂ
． 

委
託
会
社
が
新
受
託
会
社
を
選
任
で
き
な
い
と
き
は
、
委
託
会

社
は
こ
の
信
託
契
約
を
解
約
し
、
信
託
を
終
了
さ
せ
ま
す
。

⑨
公
告

　

委
託
会
社
が
受
益
者
に
対
し
て
す
る
公
告
は
、
日
本
経
済
新
聞
に

掲
載
し
ま
す
。

⑩
信
託
約
款
に
関
す
る
疑
義
の
取
扱
い

　

信
託
約
款
の
解
釈
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
委
託
会
社

と
受
託
会
社
と
の
協
議
に
よ
り
定
め
ま
す
。

⑪
再
信
託

　

受
託
会
社
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
に
か
か
る
信
託
事
務
の
処
理
の
一
部

に
つ
い
て
日
本
ト
ラ
ス
テ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
信
託
銀
行
株
式
会
社
と

再
信
託
契
約
を
締
結
し
、
こ
れ
を
委
託
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
に
は
、
再
信
託
に
か
か
る
契
約
書
類
に
基
づ
い
て
所
定
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受
益
者
の
権
利
等

受
益
者
の
権
利
等

た
、
当
該
償
還
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代
金

支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い

る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）
に

支
払
い
ま
す
。

　

受
益
者
が
信
託
終
了
に
よ
る
償
還
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら

10
年
間
そ
の
支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、

受
託
会
社
か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
、
委
託
会
社
に
帰
属
す
る

も
の
と
し
ま
す
。

③
受
益
権
の
一
部
解
約
請
求
権

　

受
益
者
は
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
に
つ
い
て
、
販
売
会
社
を

通
じ
て
、
一
部
解
約
を
委
託
会
社
に
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

一
部
解
約
金
は
、
原
則
と
し
て
、
受
益
者
の
請
求
を
受
付
け
た
日

か
ら
起
算
し
て
７
営
業
日
目
か
ら
受
益
者
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

④
反
対
者
の
買
取
請
求
権

　

前
記
「
資
産
管
理
等
の
概
要
⑸
そ
の
他
」
に
規
定
す
る
「
①
信
託

の
終
了
」
ま
た
は
「
②
信
託
約
款
の
変
更
」
に
規
定
す
る
信
託
約

款
の
変
更
の
う
ち
、
そ
の
内
容
が
重
大
な
変
更
を
行
う
場
合
に
お

い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
委
託
会
社
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
た
受

益
者
は
、
受
託
会
社
に
対
し
、
自
己
に
帰
属
す
る
受
益
権
を
、
信

託
財
産
を
も
っ
て
買
取
る
べ
き
旨
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
買
取
請
求
権
の
内
容
お
よ
び
買
取
請
求
の
手
続
に
関
す
る
事

項
は
、
前
記
「
資
産
管
理
等
の
概
要
⑸
そ
の
他 

①
信
託
の
終
了 

ｂ
．」
ま
た
は
「
資
産
管
理
等
の
概
要
⑸
そ
の
他 

②
信
託
約
款
の

変
更 

ｂ
．」
に
規
定
す
る
公
告
ま
た
は
書
面
に
付
記
し
ま
す
。

⑤
帳
簿
閲
覧
権

　

受
益
者
は
、
委
託
会
社
に
対
し
、
そ
の
営
業
時
間
内
に
フ
ァ
ン
ド

の
信
託
財
産
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の
閲
覧
ま
た
は
謄
写
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受
益
者
の
有
す
る
主
な
権
利
は
次
の
通
り
で
す
。

①
収
益
分
配
金
に
対
す
る
請
求
権

　

受
益
者
は
、
委
託
会
社
が
支
払
い
を
決
定
し
た
収
益
分
配
金
を
持

分
に
応
じ
て
請
求
す
る
権
利
を
有
し
ま
す
。

　

収
益
分
配
金
は
、
決
算
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿

に
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
当
該
収
益
分
配
金
に

か
か
る
決
算
日
以
前
に
お
い
て
一
部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に

か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま
た
、
当
該
収
益
分
配
金
に
か
か

る
計
算
期
間
の
末
日
以
前
に
設
定
さ
れ
た
受
益
権
で
取
得
申
込
代

金
支
払
前
の
た
め
販
売
会
社
の
名
義
で
記
載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て

い
る
受
益
権
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
取
得
申
込
者
と
し
ま
す
。）

に
、
原
則
と
し
て
決
算
日
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日
目(

予
定)

か
ら

お
支
払
い
し
ま
す
。「
自
動
け
い
ぞ
く
投
資
コ
ー
ス
」
を
お
申
込
み

の
場
合
は
、
分
配
金
は
税
引
き
後
無
手
数
料
で
再
投
資
さ
れ
ま
す

が
、
再
投
資
に
よ
り
増
加
し
た
受
益
権
は
、
振
替
口
座
簿
に
記
載

ま
た
は
記
録
さ
れ
ま
す
。

　

受
益
者
が
収
益
分
配
金
に
つ
い
て
支
払
開
始
日
か
ら
5
年
間
そ
の

支
払
い
を
請
求
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
権
利
を
失
い
、
受
託
会
社

か
ら
交
付
を
受
け
た
金
銭
は
委
託
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

②
償
還
金
に
関
す
る
請
求
権

　

受
益
者
は
、
当
フ
ァ
ン
ド
の
償
還
金
を
持
分
に
応
じ
て
請
求
す
る

権
利
を
有
し
ま
す
。

　

償
還
金
は
、
原
則
と
し
て
償
還
日
か
ら
起
算
し
て
5
営
業
日
目
（
予

定
）
か
ら
、
償
還
日
に
お
い
て
振
替
機
関
等
の
振
替
口
座
簿
に
記

載
ま
た
は
記
録
さ
れ
て
い
る
受
益
者
（
償
還
日
以
前
に
お
い
て
一

部
解
約
が
行
わ
れ
た
受
益
権
に
か
か
る
受
益
者
を
除
き
ま
す
。
ま

の
事
務
を
行
い
ま
す
。
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フ
ァ
ン
ド
の
経
理
状
況

１
． 

当
フ
ァ
ン
ド
の
財
務
諸
表
は
、
第
1
期
計
算
期
間
（
平
成
19
年

1
月
31
日
（
設
定
日
）
か
ら
平
成
19
年
8
月
20
日
ま
で
）
及
び

第
2
期
計
算
期
間
（
平
成
19
年
8
月
21
日
か
ら
平
成
20
年
2
月

18
日
ま
で
）
に
つ
い
て
、「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作

成
方
法
に
関
す
る
規
則
」（
昭
和
38
年
大
蔵
省
令
第
59
号
）
並
び

に
同
規
則
第
2
条
の
2
の
規
定
に
よ
り
、
改
正
前
の
「
投
資
信

託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
」（
平
成
12
年
総
理
府
令
第
1
3

3
号
）
に
基
づ
い
て
作
成
し
て
お
り
ま
す
。

　
　

 

な
お
、
財
務
諸
表
に
記
載
し
て
い
る
金
額
は
、
円
単
位
で
表
示

し
て
お
り
ま
す
。

2
． 

当
フ
ァ
ン
ド
の
計
算
期
間
は
6
ヶ
月
で
あ
る
た
め
、
財
務
諸
表

は
6
ヶ
月
毎
に
作
成
し
て
お
り
ま
す
。 

3
． 

当
フ
ァ
ン
ド
は
、
旧
証
券
取
引
法
第
1
9
3
条
の
2
の
規
定
に

基
づ
き
、
第
1
期
計
算
期
間
（
平
成
19
年
1
月
31
日
（
設
定
日
）

か
ら
平
成
19
年
8
月
20
日
ま
で
）
の
財
務
諸
表
に
つ
い
て
、
及

び
金
融
商
品
取
引
法
第
1
9
3
条
の
2
第
1
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
第
2
期
計
算
期
間
（
平
成
19
年
8
月
21
日
か
ら
平
成
20
年

2
月
18
日
ま
で
）
の
財
務
諸
表
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
監
査
法
人

に
よ
る
監
査
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
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ＤＷＳ世界新興国株式ファンド
⑴【貸借対照表】

区分
第1期計算期間

（平成19年8月20日現在）
第2期計算期間

（平成20年2月18日現在）

金額（円） 金額（円）

資産の部

流動資産

親投資信託受益証券 41,596,882,876 38,652,344,596

流動資産合計 41,596,882,876 38,652,344,596

資産合計 41,596,882,876 38,652,344,596

負債の部

流動負債

未払収益分配金 － 3,407,966,972

未払解約金 163,956,492 162,601,341

未払受託者報酬 18,239,363 18,766,024

未払委託者報酬 410,385,653 422,235,465

その他未払費用 16,589,376 630,000

流動負債合計 609,170,884 4,012,199,802

負債合計 609,170,884 4,012,199,802

純資産の部

元本等

元本 41,096,881,455 34,354,615,268

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △109,169,463 285,529,526

（うち分配準備積立金） （18,913,449） （27,505,563）

剰余金合計 △109,169,463 285,529,526

元本等合計 40,987,711,992 34,640,144,794

純資産合計 40,987,711,992 34,640,144,794

負債・純資産合計 41,596,882,876 38,652,344,596

財
務
諸
表

財
務
諸
表
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⑵【損益及び剰余金計算書】

区分

第1期計算期間
（自 平成19年1月31日（設定日）
至 平成19年8月20日）

第2期計算期間
（自 平成19年8月21日
至 平成20年2月18日）

金額（円） 金額（円）

営業収益

有価証券売買等損益 266,497,177 6,449,525,293

その他収益 2,349,831 －

営業収益合計 268,847,008 6,449,525,293

営業費用

受託者報酬 18,239,363 18,766,024

委託者報酬 410,385,653 422,235,465

その他費用 16,589,376 630,000

営業費用合計 445,214,392 441,631,489

営業利益金額 － 6,007,893,804

営業損失金額 176,367,384 －

経常利益金額 － 6,007,893,804

経常損失金額 176,367,384 －

当期純利益金額 － 6,007,893,804

当期純損失金額 176,367,384 －

一部解約に伴う当期純利益金額分配額 689,400,705 2,985,027,899

期首剰余金又は期首欠損金（△） － △109,169,463

剰余金増加額又は欠損金減少額 756,598,626 857,607,348

（当期一部解約に伴う剰余金増加額） （4,849,969） －

（当期追加信託に伴う剰余金増加額） （751,748,657） －

（当期追加信託に伴う欠損金減少額） － （857,607,348）

欠損金増加額 － 77,807,292

（当期一部解約に伴う欠損金増加額） － （77,807,292）

分配金 － 3,407,966,972

期末剰余金又は期末欠損金（△） △109,169,463 285,529,526

⑶【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
第1期計算期間

（自　平成19年1月31日（設定日）
至　平成19年8月20日）　　　

第2期計算期間
（自 平成19年8月21日
至 平成20年2月18日）

有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券
の基準価額で評価しております。

親投資信託受益証券
同左

（貸借対照表に関する注記）

項目 第1期計算期間
（平成19年8月20日現在）

第2期計算期間
（平成20年2月18日現在）

１．計算期間末日における受益権の総数 41,096,881,455口 34,354,615,268口

２．元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っ
ており、その差額は109,169,463円です。 －

３．計算期間末日における１口当たり純資産額
　（１万口当たり純資産額）

0.9973円
（9,973円）

1.0083円
（10,083円）
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目
第1期計算期間

（自 平成19年1月31日（設定日）
至 平成19年8月20日）

第2期計算期間
（自 平成19年8月21日
至 平成20年2月18日）

１． 信託財産の運用の指図に係る権限の全部
又は一部を委託するために要する費用と
して委託者報酬の中から支弁している額

純資産に対して年率0.3％以内の額 同左

２．分配金の計算方法

計算期間末における費用控除後の配当等収益
（18,913,449円）、収益調整金（29,786,245円）
より、分配対象収益は、48,699,694円（1万口
当たり11.84円）でありますが、分配は行って
おりません。

計算期間末における費用控除後の配当等収益
（226,576,592円）、費用控除後・繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益（2,146,396,068
円）、収益調整金（1,306,629,885円）、分配準
備積立金額（13,893,953円）より、分配対象
収益は、3,693,496,498円（1万口当たり1,075
円）であり、うち3,435,461,526円（1万口当
たり1,000円）を分配金額としています。なお、
当該分配金と損益及び剰余金計算書上の分配
金との差額は、外国税控除額（27,494,554円）
によるものです。

（有価証券に関する注記）
　売買目的有価証券
　第1期計算期間（平成19年８月20日現在）

種類 貸借対照表計上額（円） 計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券 41,596,882,876 180,762,662

合計 41,596,882,876 180,762,662

　第2期計算期間（平成20年2月18日現在）

種類 貸借対照表計上額（円） 計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券 38,652,344,596 4,033,952,314

合計 38,652,344,596 4,033,952,314

（デリバティブ取引に関する注記）
　該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
　該当事項はありません。

（その他の注記）

項目 第1期計算期間
（平成19年8月20日現在）

第2期計算期間
（平成20年2月18日現在）

元本の推移

期首元本額 21,150,599,919円 41,096,881,455円

期中追加設定元本額 24,861,457,306円 4,914,586,098円

期中一部解約元本額 4,915,175,770円 11,656,852,285円

⑷【附属明細表】
　①有価証券明細表
　　ア株式
　　　該当事項はありません。

　　イ株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考

親投資信託受益証券 ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド 34,199,561,667 38,652,344,596 －

合計 － 34,199,561,667 38,652,344,596 －

　②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
　　該当事項はありません。
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（参考情報）
　当ファンドは「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
　なお、当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。

「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」の状況
　以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

⑴貸借対照表

区分
（平成19年8月20日現在） （平成20年2月18日現在）

金額（円） 金額（円）

資産の部

流動資産

預金 1,867,092,746 2,162,035,156

コール・ローン 6,797,131,314 5,243,336,333

株式 27,800,307,442 30,184,323,572

カバードワラント 6,241,316,162 3,811,769,030

派生商品評価勘定 435,350 158,302

未収入金 1,045,715,919 －

未収配当金 56,176,707 31,052,185

未収利息 65,177 60,334

流動資産合計 43,808,240,817 41,432,734,912

資産合計 43,808,240,817 41,432,734,912

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定 275,454 －

流動負債合計 275,454 －

負債合計 275,454 －

純資産の部

元本等

元本 43,464,760,932 36,658,815,831

剰余金

剰余金 343,204,431 4,773,919,081

剰余金合計 343,204,431 4,773,919,081

元本等合計 43,807,965,363 41,432,734,912

純資産合計 43,807,965,363 41,432,734,912

負債・純資産合計 43,808,240,817 41,432,734,912
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⑵注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目 （自　平成19年1月31日
　至　平成19年8月20日）

（自 平成19年8月21日
至 平成20年2月18日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式、カバードワラント
移動平均法に基づき、原則として時価で評価
しております。時価評価にあたっては、証券
取引所又は店頭市場における最終相場（最終
相場がないものについては、それに準ずる価
額）、または証券会社等から提示される気配相
場に基づいて評価しております。

株式、カバードワラントにつきましては移動
平均法に基づき、以下の通り原則として時価
で評価しております。
⑴ 金融商品取引所等に上場されている有価証
券

　金融商品取引所等に上場されている有価証
券は、原則として金融商品取引所等における
計算期間末日の最終相場（外貨建証券等の場
合は計算期間末日において知りうる直近の最
終相場）で評価しております。
　計算期間の末日に当該金融商品取引所等の
最終相場がない場合には、当該金融商品取引
所等における直近の日の最終相場で評価して
おりますが、直近の日の最終相場によること
が適当でないと認められた場合は、当該金融
商品取引所等における計算期間末日又は直近
の日の気配相場で評価しております。
⑵ 金融商品取引所等に上場されていない有価
証券

　当該有価証券については、日本証券業協会
の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提
示する価額（ただし、売気配相場は使用しな
い）又は価格提供会社の提供する価額のいず
れかから入手した価額で評価しております。
⑶時価が入手できなかった有価証券
　適正な評価額を入手できなかった場合又は
入手した評価額が時価と認定できない事由が
認められた場合は、投資信託委託会社が忠実
義務に基づいて合理的事由をもって時価と認
めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が
合理的事由をもって時価と認めた価額で評価
しております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
値によって計算しております。ただし、為替
予約のうち対顧客先物売買相場が発表されて
いない通貨については、対顧客電信売買相場
の仲値によって計算しております。

為替予約の評価は、個別法に基づき、原則と
して、わが国における計算期間末日の対顧客
先物相場の仲値によって計算しております。
ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発
表されていない通貨については、対顧客相場
の仲値によって計算しております。

３．費用・収益の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式の配当落ち日
において、その金額が確定しているものにつ
いては当該金額を計上し、未だ確定していな
い場合には入金日基準で計上しております。

――――――

４． その他財務諸表作成のための基本となる
重要な事項

外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及
び第61条に基づいております。

外貨建取引等の処理基準
同左

（貸借対照表に関する注記）
項目 （平成19年8月20日現在） （平成20年2月18日現在）

１．受益権の総数 43,464,760,932口 36,658,815,831口

２．１口当たり純資産額
　（１万口当たり純資産額）

1.0079円
（10,079円）

1.1302円
（11,302円）

（有価証券に関する注記）
　売買目的有価証券
　（平成19年８月20日現在）

種類 貸借対照表計上額（円） 計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

株式 27,800,307,442 △303,397,734

カバードワラント 6,241,316,162 908,349,841

合計 34,041,623,604 604,952,107
（注）「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成19年1月31日から平成19年8月20日まで）を指しております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
Ⅰ 取引の状況に関する事項

項目 （自　平成19年1月31日
　至　平成19年8月20日）

（自　平成19年8月21日
至　平成20年2月18日）

１．取引の内容 当親投資信託の利用しているデリバティブ取
引は、為替予約であります。

同左

２．取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によ
るリスク回避を目的としており、投機的な取
引は行わない方針であります。

同左

３．取引の利用目的 デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務等
の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の
確保を図る目的で利用しております。

同左

４．取引に係るリスクの内容 為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相
場の変動によるリスクであります。

同左

５．取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、
取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルー
ルに従い、資金担当部門が運用部門担当者の
承認を得て行っております。

同左

６． 取引の時価等に関する事項についての補
足説明

取引の時価に関する事項についての契約額等
は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すものでは
ありません。

同左

Ⅱ　取引の時価等に関する事項
（通貨関連）

区分 種類

（平成19年8月20日現在）

契約額等
時価（円） 評価損益（円）

（円） うち１年超（円）

市場取引以外の取引

為替予約取引

買建

アメリカドル 497,693,267 － 498,128,617 435,350

売建

アメリカドル 28,387,332 － 28,662,786 △275,454

合計 526,080,599 － 526,791,403 159,896

区分 種類

（平成20年2月18日現在）

契約額等
時価（円） 評価損益（円）

（円） うち１年超（円）

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

アメリカドル 54,843,984 － 54,685,682 158,302

合計 54,843,984 － 54,685,682 158,302
（注）時価の算定方法
1．本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを
用いております。
・同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客相場の仲値を用いております。

2．同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

　（平成20年2月18日現在）

種類 貸借対照表計上額（円） 計算期間の損益に
含まれた評価差額（円）

株式 30,184,323,572 1,312,586,918

カバードワラント 3,811,769,030 267,961,646

合計 33,996,092,602 1,580,548,564
（注）「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間（平成19年8月21日から平成20年2月18日まで）を指しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
　（自　平成19年１月31日　至　平成19年８月20日）

名称 関係内容 取引内容 取引の種類別の
取引金額　　　

当該計算期間末にお
ける取引残高　　　

ドイツ銀行 運用委託会社の最終的な親会社 外国株式の売買に係る委託手数料 2,000,698円 未払金　　－円
（注） 取引条件及び取引条件の決定方針

社内で策定した選定基準に基づいて取引先の選定を行っております。また取引条件は、社内規定に基づいた最良執行の結果、決定されております。

　（自　平成19年8月21日　至　平成20年2月18日）
　　 該当事項はありません。

（その他の注記）

項目 （平成19年8月20日現在） （平成20年2月18日現在）

１．元本の推移

期首元本額 21,150,599,919円 43,464,760,932円

期中追加設定元本額 23,294,899,133円 2,006,965,998円

期中一部解約元本額 980,738,120円 8,812,911,099円

期末元本額 43,464,760,932円 36,658,815,831円

２．元本の内訳

ＤＷＳ世界新興国株式ファンド 41,270,843,215円 34,199,561,667円

ＤＷＳグローバル新興国株投信 2,193,917,717円 2,371,705,073円

ＤＷＳ世界新興国株式ファンドＶＡ
（適格機関投資家専用） － 87,549,091円
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⑶附属明細表
　①有価証券明細表
　　ア株式

通貨 銘柄 株数
評価額

備考
単価 金額

アメリカドル BANCO LATINOAMERICANO EXP-E 60,000 15.06 903,600.00

COPA HOLDINGS SA-CLASS A 125,000 38.66 4,832,500.00

CRESUD S.A.-SPONS ADR 100,000 18.47 1,847,000.00

GAZPROM RTS CLASSIC 1,500,000 12.45 18,675,000.00

GITANJALI GEMS-GDR REGS-W/I 930,000 7.05 6,556,500.00

GOLDEN TELECOM INC 35,000 104.34 3,651,900.00

IVANHOE MINES LTD 420,000 10.09 4,237,800.00

LUKOIL-SPON ADR 120,000 72.35 8,682,000.00

MECHEL OAO-ADR 60,000 109.22 6,553,200.00

MOBILE TELESYSTEMS-$ 227,000 12.70 2,882,900.00

NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S 150,000 71.60 10,740,000.00

OAO ROSNEFT OIL CO-GDR 800,000 8.00 6,400,000.00

OJSC LSR GROUP-GDR REGS-W/I 170,000 12.93 2,198,100.00

SBERBANK RF-$ US 1,700,000 3.40 5,780,000.00

SILVER WHEATON CORP 450,000 15.18 6,831,000.00

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 900,000 9.71 8,739,000.00

TRANSNEFT-PREF 3,900 1,650.00 6,435,000.00

計 105,945,500.00
（11,428,341,085）

カナダドル IAMGOLD CORP 476,800 7.16 3,413,888.00

計 3,413,888.00
（365,524,988）

メキシコペソ GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 699,000 65.29 45,637,710.00

計 45,637,710.00
（457,746,231）



19Deutsche Asset Management

通貨 銘柄 株数
評価額

備考
単価 金額

ブラジルリアル BANCO BRADESCO S.A.-RTS PREF 2,377 4.45 10,577.65

BANCO BRADESCO SA PREF 172,000 47.90 8,238,800.00

BANCO DO BRASIL SA 200,000 28.55 5,710,000.00

BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUR 500,000 16.20 8,100,000.00

CIA PARANAENSE DE ENERGI PFB 340,000 26.63 9,054,200.00

CIA VALE DO RIO DOCE PREF A 180,000 46.50 8,370,000.00

COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO 600,000 27.19 16,314,000.00

ESTACIO PARTICIPACOES SA 200,000 11.50 2,300,000.00

JBS SA 1,000,000 4.75 4,750,000.00

M DIAS BRANCO SA 161,500 19.39 3,131,485.00

MEDIAL SAUDE SA 200,000 20.30 4,060,000.00

NATURA COSMETICOS SA 550,000 15.90 8,745,000.00

PETROBRAS-PETROLEO BRAS 300,000 99.88 29,964,000.00

UNIBANCO-UNITS 300,000 22.10 6,630,000.00

UNIVERSO ONLINE SA PREF 200,000 9.70 1,940,000.00

計 117,318,062.65
（7,216,234,033）

チリペソ CIA SUDAMERICANA DE VAPORES 1,300,000 965.00 1,254,500,000.00

計 1,254,500,000.00
（291,169,450）

香港ドル C C LAND HOLDINGS LTD 4,000,000 9.54 38,160,000.00

CHINA MOBILE LTD 800,000 120.20 96,160,000.00

CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 2,000,000 9.57 19,140,000.00

HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS 3,980,000 10.98 43,700,400.00

NAGACORP LTD 13,600,000 2.10 28,560,000.00

NEO-NEON HOLDINGS LTD 3,800,000 4.60 17,480,000.00

SINO LAND CO 1,700,000 21.75 36,975,000.00

計 280,175,400.00
（3,874,825,782）

マレーシアドル IJM CORP BHD 1,700,000 7.75 13,175,000.00

IOI CORPORATION BHD 2,565,000 8.00 20,520,000.00

TENAGA NASIONAL BHD 906,000 9.25 8,380,500.00

計 42,075,500.00
（1,409,108,495）

インドネシアルピア TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG 30,000,000 1,170.00 35,100,000,000.00

計 35,100,000,000.00
（414,180,000）
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通貨 銘柄 株数
評価額

備考
単価 金額

韓国ウォン DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 50,000 127,500.00 6,375,000,000.00

SSCP CO LTD 132,547 28,300.00 3,751,080,100.00

計 10,126,080,100.00
（1,158,423,563）

新台湾ドル AU OPTRONICS CORP 2,310,817 55.60 128,481,425.20

DELTA ELECTRONICS INC 1,190,000 83.40 99,246,000.00

HIGH TECH COMPUTER CORP 150,000 638.00 95,700,000.00

MEDIATEK INC 300,000 325.50 97,650,000.00

PIHSIANG MACHINERY MFG CO 1,000,000 57.90 57,900,000.00

計 478,977,425.20
（1,628,523,245）

インドルピー PURAVANKARA PROJECTS LTD 200,000 319.15 63,830,000.00

計 63,830,000.00
（175,532,500）

イスラエルシュケル ELBIT SYSTEMS LTD 80,000 206.00 16,480,000.00

計 16,480,000.00
（494,235,200）

南アフリカランド BARLOWORLD LTD 300,000 91.50 27,450,000.00

HARMONY GOLD MINING CO LTD 800,000 78.00 62,400,000.00

計 89,850,000.00
（1,270,479,000）

合計 30,184,323,572
（30,184,323,572）
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　　イ株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

カバードワラント アメリカドル DEUTSCHE-CW09 SAMSUNG TECHWI 68,000.00 3,378,790.80

MERRILL-CW09 LARSEN & TOUBRO 136,000.00 11,301,872.00

MOR STA-CW08 HON HAI PRECIS 453,000.00 3,582,641.10

MOR STA-CW09 INFOSYS TECHNO 113,000.00 4,418,627.70

MOR STA-CW09 RELIANCE COMMU 250,000.00 3,852,350.00

MOR STA-CW09 SUN PHARMACEUT 150,000.00 4,204,890.00

MOR STA-CW10 NTPC LIMITED 850,000.00 4,312,305.00

MOR STA-CW10 SUN PHARMA ADV 120,000.00 285,216.00

　 計 35,336,692.60
（3,811,769,030） 　

合計  　 3,811,769,030
（3,811,769,030） 　

（注）１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
　　２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
　　３．外貨建有価証券の内訳

通    貨 銘柄数 組入株式
時価比率

組入カバードワ
ラント時価比率

合計金額に
対する比率

アメリカドル
株式 17 銘柄 27.6％ － 44.8％

カバードワラント 8 銘柄 － 9.2％

カナダドル 株式 1 銘柄 0.9％ － 1.1％

メキシコペソ 株式 1 銘柄 1.1％ － 1.4％

ブラジルリアル 株式 15 銘柄 17.4％ － 21.2％

チリペソ 株式 1 銘柄 0.7％ － 0.9％

香港ドル 株式 7 銘柄 9.4％ － 11.4％

マレーシアドル 株式 3 銘柄 3.4％ － 4.1％

インドネシアルピア 株式 1 銘柄 1.0％ － 1.2％

韓国ウォン 株式 2 銘柄 2.8％ － 3.4％

新台湾ドル 株式 5 銘柄 3.9％ － 4.8％

インドルピー 株式 1 銘柄 0.4％ － 0.5％

イスラエルシュケル 株式 1 銘柄 1.2％ － 1.5％

南アフリカランド 株式 2 銘柄 3.1％ － 3.7％

　②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
　　⑵注記表（デリバティブ取引に関する注記） Ⅱ 取引の時価等に関する事項で記載しております。
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設
定
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ド
の
現
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【純資産額計算書】
「ＤＷＳ世界新興国株式ファンド」

（平成20年3月31日現在）

Ⅰ　資産総額 33,527,300,725円

Ⅱ　負債総額 106,523,957円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 33,420,776,768円

Ⅳ　発行済数量 35,864,117,051口

Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.9319円

（参考情報）
「ＤＷＳ世界新興国株式マザーファンド」

（平成20年3月31日現在）

Ⅰ　資産総額 36,161,384,045円

Ⅱ　負債総額 54,185円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 36,161,329,860円

Ⅳ　発行済数量 34,532,226,031口

Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.0472円

下記計算期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口）

第1期
（平成19年1月31日～平成19年8月20日） 46,012,057,225 4,915,175,770 

第2期
（平成19年8月21日～平成20年2月18日） 4,914,586,098 11,656,852,285 

（注）設定数量には、当初募集期間中の設定数量を含みます。
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